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 午前１０時００分 開  議 

 

○島軒純一議長 おはようございます。 

  ただいまの出席議員24名であります。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

  本日の会議は議事日程第４号により進めます。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

日程第１ 一般質問 

 

○島軒純一議長 日程第１、一般質問を行います。 

  順次発言を許可いたします。 

  一つ、（仮称）東北中央自動車道マラソンｉｎ

米沢2017＆東北中央自動車道サイクリングｉｎ

米沢2017の開催について外１点、23番島貫宏幸議

員。 

  〔２３番島貫宏幸議員登壇〕（拍手） 

○２３番（島貫宏幸議員） おはようございます。

明誠会の島貫宏幸です。 

  二十四節気では、今月の21日が夏至であります。

天気のいい日には夕方７時半過ぎまで外が明る

く感じる季節になり、外での活動時間が延びてま

いりました。市民の皆様におかれましては、交通

事故や外作業での事故、けが等に十分気をつけて

お過ごしいただきたいと思います。 

  それでは、早速質問に入らせていただきます。 

  １つ目は、（仮称）東北中央自動車道マラソン

ｉｎ米沢2017＆東北中央自動車道サイクリング

ｉｎ米沢2017についてお伺いいたします。 

  市民マラソンの歴史は、ハイスクールタイムス

の記事によりますと、1897年、今からちょうど120

年前の明治30年に開催され、アメリカ・ボストン

マラソンが世界最古と言われており、世界中のラ

ンナーが一度は挑戦してみたい大会として有名

であります。日本で初めて行われたマラソンは、

1909年、今から108年前の明治42年３月に神戸で

開催された「マラソン大競争」という大会で、32

キロをわずか20名で行われたようであります。 

  時は流れて、近年、国内で開催されているマラ

ソン大会は健康づくりやまちおこしなどの目的

を背景に増加し、2007年の東京マラソンの初開催

を機に、2015年にはフルマラソンだけの大会で

197の大会が開催されており、ハーフマラソンや

関連大会を含めると2,000以上の大会が国内で開

催されております。 

  本市においても、14回まで数えた「おしょうし

なハーフマラソン大会」や、一昨年に関係者の熱

い思いで開催された車道コースを走る「米澤上杉

城下町マラソン」、そして昨年は「東北中央自動

車道ちょいのりマラソンｉｎ米沢」が開催されま

した。そして、いよいよ今年度に供用を開始する

こととなりました東北中央自動車道の開通を前

に、プレイベントとして、サイクリングも合わせ

た大会が本市の重点事業として計画されており

ます。走ることは苦手でも、自転車ならと関心を

持つ市民も多いのではないでしょうか。 

  そこで、本大会の概要について、現在の準備状

況なども含めてお伺いをいたします。 

  次に、東北中央自動車道の開通記念の位置づけ

であることから、今回が自動車道を利用する最後

の大会となりますが、マラソンやサイクリングを

核とした大会を継続して実施するお考えはある

でしょうか。 

  昨年の３月定例会一般質問で小島議員が上杉城

下町マラソンについて質問しておりますが、その

ときの市長答弁で、「市街地マラソンについては、

財源や交通規制等の課題はあるが、この２年間で

よりよい市街地マラソン大会がどうしたら実現

できるのか、前向きに実現する方向で考えさせて

いただきたい」と答弁されております。期限の２

年はまだたっておりませんが、そのお考えに変わ

りはないでしょうか。また、現在に至るまでにど

のような検討を重ねてこられたのかお伺いをい

たします。 

  次に、近年の市民マラソン大会のトレンドは、
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タイムを競うものから、御当地の名所・旧跡をた

どりながら、コース途中に設けられたエイドポイ

ントで地元ボランティアとの触れ合いや用意さ

れた特産品を頰張ったりと、楽しく自分のペース

で走ることを目的としているランナーもふえて

いるようです。地方のマラソン大会は、その多く

は自治体が中心となって運営されており、経済効

果や地域活性に期待できることから、県外ランナ

ーも含め多くのランナーに参加していただこう

と趣向を凝らした大会運営にしのぎを削ってい

るのではないでしょうか。 

  そこで大切になるのが、地域一丸となった歓迎

ムードのつくり込みと、熱意を持った実行委員の

皆さん、そして大会を支えるボランティアの存在

が成功の鍵を握っていると私は考えております。

このたびの大会ではどのような体制で臨んでい

かれるのかお伺いをいたします。 

  次に、大項目の２点目、街路樹の管理と景観に

ついてお尋ねします。 

  街路樹の役割は、町並みに統一感を与え、沿道

の景観に彩りや季節感をもたらしてくれます。春

は新緑に彩られ、夏は日差しを遮り、秋には葉っ

ぱが赤や黄色に彩られ、季節の移り変わりを感じ

取れる身近な存在です。そのほかにも車と歩行者

の分離や並木効果による視線誘導、ヘッドライト

の防眩効果など、交通安全性の向上にも役に立っ

ております。 

  昨年の６月定例会の一般質問で太田議員が街路

樹の維持管理について質問された折、倒木や落ち

葉についてのお尋ねがありましたが、改めて本市

の現状と課題についてお伺いをいたします。 

  次に、観光面から考える景観の影響についてお

尋ねします。 

  先ほども街路樹の役割について述べさせていた

だきましたが、東京の表参道や大阪の御堂筋、仙

台の定禅寺・青葉通など、本市と比較するのは酷

かもしれませんが、緑の名所として、その美しい

景観と憩いの場として訪れる人々を魅了してお

ります。 

  東北中央自動車道の開通や道の駅のオープンを

機に車で訪れる観光客が増加することが予想さ

れることから、市を挙げて準備を進めているとこ

ろではあると思いますが、道の駅や観光地周辺だ

けでなく、目的地に移動する際に目にするであろ

う街路樹周辺の整備もしっかり行っていく必要

があるのではないでしょうか。古くなった歩道や

車道のすき間からは草が伸び、街路樹ますにも雑

草が生い茂っている状況は、景観的にもよくない

状況であり、何より観光で訪れる方々の目には本

市の印象がどのように映るのか大変気になると

ころであります。 

  こうした観点から、早急に対策すべき事項であ

ると思いますが、本市のお考えをお伺いをいたし

ます。 

  次に、街路樹ますを利用した景観形成の取り組

みについてお尋ねします。 

  市内各所の街路樹ますでは、先ほども御指摘さ

せていただきましたが、雑草が大分目立ってきて

おり、私のほうにも市民の皆様から何とかしてほ

しいと毎年御指摘をいただいております。対応す

るにも、管理する本数が多いことから、適正な管

理が行き届かないのが現状ではないでしょうか。 

  米沢市まちづくり総合計画第１期実施計画にも

登載されておりますが、花と樹木におおわれたま

ちづくり事業や米沢花いっぱい運動の推進等、市

民協働による街路樹ます、あるいはプランターへ

の植栽が多くの市民の皆様の多大な御協力を得

ながら実施されており、また沿道にお住まいの

方々や店舗、事務所にお勤めの皆様が、最寄りの

ますに御厚意できれいな花を植栽していただい

ております。 

  しかし、米沢市全体で考えるとごく一部である

ことから、市民協働による身近な景観づくりの輪

をもっと広げていくべきであると私は強く思う

ところであります。本市のお考えを最後にお伺い

をし、壇上からの質問とさせていただきます。 
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○島軒純一議長 大河原教育長。 

  〔大河原真樹教育長登壇〕 

○大河原真樹教育長 私からは、（仮称）東北中央

自動車道マラソンとサイクリングの概要につい

てお答えいたします。 

  ことしのマラソンとサイクリングの運営に係る

実行委員会は６月21日に予定されており、流動的

な部分もございますので、あらかじめ御理解をお

願いいたします。 

  大会の開催日につきましては、秋に開催する予

定で山形河川国道事務所や米沢警察署などの関

係機関と現在調整を行っているところでござい

ます。 

  マラソンにつきましては、午前の開催といたし

まして、市役所周辺からのスタートを予定してお

り、米沢北インターチェンジ周辺から自動車道へ

の誘導をいたします。自動車道は万世方面に向か

い、途中から折り返していただき、市役所周辺を

ゴールとするコースを予定しております。コース

の距離は最長をハーフマラソン（21.0975キロ）

とするコース設定を目指して関係機関と調整を

行っているところです。参加者数については

2,000人を見込んでおります。 

  また、サイクリングにつきましては、本市とし

て初めて取り組むイベントとなります。距離につ

いては100キロを基本としておりますが、フリー

の部門も設定し、大人から子供まで参加いただけ

るように企画したいと思います。コースはマラソ

ンのコースとほぼ同様となりますが、折り返し地

点を（仮称）新栗子トンネル周辺として設定し、

関係機関と調整しているところです。参加者数は

500人を見込んでおります。 

  サイクリングはスピードも出ますので、安全、

安心に参加いただけるよう装備や交通ルールを

守ることを徹底し、万全を期してまいります。 

  東北中央自動車道を利用してのマラソンやサイ

クリングはことしが最後となります。またとない

機会ですので、ぜひ多くの方々に参加いただける

よう準備を進め、あわせて、東北中央自動車道の

開通を前に市民や県民の期待や関心などさらに

高められるよう努めてまいります。 

  次に、今大会を契機に継続する考えはあるのか

についてお答えをいたします。 

  マラソンにつきましては、これまでおしょうし

なハーフマラソンとして14回、平成27年度には米

澤上杉城下町マラソン、昨年度は東北中央自動車

道ちょいのりマラソンを開催してまいりました。

今後も継続して開催したいと考えているところ

です。 

  なお、平成30年度には市街地マラソンを再開す

る方向で考えており、経済効果やＰＲ効果、コー

スの整備、財政健全化等の状況を踏まえ、市街地

マラソンの実施に向けて検討を進めてまいりま

す。 

  また、サイクリングにつきましては、初めて取

り組むイベントとなります。今年度開催予定に至

りましたのは、東北中央自動車道の開通を記念す

るとともに、今後は東北中央自動車道のサイクリ

ングは困難となることから、記憶に残るイベント

として、またまちづくり総合計画に掲載しており

ます「本市の誰もがスポーツに親しめる環境づく

り」の一環といたしまして、サイクリングを企画

したところです。 

  次年度以降につきましても、今のところ白紙の

状況ですが、今回のサイクリングの参加状況や参

加者などの声などを集約し、事業効果等を考慮し

総合的に判断してまいりたいと考えております。 

  次に、市民協働による開催を目指すためににつ

いてお答えをいたします。 

  先ほども申し上げましたが、本市のまちづくり

総合計画の「誰もがスポーツに親しめる環境づく

りの推進」を目標に掲げ、さらに同計画では、ス

ポーツを「する人」だけでなく、スポーツを「観

る人」、スポーツボランティアや指導者等の「支

える（育てる）人」にも着目し、市民が生涯にわ

たってスポーツに親しめる環境を整えていくこ



- 168 - 

とも目的としています。 

  平成27年度の米澤上杉城下町マラソンでは、ボ

ランティアとして706人、昨年の東北中央自動車

道ちょいのりマラソンにおいては、93人の方々か

ら御支援をいただきました。 

  今後とも各種大会やスポーツイベントにおきま

しては、さらに市民からの御支援がいただけるよ

う検討や研究を深め、市民との協働を今まで以上

に推進してまいりたいと考えております。 

  私からは以上です。 

○島軒純一議長 杉浦建設部長。 

  〔杉浦隆治建設部長登壇〕 

○杉浦隆治建設部長 私からは、２の街路樹の管理

と景観についてお答えいたします。 

  最初に、（１）の本市の現状と課題についてで

ございますが、まず現状から御説明いたしますと、

本市で管理しております市道上の街路樹総本数

は、平成29年３月31日現在の集計で、総計で1,669

本となっています。その種類ごとの内訳につきま

しては、イチョウが410本、ケヤキが420本、ナナ

カマドが179本、ハナミズキが660本となっており

ます。 

  それら街路樹の管理状況でございますが、剪定

作業については、高木で樹形が大きいイチョウや

ケヤキを中心に、おおむね３年に一度程度のロー

テーションで主に秋ごろ実施しております。 

  また、落葉時期に発生いたします道路上の落ち

葉清掃作業につきましては、イチョウやケヤキを

植栽している市道沿線を中心に、毎年専用の路面

清掃車による清掃を２回ないし３回ほど実施し

ているところであります。 

  その剪定作業や落ち葉清掃などにかかわる管理

費用の実施額につきましては、平成28年度は約

440万円、平成27年度は約260万円、平成26年度で

は約400万円、３カ年度平均で約370万円となって

いるところでございます。 

  また、街路樹の点検状況につきましては、道路

パトロールで主に幹枯れを中心に目視確認によ

る日常点検を行い、おおむね３年ごとのローテー

ションで行う剪定作業のときにおいては、受託し

た造園業者によって幹枯れや空洞などについて

個別点検をするようにしております。その際、倒

木のおそれがある場合には、必要に応じて伐採等

の対応を行っているところであります。 

  街路樹の課題につきましては、植栽してからの

年数が大分経過していることや、老朽化や生育環

境の悪化による倒木の危険性のある街路樹や、大

木化が進み植樹ますから根元がはみ出したり、枯

れ枝が落下するおそれのある街路樹などが年々

増加していることが挙げられます。 

  その対策として、タイムリーな剪定や伐採に努

めるほか、新たに植栽する場合や植えかえする際

には、樹高や幹回りがコンパクトで管理しやすい

ハナミズキやナナカマドを中心に採用している

ところでありますが、その経年劣化対策に苦労し

ている実態があるところです。限られた道路維持

予算や樹木管理の難しさがあるところですが、引

き続き適正な維持管理に努めてまいります。 

  次に、（２）の観光面から考える景観の影響に

ついてお答えいたします。 

  議員より御紹介がありましたが、まず街路樹が

持つ代表的な役割を御説明申し上げますと、日射

を遮蔽する緑陰形成機能、自動車騒音の軽減や大

気の浄化作用という環境保全機能、そして議員御

指摘の景観向上機能などがあるところでござい

ます。 

  殊に、お述べのように、その通りを歩いてみた

い、その街に住んでみたいというように、またそ

の街を訪れたいという街のブランド力を上げる

コンテンツとなり、観光面においても良好な影響

があると思われます。その街路樹や植樹ますの管

理が行き届いている景観は、街の魅力を上げる効

果を持っているところでございます。 

  そのようなことから、現在本市では、地区や企

業等、団体との協働によるボランティアによる植

樹ますの美化活動や自主的に除草や花植えなど
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手入れをしてくださっている方々もいらっしゃ

いますので、そういった御協力をもとに、道路上

の街路樹や植樹ますにつきましても管理が行き

届くよう気を配り、街路樹と植樹ますとが観光面

にもつなげられるよう努めてまいりたいと考え

ております。 

  次に、（３）の街路樹ますを利用した景観形成

の取り組みについてお答えいたします。 

  街路樹ますを利用した道路景観の向上につなが

る取り組みといたしましては、お話がありました

花と樹木におおわれたまちづくり計画に基づい

て行っている、植樹ますへの「花の植栽協働事業」

と「道路美化ボランティア活動支援事業」を挙げ

ることができると思います。この両事業は、沿線

地区や各種団体に歩道上の植樹ますや道路の余

剰地に花苗を植えていただき、その後の管理も行

ってもらう道路美化活動となっております。 

  その活動状況でございますが、県の歩道の植樹

ますに一連区間として沿線地域の方々がボラン

ティア活動で花植えする「花の植栽協働事業」に

おける昨年度実績を御紹介いたしますと、県道米

沢環状線、ちょうど５差路の付近から山大工学部

にかけてでございます。延長約3.5キロメートル

の区間に約8,430本のマリーゴールドを、また県

道板谷米沢停車場線、通町の郵便局前の南北のメ

ーン道路となっております。こちらのほうは延長

約1.1キロメートルの区間に約600本のサルビア

を植えていただいているところでございます。 

  また、市道の植樹ますや道路余剰地に植花を行

う「道路美化ボランティア活動支援事業」の昨年

度実績につきましては、市内各所において25団体

の方々が登録参画され、全部で約5,500本の花苗

を植栽していただいているところでございます。 

  この両事業を通じ、地区愛護はもとより、道路

景観の向上につながっているものと感謝してい

るところでございます。 

  一方で、課題といたしましては、市内全ての植

樹ますが沿線地域の皆様の協力を得ているわけ

ではございませんので、まだ数多くの植栽されて

いない植樹ますの管理については、道路管理者で

行っているところでございます。御指摘のとおり、

予算の関係や除草のタイミングによって、除草が

不十分な状態で草が伸び景観を悪化させている

状況が散見されることが挙げられます。 

  御紹介いたしました植樹ますへの花植えボラン

ティア活動事業や道路管理者の維持予算も限ら

れていることから、植樹ますの除草についてもボ

ランティアで行っていただく担い手を募る仕組

みづくりについても研究を始めているところで

ございます。 

  最初から全ての路線とはいきませんが、まずは

観光面的なことも配慮しながら、主要な道路の景

観向上につながっていけるよう関係者との調整

等を図ってまいりたいと思っているところでご

ざいます。 

  私からは以上であります。 

○島軒純一議長 島貫宏幸議員。 

○２３番（島貫宏幸議員） 御答弁ありがとうござ

いました。 

  今回のマラソン、サイクリング大会の質問は９

月定例会でもよかったかもしれませんが、ひょっ

としたら申し込みが終わってしまって宣伝告知

につながらないのではないかということで、まだ

御準備されている最中だと御答弁いただきまし

たけれども、あえて質問をさせていただいたとこ

ろであります。 

  御答弁では、６月21日に実行委員会が開催され

て、そこで大体詳細なスケジュール等が確定する

というふうなことだと思うんですけれども、いろ

いろ調整があってというふうなことです。これは、

開催告知というのは大体いつぐらいになるか、そ

の場で、その実行委員会の中で決めていくという

ことでよろしかったでしょうか。 

  あと、時期的にいつぐらいになるかまで、もし

おわかりになればお伺いしたいと思います。 

○島軒純一議長 菅野教育管理部長。 
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〇菅野紀生教育管理部長 募集開始の時期は、我々

もすぐにでも開始したいところではございます

けれども、ちょっと日程を確定させることをまず

優先させたいなということで、もう少しお時間を

頂戴したいと思っております。 

○島軒純一議長 島貫宏幸議員。 

○２３番（島貫宏幸議員） ついこの間終わったん

ですが、さくらんぼマラソン大会が東根であった

んですけれども、終わったそばからもうホームペ

ージにすぐ次の大会の告知をされているという

ふうなこともありましたので、やはり先ほどの答

弁で継続されるというふうなお話をいただきま

したけれども、毎年楽しみに参加をされる方とい

うのは、来年も来たいから関心を持っていただけ

るわけで、安心して参加するということを考える

とかなり有効だなと。もう次のスケジュールに合

わせてすぐに自分のスケジュールを合わせるこ

とが可能になるわけですから、すごくびっくりし

たんですけれども、今回は２回目で最終となるわ

けです。そうした観点から、今後の大会の行方と

いうのはかなり気になるところであります。 

  多分昨年そしてことし参加された方、終わった

後に、スタッフの方々、実行委員会の皆さんに来

年どうなるのというふうなことでお尋ねがある

と思います。そのときにどのような告知ができる

のかというのはすごく関心が高いところです。市

街地マラソンについても検討を今重ねていると

ころだというふうなことでありましたが、その点

についてはどのようにお考えでしょうか。もう一

回ちょっと答弁いただきたいと思いますが、いか

がでしょうか。 

○島軒純一議長 菅野教育管理部長。 

〇菅野紀生教育管理部長 結論を出すようなまだ検

討には着手していないところでございます。現在

では情報収集の段階でございますけれども、市街

地マラソンといいますか、城下町マラソンを開催

しまして積み上げた経験とさまざまな反省点を

抱えておりますので、そういったことを中心に検

討しておりますが、やはり大きな問題としては、

財源の問題と、やはり市街地を走るということで

交通規制の問題とかさまざまな課題があるかと

思いますので、そういったことを十分検討してい

きたいなというふうに思っております。 

○島軒純一議長 島貫宏幸議員。 

○２３番（島貫宏幸議員） 検討段階ということで、

これ以上多分質問してもなかなか回答を得られ

ないというようなことがあると思いますのでや

めますけれども、私から１個ちょっと提案のよう

な形になるんですが、自転車についてです。今月

の10日ですね、寒河江、西川、大江、朝日、河北

をたどるツール・ド・さくらんぼが開催をされま

した。これが120キロから60キロのコースで1,500

名が参加、１日で1,000名を超える申し込みが殺

到し、エントリー費が１万から6,000円と高目で

すが、申し込み初日でもうあっという間にそのぐ

らい埋まったという人気の大会であります。 

  また、今月４日、東根のさくらんぼマラソン大

会は１万2,000名の参加、先ほどもお話ししまし

たが、既に来年の告知もされていると。今月18日

には寒河江のさくらんぼマラソン大会が開催さ

れます。これは約3,000名の参加ということであ

ります。県のホームページなどにも載っておりま

すけれども、そのほかには上山市、11月に開催予

定のツール・ド・ラ・フランスなどがあります。 

  お気づきだと思うんですが、大会名に県の特産

物が使用されているということであります。これ

は、参加者がすごくそそられるというか、何か楽

しそうだな、何か食べられるんじゃないかなと期

待を持てるような名前であります。 

  今回の大会名、悪くはないんです。悪くはない

んですが、やはりちょっとかたいなと。その前の

米澤上杉城下町マラソン、これもちょっとネーミ

ングがかたいのではないかと。この間せっかくＧ

Ｉがとれたということもありますし、米沢牛とか

の市の特産物を名前にちょっと入れたネーミン

グというのがすごくそそられるのではないかな
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というふうに思います。全国的に有名でもあると

いうことでありますので、ネットでも広がりやす

いという利点があると思います。本市は米沢のＡ

ＢＣに代表されるような食の宝庫であります。例

えばですけれども、米沢まるごと牛牛マラソン・

サイクリング大会とか銘打って、レース後に芋煮

やつや姫のおにぎり、またはリンゴやコイを使っ

た新名物、これは米沢市雇用創造推進協議会で開

発中でありますけれども、もうすぐ、道の駅のオ

ープンに合わせてになるかどうかなんですが、商

品化される予定になっていると思います。もっと

言えば、順位の飛び賞で名前入りの米織のグッズ

などを加えてもいいのではないかなと思うとこ

ろです。これは後日礼状とともに郵送で対応する

というふうなことも考えられるわけなんですが、

先ほども言いましたけれども、可能であれば米沢

牛ＧＩ認証記念イベントとして開催するのもい

いのではないかなというふうに思っております。 

  武発参事がせっかく入られていろいろ今米沢市

のブランドをどうしたらいいのかということで

御活躍いただいておりますけれども、そうした目

的にも合致した、目標に沿った内容の大会をでき

るのではないかなと、これは私からの提案なんで

すけれども、思っております。今後そういう検討

も含めていろいろお話を進めていただきたいな

と私自身思うんですが、その点についてどのよう

にお考えなのかお伺いしたいと思います。 

○島軒純一議長 菅野教育管理部長。 

〇菅野紀生教育管理部長 よその土地の定着してい

るマラソンイベントとサイクリングイベント等

につきましては、やはりそれなりの魅力を有して

いるということで、今御提案あったようなお話も

十分検討の中に含めていきたいなというふうに

思っておりますが、やはりエイドステーションの

充実とか、さまざまな売りを何らか見つけ出さな

ければ、継続してもなかなか集客ができない、人

を集めることができないというふうな部分では

十分考えていきたいなというふうに思っており

ます。 

○島軒純一議長 島貫宏幸議員。 

○２３番（島貫宏幸議員） 先ほどさくらんぼマラ

ソンの話をさせていただきましたが、この時期、

さくらんぼが実るわけで、それを目的に参加、楽

しみに毎年参加されている方もいらっしゃると

思います。パックに９粒ぐらい入ったものがエイ

ドステーションで渡されて、それを食べるという

ふうなことみたいです。 

  米沢でもし自分が開催するのであればというこ

となんですが、マラソン大会あるいはサイクリン

グが終わった後に、お昼時間を利用して芋煮だっ

たり、おにぎりを食べながら米沢を楽しんでいた

だきたいというふうな思いもあります。自分たち

で何でもかんでも準備しようと思うと大変なん

ですが、そうした催事になれた業者さんは米沢に

たくさんございます。ある程度委託業務という形

でお願いをしていくことになればそれほど大変

な事業にならないのかなという思いはあるんで

すけれども、そうした業界団体、ラーメンでもそ

ばでもそうですけれども、そういう催事になれた

団体さんの協力を得ながら大会を盛り上げてい

くということもぜひ検討していただきたいと思

いますけれども、この点についていかがですか。 

○島軒純一議長 菅野教育管理部長。 

〇菅野紀生教育管理部長 やはりイベントとしての

位置づけで楽しんでいただくことも大事だとい

うことで、そういうテントブースを設置しまして

さまざまな事業を展開していきたいなというふ

うに思っておりますが、先ほどもございましたと

おり、市民協働という観点からも、さまざまな団

体に協力をお願いして取り組んでいきたいなと

いうふうに思っております。 

○島軒純一議長 島貫宏幸議員。 

○２３番（島貫宏幸議員） 先ほど御答弁でもあり

ましたけれども、城下町マラソンでは700名の方

がボランティアで入っていただきました。ちょい

のりマラソンでは97名でした。こうした方々にお
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手伝いをいただきながらの運営ということで、そ

の当時かかわった皆さんに本当に頭の下がる思

いなんですが、昨年３月の会議録で、中川市長は

こうもおっしゃっていました。どうせやるならば

市民挙げてマラソン大会を企画したらどうだろ

うということもおっしゃっておられます。今まで

のやりとりをお聞きになられて、中川市長にお聞

きしたいんですが、今大会にかける思いと、その

後に開催されるであろう市街地マラソンについ

て御答弁いただきたいんですが、いかがでしょう

か。 

○島軒純一議長 中川市長。 

○中川 勝市長 まず、今年度の大会については、

昨年、ちょいのりマラソン、そして今回の場合は、

ただいま答弁ありましたようにハーフマラソン

的なもの、あとは自由コースの中でというような

ことのようであります。これはもう今年度しかで

きないマラソンでありますので、今お話ありまし

たように、しっかり関係機関と一体となって取り

組んでまいりたいというふうに思っております。 

  そして、来年度以降のこのマラソンであります

けれども、教育委員会から答弁あったように、こ

れからどのようにしていくかということが検討

していかなければならないわけでありますけれ

ども、今、東根のさくらんぼマラソン１万2,000

名参加されたと、この後も寒河江とかいろいろな

ところであるようでありますけれども、やはり何

を魅力として、市民の皆さんはもとより、市外か

らの参加者をどのように募っていくかと。何を魅

力にするかというところが大きな課題になって

くるというふうに思っております。そういった中

では、やはりそういった農産品からいえば、米沢

の場合はやはり米沢牛であろうというふうに思

います。 

  しかし、それがいいのか悪いのかというのはこ

れからの検討ですけれども、ただ考えていかなけ

ればならないのは、やはり市民全体、どう皆さん

に御協力をいただくかという視点、あと市民の健

康づくりという視点も考えていかなければなら

ない。そしてあとは、先ほど申しましたように、

市外からのお客様にどのように参加をしていた

だくかと、そしてどの程度の規模にするのかとい

うことも大きな課題になってくるというように

私は考えております。 

  例えば東根のように、１万2,000名の参加者を得

るというのはなかなか難しいなというふうに思

います。あそこは何であれができるかというと、

自衛隊があるからであります。あそこを全面的に

使って、あの広大な敷地の中で大会といいますか、

スタート、ゴールというそういう、あとはもう自

衛隊の全面的な協力もいただきながらやってい

るというのが実態的なものであります。あと、や

はり魅力はさくらんぼということで、東根、ＧＩ

もとったわけでありますので、より拍車がかかっ

ているという話も東根市長さんからお話は聞い

たことがあったわけであります。 

  そういったことも含めて、今御質問にありまし

たように、米沢の魅力をどのように、これは物だ

けでなく歴史的なものとか、いろいろ史跡とかそ

ういったものもあるというふうに思います。そう

いったものをどうつないで米沢ならではのそう

いったマラソンができるのかと。あとは、市民の

皆さんと一体となってどうやってそれもやれる

のかと。それも、一つは、やはり健康長寿という

視点からも捉えてもいいのでないかというふう

に思っておりますので、これからそういった今御

質問ありましたようなことをしっかり受けとめ

ながら、今後、教育委員会ともどもに検討してい

きたいと、このように考えております。 

○島軒純一議長 島貫宏幸議員。 

○２３番（島貫宏幸議員） ありがとうございまし

た。 

  今の御答弁の中で、健康ということもお話しい

ただきました。健康長寿日本一ということの一つ

として、やはり体力づくりというか、健康づくり

に役に立つ。マラソンも突然走ればやはり体に悪
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いので、出るためにはある程度ジョギングとかそ

ういうさまざまなトレーニングを行うべきであ

りますし、自転車もいきなり長距離をこぐとなる

とかなり体に負担がかかります。やることがわか

っていれば、事前にトレーニングを積むことで

日々の健康チェックも可能になってくるだろう

というふうに思いますので、そうした観点でも、

今回の大会はやはり継続して、今回を機にまたさ

らにバージョンアップをしてお願いをしたいな

というふうに思います。 

  また、市民協働による産業の振興だったりにぎ

わいの創出だったり、これからの米沢のことを考

えると、米沢のブランド事業、米沢のブランドと

しての大会の位置づけということも考えられる

わけでありますので、ぜひそうした観点も含めて

御検討をこれからいただきたいなというふうに

思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

  次に移ります。 

  昨年の６月定例会で街路樹の本数の報告をいた

だきましたが、大体ほぼ変わりがなかったようで

あります。費用についても、昨年の報告によると

平均360万円が370万円になったというふうなこ

とでありましたけれども、パトロールで目視をし

ながら、空洞化した幹なども目視でチェックをし

ながらというふうなことでありました。街路樹と

いうのは、どうしても通勤途中、通学途中、目に

するわけであります。あることによって、先ほど

部長の答弁でもありましたが、さまざまな効果が

あるだろうと。街路樹というのは道路と一体のも

のであって、そういう目的があって植えられたも

のであると私も思っております。 

  観光面について今回お聞きをしたかったんです

が、自分が旅行あるいは出張で行った先に例えば

きれいな街路樹があって、適正に管理がされ、街

路樹ますなんか見たときもきれいに草がない状

態になっているというところを見ると、結構一生

懸命市挙げて管理してきれいにされているんだ

なという印象を持たれると思います。逆のパター

ンもしかりで、ぼうぼうであるとなかなか印象的

に悪いんじゃないかなと。観光面でいくと、今回

まちあるきガイドマップなんかも作成されてお

りますけれども、目的地から目的地に行く間、観

光地周辺はきれいかもしれませんが、その間が私

は大事だと思っていまして、マイカー、タクシー、

バスなんかを利用して移動するときにどうして

も目に入ってしまうと私は思うわけなんです。 

  ここで、議長に許可をいただいておりまして資

料を提出させていただいておりますけれども、よ

ろしいでしょうか。今回、タブレットにもデータ

が飛ぶように設定をしていただいていますので、

ごらんいただきたいと思います。残念ながら当局

の皆さんは白黒で、花のきれいな、私のテクニッ

ク使ったきれいな写真が見られないのがちょっ

と残念なんですが、ごらんいただきたいと思いま

す。 

  このように、これは市役所近くなんですが、こ

れは当局の皆さんも通勤の途中で目にしている

はずです。草がぼうぼうの写真が何点かあります。

今年度、モーゼスレイクと姉妹提携があって50周

年で、これからモーゼスレイクにも訪問されると

いうふうなことでございますが、モーゼスレイク

通りもごらんのとおりであります。 

  先ほど御答弁をいただいておりましたが、花と

樹木におおわれたまちづくり計画の中で、街路樹

ますに花を植えていただいております。西部地区、

愛宕地区、南部地区、先ほど御報告いただきまし

たけれども、3,500メートルの区間に約500名が参

加して植栽をされております。松川地区のこれ一

部でありますが、沿道一帯は米沢停車場線の街路

樹ます、1,100メートルに600本というふうな答弁

をいただいています。これは約100名の参加。そ

のほかにも国道13号花壇への花の植栽などもし

ていただいております。 

  さまざまな形で市民が参加をし、きれいなまち

づくり、花と樹木におおわれたまちづくりという

目標、目的に沿って活動をされております。その
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ほかにも、個人的な理由といいますか御厚意で自

分の家の前あるいは店舗や事務所の前の街路樹

ますをきれいな花で彩っている方も大分ふえて

きたなという印象があります。 

  こうした運動というのは、点在していては何か

もったいないなという印象が私はございます。や

はり車でとまったときに、ぱっと目をやったとき

にきれいな花が咲いていると、例えば長距離の運

転手さんだったり、日ごろの仕事なさっている方

でも結構なんですが、花を見るとやはり癒やされ

るということもあります。景観的にもすごく市と

しての印象も上がるのではないかなという観点

から今回質問させていただいたんですが、アダプ

ト事業というキーワードがあるんですけれども、

このアダプト事業なんですが、行政が管理してい

る公共の場所を養子に見立てて、その民間の方に

預けたところで愛情を持って管理していただく

というのがアダプト事業だそうなんです。そのア

ダプト事業の一つとして山形県マイロードサポ

ート事業などもありますし、本市でも多くの団体

の方がそれを利用して、例えば草を刈ったり花を

植えたりされておられます。 

  そして、アダプト事業もこれから拡大すべきで

はないかなと思いますが、今いろいろるるお話し

しましたけれども、そうした観点で、これからも

うちょっと積極的に進めていくことができない

のかというのが、今回私は大変気になるところな

んです。その点について御答弁いただきたいんで

すが、いかがでしょうか。 

○島軒純一議長 杉浦建設部長。 

○杉浦隆治建設部長 御指摘ありました雑草対策、

本当に我々道路管理者にとって頭の痛いところ

でございます。市道については、年２回ほど委託

として出しておりまして、来週あたりから入って

いきたいというようなところでも計画している

ところです。また、県道についても、御紹介あり

ましたマイロードサポート事業などを中心にし

て、交通安全に支障のあるところなどを主に雑草

を管理者のほうでやっているようですけれども、

追いつかないところ、それからいつでもきれいに

するというのはなかなか難しいところがありま

す。 

  ただいまお話がありました雑草対策についても、

いろいろな各方面の方々にお力添えをいただい

て、ボランティアのような形でできないかという

ことで我々内部でもいろいろ話をしているとこ

ろです。我々道路管理者が直接刈らないで、ボラ

ンティアの方々が刈っていただくことによって、

その前面にお住まいの方とか企業の方も、じゃあ

我々もボランティアでというような意識向上に

も何とかつなげていきたいなというふうに思っ

ているところであります。 

  なかなか展開のほう難しいところもございます

けれども、雑草の問題は観光面で、本当に御指摘

のとおり、影響もあると思っております。そうい

ったことで対策に努めてまいりたいと考えてお

ります。 

○島軒純一議長 島貫議員。 

○２３番（島貫宏幸議員） アダプト事業で、先ほ

どもお話をさせていただきましたが、米沢市の庁

舎の前にある噴水もそうです。「米夢ロンド」と

いう名前をつけてまできれいな花壇をつくろう

ということで、多くの皆様の善意でしていただき

ました。やはり階の上から見るとかなりきれいで

すよね。今までさびれたものがそうやって少し手

を加えることで劇的に変わっていくということ

は、これは市民の皆様の知るところでありまして、

街路樹ますも一部の方の善意で最初始まったと

思うんですが、さまざまな花が今植えられていま

す。その輪も少しずつ広がっているということは、

今後、何かのきっかけがあればそうした行動がも

っと広がっていく可能性はかなり秘めているの

ではないかなと私自身思っております。 

  そうした観点から、最後に市長に御答弁いただ

きたいなと思っているんですが、花、この身近な

街路樹のその下の街路樹ますに花があることで、
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本市にとってのイメージアップ、そして観光客に

とってのやはり魅力のアップにつながる。そして、

本市が目指している市民協働のまちづくりにこ

れは合致した事業、事柄になるのかなと私自身思

うんですが、その辺も含めて御答弁いただきたい

んですが、いかがでしょうか。 

○島軒純一議長 中川市長。 

○中川 勝市長 今御質問いただきましたように、

花を見て怒る人は私はいないというふうに思い

ます。きれいに整地されているところに雑草があ

れば、これは同じ花ではないにしましても、草に

しましても、何だろうなと、管理悪いなと。これ

は誰しもがそう見るというふうに思います。であ

りますから、市民の方はもとより、外からおいで

になっていただいた人、何だ、みっともないなと

いうことは、極力そういったものはなくしていか

なければならないであろうというふうに考えて

おります。 

  そういった中で、今御指摘ありましたようにア

ダプト制度、お話ありましたように里親制度です

ね。里親。そこの街路樹ますをじゃあ私がまず養

子みたいな格好で全部世話しようというような

里親制度、アダプト制度というものをやはり私は

進めていくべきであろうというふうに思ってお

ります。 

  先日の一般質問でもありましたように、ウコギ

の垣根を障がい者の方々に委託をしたりしてお

りますけれども、そういったものはそういったも

のとしまして、ボランティア制度というものをも

っともっと拡充しながら、一定程度ただ単にボラ

ンティアでやってくださいというのではやはり

長続きもしませんので、例えばその街路樹ますに、

これは誰々さんが、私が手入れしていますとか、

立て看板をちょっとしたものを立てているとか、

ここはここの町内でやっていますと。実はある町

内にもそういうお話を申し上げたときがありま

した。やってみようかなというお返事もいただい

ているところでありますけれども、そういったも

のに対して、米沢市としてきれいなまちづくりの

一環としてどのように支援していくかというこ

とが、今建設部長が申し上げたとおりであります

ので、今後やはり何らかの格好で前進、推進が図

られるようなことを考えていかなければならな

いと、このように考えております。 

○島軒純一議長 島貫議員。 

○２３番（島貫宏幸議員） ありがとうございまし

た。力強い答弁をいただいたと思います。 

  周辺地域は街路樹が御存じのとおりないわけな

んですが、プランターとか花壇で植栽をされてい

ると。そうした観点からいくと、市全体でそうい

った手を入れることで環境の保全にも役に立っ

ているのかなというふうに思います。これからど

のような形で進んでいくか私も大変注視してい

きたいなと思いますけれども、ぜひ今回をきっか

けにこうした活動がもっと市民に浸透して、市を

挙げてそういう取り組みが充実、拡大していくよ

うに旗を振っていただきたいということを要望

申し上げて、私の質問を終わりたいと思います。

ありがとうございました。 

○島軒純一議長 以上で23番島貫宏幸議員の一般質

問を終了し、暫時休憩いたします。 

 

午前１０時５４分 休  憩 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

午前１１時０４分 開  議 

 

○島軒純一議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  一つ、地方創生の推進について外１点、15番中

村圭介議員。 

  〔１５番中村圭介議員登壇〕（拍手） 

○１５番（中村圭介議員） 皆さん、改めましてお

はようございます。一新会の中村でございます。 

  本市議会も、選挙後の前期の２年が過ぎまして、

恒例の議会内の人事の再編も行われまして、島軒
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新議長、そして木村副議長のもと、後期の２年間

がスタートすることになります。 

  今後の２年間を見てみますと、市役所の建てか

え、市立病院の問題も含め、東北中央自動車道の

開通、道の駅のオープンといった将来にわたって

本当に本市の将来を決定づける重要な案件、事業

もあるということでございますので、ぜひ当局の

皆様におかれましても、私も明るい未来を見据え

て前向きで建設的な議論に努めてまいりたいと

いうふうに思いますので、引き続きの御指導とい

うか御協力、まずは１年間どうぞよろしくお願い

したいというふうに思います。 

  それでは、早速質問に入らせていただきたいと

思います。 

  今回の私の質問は２点になります。 

  まず、１点目、地方創生の推進についてという

ことで伺いたいというふうに思います。 

  まずは、武発地方創生参事、ようこそ米沢にお

越しいただきました。本当に心から歓迎申し上げ

ます。 

  本当に社交辞令ではなくて、私は大変喜んでい

るというか、大変期待しているところでございま

す。なぜかといえば、私は事あるごとによく行政

当局の皆さんに、民間の感覚を持ってやってくれ

ということを常々言ってまいりました。やはり単

純に費用対効果だけではいかないような運営、難

しさもあるとはわかりつつも、やはり民間の感覚

ですね。スピード感であったり、知恵とか、そう

いったものをぜひ発揮していただきたいという

思いでお話ししたわけでございますが、今回、本

当に大手の広告代理店でキャリアを重ねられた

武発参事がいらっしゃったということは、本当に

行政内に新しいというか、そういった風を吹き込

んでくれるのではないのかなということで大い

に期待しているところでございます。 

  今回の質問なんですけれども、武発参事とは常

任委員会のほうで顔合わせのほうはさせていた

だきましたが、まだもしかすると我々議員そして

市民に対しても、参事が担う役割といいますか、

どういった業務を担うのかということに関して

は、まだ我々ももしかすると100％理解できてい

ない部分があるのではないかなというふうに思

うところであります。ですので、今回の質問を通

して、まずは参事がどういったことをしたいとい

うようなことを、ぜひ今回の質問を通して市民の

皆さんにも伝えていければなというふうに思っ

ております。 

  そこで、まず最初、壇上からの質問になります

けれども、今回武発地方創生参事を招聘されまし

た中川市長。中川市長におかれましても相当な思

いを持って今回の人事を決定されたと思います。

そこで、ぜひ市長が考える武発参事への期待です

とか、思いとか、どんなことを担っていただくの

か、そういったことをぜひ市長の言葉として伺っ

てみたいなというふうに思います。 

  また一方で、武発参事におかれましても、今の

ポジションにおいて、これまでの経験、スキル、

どういうふうに生かしていくことができるのか、

その思いとか考え、意気込みなんかをぜひ伺って

みたいというふうに思います。 

  続きまして、２点目の質問に移りたいと思いま

す。 

  ２点目は、新たな農業委員会制度への対応につ

いてを質問させていただきます。 

  ２年前の統一地方選挙、改選期におきまして、

私も議会推薦という形で農業委員に選出してい

ただきました。私自身も本当に農業を全く知らな

い中で農業委員会のさまざまな会議に参加させ

ていただいたんですけれども、本当に伊藤会長初

め農業委員の皆様にいろいろ御指導いただきな

がら今を迎えておることができますことに、まず

は本当にこの場をかりて感謝申し上げたいとい

うふうに思います。 

  皆さんも御承知のとおり、今定例会でも農業委

員制度が改正になりまして、これまでの公選制か

ら市長の任命制に変わるということに伴いまし
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て、なかなかこの新制度につきましても、同じく、

議員の皆様は承知かと思うんですが、多くの市民

の方への理解度もまだまだではないのかなとい

うふうに思っているところでございます。今度の

公選と違いまして市長の任命制ということであ

れば、多くの市民の方も応募できる、対象となる

というような制度になりますので、ぜひまずは農

業委員会のほうにも伺いたいのが、今回の新制度

への移行準備、もちろん進められているかとは思

いますが、その状況について、新たな制度につい

てまずは伺いたいというふうに思います。 

  もう１点、農業委員会だけの働きで農業の振興

がなされるわけではありません。当然行政当局、

農林課、産業部との連携があってこそ真の目的が

達せられるものだと私自身は思っておりますの

で、ぜひこの新制度における農林課、産業部とし

ての対応、そして考え方についてもまずは伺って

みたいというふうに思います。 

  それでは、以上で壇上からの質問とさせていた

だきますが、残りは質問席からまた聞かせていた

だきたいと思います。以上です。 

○島軒純一議長 中川市長。 

  〔中川 勝市長登壇〕 

○中川 勝市長 私からは、地方創生参事というポ

ストの設置と地域ブランドの推進についてお答

えをいたします。 

  昨年度、本市では、国の地方創生加速化交付金

を活用し、米沢ブランド戦略事業に取り組んでま

いりました。その目的は、本市の恵まれた地域資

源、自然、歴史・文化、地場産業、観光等であり

ますが、これを存分に生かして独自の魅力を創出

し、「しごと」が「ひと」を呼び、「ひと」が「し

ごと」を呼び込む好循環を生み出し、持続的な地

域経済の活性化を図ることであり、市民参加のも

と産学官金が連携し、農業、商工業、観光業等の

全産業の活性化につなげていきたいと考えてい

るところであります。 

  この取り組みは、国の「まち・ひと・しごと創

生総合戦略」の基本目標を踏まえたものでありま

すし、昨年度に原案をまとめた「米沢ブランド戦

略」に基づき具体的に事業を推進するために、今

年度から内閣府の地方創生人材支援制度を活用

し、地方創生参事として民間から着任いただいた

ものであります。 

  地方創生参事は県外の出身で、長く広告会社に

勤めておられましたので、行政職員にはない新た

な視点、本市が抱えるさまざまな課題の解決の糸

口を見出していただけるものと思いますし、特に

地域ブランドにおいて、本市のあらゆる資源をど

のように国内外に発信するというそういうこと

も含めまして、広告会社で培われた経験と幅広い

人脈により、本市のすぐれた地域資源の発掘と磨

き上げに力を発揮していただけるものと期待を

しているところであります。 

  お話にありましたように、やはり民間感覚とい

うものも今後行政運営の中で私は大きな鍵にな

ってくるというふうに思っております。それがあ

る意味、地方創生で問われていることだというふ

うに考えておりますので、その点、武発参事には

しっかりと今までの経験を生かしてこの米沢を

もっともっと磨き上げをしていただきながら、地

域ブランド力の向上に努めていただきたいと、こ

のように期待をしているところであります。 

  私からは以上であります。 

○島軒純一議長 武発地方創生参事。 

  〔武発一郎地方創生参事登壇〕 

〇武発一郎地方創生参事 地方創生参事の武発です。

私からは、今までの経験、スキルをどのように業

務に生かしていくのかについてお答えします。 

  私は博報堂という広告会社に36年間勤務してお

りました。単体で年間約7,000億円の売り上げの

会社ですが、広告会社には、最新鋭の工場や広大

な田畑、そういったものはありません。そこにあ

る資産は人だけです。業務の基本は、対話を通し

て顧客の声に真摯に耳を傾け、真の課題は何かを

発見・共有し、それをどう解決するかをチームで
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考え、さまざまなネットワークを使って課題解決

の具体策を仕上げる。必要であればメディアにも

露出する。その繰り返しに尽きます。これは営業

でも、マーケティングでも、人事でも、そういっ

たスタッフ部門でも同じです。私は一人でＣＭを

つくれるわけではありませんし、ブランドの論文

を書いたわけではありませんが、そういった仕事

の進め方は血肉になっています。 

  ブランド推進も同様で、企業や自治体の置かれ

ている状況によって、何を課題としどう解決する

か、手法や求める成果物は異なります。例えば何

もない自治体では、まず何のまちとするか、何を

ブランド化するかから始まるでしょう。米沢の場

合は違います。米沢は、米沢牛を代表とするすば

らしい資産があります。観光、誘客に魅力的な文

化的な背景、歴史的なものもたくさんございます。

それがゆえに、逆に、発信が拡散気味で効果的に

伝わっていないという嫌いがある。個別の産品の

ブランド化によって高付加価値・高収益化を進め

ることと並行して、オール米沢の産品・サービス

が何を約束するのか、それを市民が共感し、市民

に愛されるオール米沢ブランドの傘・旗印を掲げ

発信していく必要があると思います。それが昨年

度のブランド戦略の結論の一つでもありました。

ことしは、それを具体的に推進するために、まず

顧客である市民の声を広く聞く年だと思ってい

ます。 

  こういう方向性について、先週、私がもとおり

ました博報堂のクリエイター、それからブランデ

ィングの第一人者と打ち合わせをしてまいりま

した。忙しい中、２時間、７人が耳を傾けて意見

を交わし、支援を約束してくれました。当然その

彼らなりの方向性についての意見ですとか、進め

ていく上でしかるべきところでビジネスとして

成り立つのかという検討も入ると思いますけれ

ども、私がこちらに呼ばれたことで、そういった

専門的なつながりのもとに具体的にもう動ける、

そういう第一歩が踏み出せているということが

大きいと思います。その専門家の後ろにはまた

100人、1,000人のネットワークがいるわけで、一

番最適な解決方法がどこにあるのかというのを

そういう人脈とかネットワークのもとに組み立

てていくのが我々の今までやってきた仕事です。 

  地方創生というのは、本当に行政全体にかかわ

る総合的で大きなテーマですけれども、ブランド

推進も、単にロゴマークをつくるとかステートメ

ントをつくるだけでなく、まちづくりや人づくり

ともつながるテーマです。今、それを推進するブ

ランド推進室には経験豊かな専任の職員がおり、

大変力になってくれています。 

  私の席は、農林・商工・観光課から成る産業部

にあります。行政の経験はありませんけれども、

部課を超えて企画会議に参加したり、単発のプロ

モーションあるいは先進的な取り組みにトライ

する中で、小職のスキルやネットワークを活用し

ていただければ、結果として米沢市の目指す地方

創生総合戦略のお役に立てるのではないかと思

っております。 

  私からは以上です。 

○島軒純一議長 伊藤農業委員会会長。 

  〔伊藤精司農業委員会会長登壇〕 

〇伊藤精司農業委員会会長 私からは、新たな農業

委員会制度への対応について、新しい農業委員会

への移行状況と新体制のあり方、農地利用最適化

推進委員の役割についてお答えいたします。 

  平成28年４月に農業委員会等に関する法律が改

正され、これまでの農地法等に基づく許認可事務

のほかに農地等の利用の最適化の推進、具体的に

は、担い手への農地利用の集積・集約化を進める

こと、遊休農地の発生防止・解消を図ること、新

規参入者の促進による農地等の効率化及び高度

化の促進を図ること、これらに農業委員会が積極

的に取り組んでいくことが制度的に位置づけら

れました。 

  農業委員会の定数についても、農業委員会の会

議を機動的に開催できるよう現在の半分程度と
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する国の方針が示され、これを受け本市では、現

行制度32名から新制度では19名となります。選出

の方法も、公職選挙法に基づくものから、市町村

長が議会の同意を得て任命するものに変わり、本

年７月20日からの新制度移行に向け、昨年12月定

例会には定数条例を、本定例会には農業委員の任

命案件を提案し、御同意をいただいたところであ

ります。 

  農地利用最適化推進委員の役割については、担

当する区域の「農地等の利用の最適化の推進」で

あり、具体的には、人・農地プラン等の地域の農

業者の話し合いを進めることや、農地の出し手・

受け手への働きかけを行い、農地利用の集積・集

約化を図ること、遊休農地の発生防止・解消を行

うといった担当区域に根差した現場活動を担っ

ていただくもので、農業委員と一体的に農地利用

最適化推進の活動を行ってまいります。 

  新制度移行後は、農地利用の公正な推進と推進

委員活動の整合を図るため、担い手への農地の利

用集積面積や遊休農地解消面積、新規参入者等の

数値目標を定め、その目標の達成に向けた具体的

な推進指針の策定を速やかに行い、農業委員と推

進委員が密接に連携しながら、それぞれの使命を

十分に果たし、農地流動化の促進や意欲ある農業

の担い手の育成・確保、農地の保全及び農地の有

効活用の推進につなげることができるよう努め

てまいりたいと考えております。 

  私からは以上です。 

○島軒純一議長 山口産業部長。 

  〔山口昇一産業部長登壇〕 

○山口昇一産業部長 私からは、農業委員会の新制

度移行について、農林課としてどういう認識を持

っているのかについてお答えをいたします。 

  本市では、地域の人と農地の問題解決のために、

平成25年度から２名の地域連携推進員を配置し、

適正な「人・農地プラン」の作成と実行、集落営

農の組織化や法人化、農地の出し手・受け手の意

向調査、担い手の確保など、地域における諸問題

に対しての調整・助言を行ってまいりました。 

  このたびの米沢市農業委員の新制度による改選

に伴いまして、各地域に農地利用最適化推進委員

が新設され、これまで地域連携推進員が担ってき

た業務についても農地利用最適化推進委員が取

り組むことになりました。 

  このため、今年度は新制度移行による経過期間

となることから、これまで地域連携推進員が行っ

てきた地域の人と農地の問題解決に向けた調

整・助言などの役割が、新たな体制のもとで引き

続き十分に発揮されるよう、地域連携推進員制度

を今年度いっぱい残しながらしっかりと引き継

ぎを行ってまいります。 

  また、これまでは地域連携推進員が各地域に出

向いて推進を行ってまいりましたが、今後は各地

域に農地利用最適化推進委員がおられることか

ら、地域に根差した推進が図られ、担い手の確保

や農地の集積等、地域の話し合いが加速化してい

くものと期待をしております。 

  ただ、このように推進体制は機能強化されるも

のの、依然として農業者の高齢化等、地域農業の

抱える課題は山積をしている状況にあります。今

後は引き続き、新たな体制となる農業委員会と情

報の交換や共有を密に行うなど、地域農業の発展

に寄与するため、なお一層の連携が必要と考えて

おります。 

  私からは以上です。 

○島軒純一議長 中村圭介議員。 

○１５番（中村圭介議員） それでは、引き続き質

問席より質問をさせていただきたいと思います。 

  ちょっと質問に入る前に一つ確認なんですが、

武発地方創生参事の担いとしてなんですけれど

も、今本市では、まち・ひと・しごと創生総合戦

略、地域版の総合戦略を策定されているかと思い

ますけれども、その役職の名前を聞いたときに、

私はその全体の統括をされるのかなというふう

にイメージしておったわけですが、壇上の答弁を

聞くと、どちらかというと本市のブランド戦略に
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特化しているのかなというふうにも捉えられた

わけですけれども、実際のところ、この地方版の

総合戦略にかかわる部分の統括なのか、もうちょ

っと包括したものなのか、そちらについてどうな

のかちょっと一度確認させていただければとい

うふうに思います。 

○島軒純一議長 山口産業部長。 

○山口昇一産業部長 地方創生、国の交付金を活用

しての事業というのは、今年度いわゆるそのブラ

ンド推進事業しか採択されていないというのが

実態でございます。当然地方創生戦略とブランド

推進事業というのは密接不可分であって、ともに

同じような方向性を向いているんだというふう

に私は理解をしてございます。 

  ただ、まずもって、地方創生事業の中でも、特

にブランド推進事業として産業部が今手がけて

いるこの分野を担当していただくということが、

まず第一の目的といいますか、お招きをした一つ

の目的というふうになっておりますので、今後の

展開とはまた別として、今はそれをお願いしてい

るというふうな状況になっております。 

○島軒純一議長 中村圭介議員。 

○１５番（中村圭介議員） 承知しました。では、

そのブランド推進にちょっと特化しながらちょ

っとまた引き続きお話ししてみたいと思うんで

すが、武発参事にぜひ、私、民間の方だからこそ

聞いてみたいことがありまして、やはり行政の職

員の方って、私も長く６年くらいつき合わせてい

ただいて、すごくここは優秀な方が多いというの

はもう身にしみて感じているんですけれども、ど

うしても行政というのはやはり公平、公正であっ

たり、さまざまな法に縛られながら、何となく百

の力を持っている人が何か枠の中で小さくなっ

て仕事しているんじゃないかなということをす

ごく、私の思い込みかもしれませんけれども、そ

ういうふうに感じているんですね。 

  何を聞きたいかというと、せっかく参事が入ら

れて、先ほど7,000億を売り上げるもう超大手の

広告代理店で活躍された参事なわけですから、せ

っかくですからやはりその力の100％生かしてい

ただきたいなと思うんですけれども、もう着任

早々、どうですか。その枠組みが窮屈でしようが

ないというか、そういったところがないかという

ことをすごく私心配しているんですよ。だとすれ

ば、即壁をぶっ壊して取っ払って伸び伸びと仕事

をしていただけるような環境に私も提言しなけ

ればなとは思っているんですけれども、ぜひ率直

にお聞かせいただきたいなと思います。 

○島軒純一議長 武発地方創生参事。 

〇武発一郎地方創生参事 私のおります産業部はす

ごくオープンで風通しもよく、本当に物理的に風

通しもいいですし、ただ感じることは、やはり行

政ということで、市民の皆様へのサービス、一度

立ち上げたものをそう簡単には崩せない部分が

あります。それが大きく民間と違うところで、民

間の場合には、言い方は悪いですけれども、ちょ

っともうからないなと思ったらもうすぐやめる

といいますか、その仕事はフェードアウトできる

んですけれども、それがやはりできないし、責任

を持って皆さんも窓口の対応とか、例えば農林課

の本当に水田とか林のいろいろ熊が出たりとか、

そういうのも含めてやっていらっしゃる中で、新

しいことを次々とやるのはすごく難しい組織の

構造だなというふうには思います。 

  ただ、その中で今回ブランド推進室というのを

立ち上げていただいて、２名専任の方をつけてい

ただいている。そして、その方がいろいろ私を市

内のいろいろなまちづくりに頑張っていらっし

ゃる方に紹介していただく中で、その２人が本当

にいろいろな方から声をかけられて、「今度そん

なことをやるんだ」みたいなことを聞いています

と、すごく頼りに思っていますし、私のこの２年

という任期の中で米沢ブランド戦略を具体的に

推進するのがミッションだと思っております。そ

れに対してやりにくいとか壁があるということ

は、今はございません。 
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○島軒純一議長 中村圭介議員。 

○１５番（中村圭介議員） ありがとうございまし

た。さっき言ったとおりでして、そのことも参事

もわかっていらっしゃるようでありましたので、

中川市長も民間の力ということで先ほど壇上で

もおっしゃいましたが、それが萎縮したり、その

力が失われることがないように、これは参事に申

し上げることではない。ぜひ市長、その辺のバッ

クアップというかぜひしていただければなとい

うふうに思います。 

  では、ちょっと順次聞いていきますけれども、

まず、先月になりますか、産業建設常任委員会協

議会におきまして平成28年度中のブランド事業

の成果というか結果についての報告がありまし

た。非常に残念ながら、一部の事業、ラッピング

カープロモーション事業ですか、こちらのほうが

残念ながら実施に至らなかったと。そのときいた

だいた資料によりますと、平成28年度中に策定予

定であったブランド戦略の策定がおくれてしま

ったがために実施に至らなかったというような

記載があったかと思います。 

  ここはちょっと先に山口部長に伺いたいんです

けれども、この28年度中に策定に至らなかった要

因ですよね。この辺についてちょっとぜひお聞か

せいただきたいというふうに思います。 

○島軒純一議長 山口産業部長。 

○山口昇一産業部長 28年度については、ブランド

戦略研究会を立ち上げながら、その中で都合５回

の会議を開きながら原案を取りまとめるという

ところまでたどり着いたわけであります。 

  少しこの会議体の運営についてお話をさせてい

ただくならば、この会議体を立ち上げる前段とし

て、平成28年の１月から、ＪＡさんですとか商工

会議所、それから観光コンベンション協会の方々

と市内部の農林課、商工課、観光課、総合政策課、

文化課等で勉強会を立ち上げながら、どういった

構成にしていこうかというふうなことで話し合

い、調整をしてまいりました。実際さまざまな分

野、特に農業、商工業、観光業だけではなくて、

教育分野などからもたくさんの方々に外部委員

として入っていただいて広く議論していくべき

ではないかというふうな方向性が定まり、そのよ

うな外部委員を含めた選考をさせていただいて

おりました。 

  ただ、その会議体がいざ始まった中で、それぞ

れの団体でこれまで取り組んできたブランド化

の取り組みと今築こうとしている市のブランド

事業との整合性の問題や、市がこれから定めよう

としていく事業の必要性、その真の目的について

御理解をいただくのに相当時間を要してしまっ

たというのが一つございました。当然キックオフ

の段階では、コンサルタントのほうから基本的な

考え方の研修会をやって、さらには先進地の事例

も取り上げながら、ブランドというのはこういう

ものなんですよというところからスタートした

わけでありますが、その後のワークショップにつ

いても、所要時間が３時間というふうに長時間に

なってしまいました。もう少し効率的に運営する

ような工夫がないと、お忙しい方々に集まってい

ただいておりますので、なかなかちょっと厳しい

状況になりつつあったなというふうに思ってお

ります。 

  本当は６回会議を開きながら、その会議体の中

から素案を積み上げていくような格好で、全てま

とめていただくようなスタンスで臨んだわけで

ありますが、やはりそれは難しいものになってし

まいましたので、途中でまず原案、たたき台をこ

ちら側で調製をして、それに基づいて議論をして

いただく、最終的には原案として取りまとめてい

ただくというふうなところまで、要するに事務局

預かりの部分の作業が生じてしまったものです

から、６回ではなくて、５回でここまで来たとい

うふうな格好になっております。 

  ただ、そのプロジェクトチームといいますか、

そのワークショップの中でも大変示唆に富んだ

いろいろな意見が寄せられました。異業種でいろ
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いろ参加をいただきましたので、お互いに知らな

かったことに対する気づきですとか、さまざまな

組織、団体からの連携とか情報の共有というもの

が必要ですねと。あるいは、販路拡大の必要性に

ついて改めて各団体が認識をしたというふうな

こともございましたし、そうしたものをこれから

築いていくそのブランド戦略の中にきっちり明

示すべきだというふうな貴重な御意見などもい

ただきました。 

  今後、リスタートしていくに当たって、やはり

協議会として最終的に目指す目標、それからスケ

ジュール、その進め方のアジェンダについて、き

っちり明確にした上でやっていかないと効率的

な運営にならないというふうなことも気づきと

してありますので、これを踏まえて推進してまい

りたいというふうに思います。 

○島軒純一議長 中村圭介議員。 

○１５番（中村圭介議員） わかりました。今の話

を聞くと、やはりこの関連する団体のコンセンサ

スを図っていきながら、取りまとめるにはまだま

だちょっと時間がかかりそうだなというふうに

感じているところでございました。実は、これを

踏まえて、参事、どう進めますかねという質問を

しようかなと思っていたんですが、今山口部長が

おっしゃってくださいましたので、そういう形に

なろうかと思うんですけれども、今先ほど部長が

素案というようにお話しされておりましたが、そ

の素案というのはどういうものでしょうか。ちな

みに、そもそもつくろうとしているものがどうい

ったものなのか私自身まだ理解できていなくて、

今後ブランド事業を推進するための指針のよう

なものなのか。あとは、他市で策定しているよう

な、例えば何とか市ブランド戦略、数十ページに

わたるようなものですよね。さまざまな分野にま

たがって、推進体制はこうするよ、こういう手法

で行うよなんていうように事細かに定められて

いるものがありますけれども、本市としてつくろ

うとしているものというものはどういったもの

になるのかだけまず伺いたいと思います。 

○島軒純一議長 武発地方創生参事。 

〇武発一郎地方創生参事 昨年度のその研究会で話

された内容、あるいは市の事業者に聞いたヒアリ

ングの内容、それからこれからの基本的な方向性

についてまとめたものがやっとできています。そ

れを７月にパブリックコメントにかける予定で

す。その中である程度合意されてはっきりと見え

ている方向性と、一つの例としてこんなことが考

えられるというものと、中身としてはまとまって

いる部分と例示でとどまっている部分とありま

すが、先ほど山口部長も申し上げましたように、

具体的な生の声で実際に米沢市の各事業者のブ

ランド推進がどんなふうになっているか、どうい

う課題を感じているかということは、示唆に富む

意見が多数出ております。 

○島軒純一議長 中村圭介議員。 

○１５番（中村圭介議員） わかりました。 

  済みません。もう一回質問させてもらいますけ

れども、そうすれば、でもさまざまな分野にまた

がって実際どう遂行するのかとかという結構本

格的な冊子のようなものが出てくるイメージな

んでしょうか。それとも、紙が何枚かで、こんな

ものに基づいてやるというようなイメージなん

でしょうか。それによって取り組まれる労力とい

うのはもう全然違うなと思ったんです。 

  私も今回質問するに当たりさまざまな自治体の

ブランド戦略を眺めてみましたけれども、本当に

さまざまというか、もうばらばらですね。本当に

本気になって市全体、もう全てをブランド化して

売ってやろうという気概が伝わってくるものと、

地方創生に関するブランド事業の理屈づけのた

めに使っているんじゃないかなというくらいの

レベルのものとさまざまありまして、もうどっち

をつくろうとされているのかなというところを、

済みません、もう一度だけお伺いできますか。 

○島軒純一議長 武発地方創生参事。 

〇武発一郎地方創生参事 これからつくるのではな
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くて、それは昨年の成果としてもうできています。

それで、それが本編で三十数ページ、資料編が100

ページぐらいのものです。その策定の過程には私

は参加はしておりませんが、中身については、も

ちろんわかるところもありますし、ここはこれか

らもっと詰めなければいけないなというところ

もありますが、昨年の成果としてそれを今度パブ

リックコメントにかけるというふうに予定して

おります。 

○島軒純一議長 中村圭介議員。 

○１５番（中村圭介議員） なるほど。理解しまし

た。それが、では事務局で持っている素案という

ふうに山口部長がおっしゃったのが、まさにそれ

だということなんですね。では、それのブラッシ

ュアップをさまざまな方に意見をいただきなが

ら行うと、そして完成版をつくり出すということ

なんですね。わかりました。 

  そうなると、ちょっとその本冊がどのようなも

のなのかわからないからあれですけれども、先ほ

ども部長おっしゃったように、ブランド化って考

えただけでも、例えば歴史とか文化とか自然とか

さまざまな分野にまたがると思うんですね。その

中で、今現在は産業部のブランド推進室の中で２

名の専任の職員の方がいらっしゃるというよう

なお話だったんですが、そういったものを取りま

とめる体制としては、その参事と２名の方では大

変不十分なように私自身感じるわけです。御苦労

はないのか、もしくはそれに違う何らかの庁内の

何か組織体があっての推進体制があるのか、そこ

だけもう一度確認させてください。 

○島軒純一議長 武発地方創生参事。 

〇武発一郎地方創生参事 今考えておりますのは、

市民の方５名ぐらいと一緒にそれをまとめるプ

ロジェクトチームというのをつくろうと思って

います。昨年のその研究会では、もともとの方針

や方向性に対する温度差があり、何のために集ま

ったんだろうみたいなところからスタートした

というふうに聞いていますので、前向きに米沢の

全体のブランドをどう構築していくかというと

ころで意識を共有できる方を集めて進めたい。そ

れとは別に、本当に観光ですとか、医療も含め幅

広い、それこそ子育てのお母さんもいらっしゃる

し、そういう市民の皆さんがどのように米沢を考

えていてどう発信したいと思っているのか。また

逆に、ターゲットを首都圏あるいは全国とします

と、そちらはどう思っているのか。これは幅広く

意見を、アンケートなのか座談会なのか方法はこ

れから詰めますけれども、それはもう徹底的に繰

り返す。それをもとに組み立てていくのは、先ほ

ど申しましたプロジェクトチームで進めたいと

思っています。 

  その節目節目に博報堂ですとか専門家の力をか

りて実際に形にするのが来年度、ことしはコンセ

プトを本当に徹底的に詰める時期と考えており

ます。 

○島軒純一議長 中村圭介議員。 

○１５番（中村圭介議員） では、結論から私申し

上げますけれども、行く行くはやはりこれのブラ

ンド戦略を統括する部署、これが本当に今の部署

で適正なのかどうかということはぜひ検討して

いただきたいと思います。当然戦略ができるとい

うことは、今後地域商社もつくられてどうかかわ

ってくるかわかりませんけれども、商品の開発を

したりプロモーションを行ったり販路の開拓を

行ったりということで、当然全体の管理を行うと

ころが必要になろうかと思います。そうなれば、

当然産業分野ではなくて幅広い分野の進捗の管

理、課題点の洗い出し等々を行うのも、戦略をつ

くった以上大切な仕事になってこようかと私自

身は考えております。 

  ですから、私はやはり先ほど言ったプロジェク

トチームになるのかは別としても、やはり役所の

一部署が全体の進捗管理をできるところにスタ

ッフはいるべきだと考えているんです。どうでし

ょうか。そう考えれば、できた後の管理を考えれ

ばそういった体制というものは必要ではないか



- 184 - 

なと容易に想像つくわけですけれども、その辺の

体制というのは、何か今のところでお考えという

か、持ち合わせていますか。 

○島軒純一議長 武発地方創生参事。 

〇武発一郎地方創生参事 それも、市役所だけでな

く市民の各領域の方から構成されるブランド戦

略協議会というものを、仮称ですけれども、考え

ております。そこが担う機能がどういうものにな

るのか。全体ブランド、オール米沢のブランドを

具体的に立ち上げるのが来年だとして、それがで

きた後にどのように管理していくのか、あるいは

物のブランドの領域では地域商社を中心にどう

進めていくのか。観光のほうではもしかしたらＤ

ＭＯみたいなことも考えなければいけませんし、

それをコントロールするのが、ブランド戦略協議

会という組織が必要かなと思っております。その

事務局が現段階ではブランド推進室がそれを行

う、私がそれを見るということと理解しています。 

○島軒純一議長 中村議員。 

○１５番（中村圭介議員） 釈迦に説法なのかもし

れませんが、私が考えるものとすれば、やはりそ

ういった戦略が出れば、当然行政だけじゃなくて

民間もそうですし、我々市民もそうですし、そこ

に向かって目標というか視点を合わせて一体に

なって取り組むこと、まずこれの啓発。これは大

事だと思いますし、やはり今先ほどブランド協議

会なんていうお話もありましたけれども、つくっ

た以上、本当に今の状況がどうなのかということ

で進捗管理して、その事業に特化してやっていく

ということも非常に大事なものかと思いますの

で、それがその協議会が担うものになるのか、も

しくはさっき私が言った専門部署になるのかわ

かりませんが、ぜひその管理ができるような体制

はしっかりと敷いて、掲げた以上、達成するまで

やっていけるような仕組みづくりにぜひ注力し

ていただきたいなというふうに思います。 

  私がちょっときのういろいろブランドというか

いろいろ考えてみたんですけれども、米沢の強み

は何かなということで、参事もおっしゃったよう

に、ないところは何があるか探さなければいけな

いんですけれども、米沢はやはりたくさんありま

すよね。もう数え切れないほど。やはり豊かな自

然に恵まれて四季折々の季節感あるまち。そこか

ら、その恵みを受けてもう農産物が生まれて、本

当に最高の食べ物が生まれると。この自然で育つ

我々の市民性も、例えば繊細で勤勉で、精密なも

のづくりにつながっているとか。そうやって考え

れば、やはり米沢だからこそ、この米沢牛であっ

たりさまざまなおいしい食品もそうだし、有機Ｅ

Ｌだったりノートパソコンだったりといったも

のづくりも生まれたと。やはりよそでは絶対にま

ねができない、まねしようと思ってもできないも

のがもう自然と米沢は持っているんだなという

ふうに、当たり前の話ですけれども、そういうふ

うに考えましたので、今個々のブランドとして頑

張っていますけれども、ぜひ何とかやはり頭に

「米沢」、そして米沢の食みたいな、ものづくり

みたいな感じでぜひ枝分かれしていただけるよ

うにブランドの戦略のほうをつくっていただき

たいなというふうに思います。 

  武発参事には最後にもう１個だけ質問したいと

思います。山形県の酒とあと米沢牛のＧＩ登録な

ったわけですけれども、当然登録になったからと

いって、やはり米沢牛であれば生産現場で抱える

問題等々もありますけれども、でもやはりこれら

の登録を契機としてさらにブランド力を高めて

前に推し進めていきたいというふうに考えてお

りますが、この登録に関してどう捉えられるかと

いうか、何か戦略的なものというか、何か御所見

をぜひ伺ってみたいなというふうに思いますけ

れども、いかがでしょうか。 

○島軒純一議長 武発地方創生参事。 

〇武発一郎地方創生参事 先日も申し上げましたけ

れども、やはりブランドの認証みたいなことで言

いますと、ＧＩというのは国が認めた公式のブラ

ンドとしての価値ですから、これが山形で米沢牛、
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それからお酒、今度は東根のさくらんぼですか、

それが認定されたというのはすばらしいことだ

と思います。その後、米沢牛も米沢牛の細かい定

義がございまして、それを守られているというの

もその業界の方の努力だと思います。そういった

認定制度というのをもっとほかの品目にも広げ

ていくべきなのか、あるいはそういう国であると

か世界的ないわゆるブランド認証ですか、それに

応募というのか、それを進めていくのかというの

はこれから検討していくべきことであるかと思

いますが、今米沢牛、それから山形のお酒、さく

らんぼがＧＩに認定されているというのはすば

らしい財産だと思っております。 

○島軒純一議長 中村議員。 

○１５番（中村圭介議員） そのとおりだと思いま

す。ぜひその思いを具現化していただきたいと思

います。 

  また、当局の皆さんは御存じかと思いますけれ

ども、今年度から島軒議長の思いもありまして、

各常任委員会でしっかりテーマを持って活動し

ようと。これまでは特段テーマがないとは言いま

せんけれども、活動当初に各常任委員会ごとにテ

ーマをつくって、そしてしかるべきときにしっか

りと提言ができるようにということで、３常任委

員会ともその政策提言を行うためのテーマをつ

くっております。産業建設常任委員会はまさに地

域ブランド推進ということを一つテーマに掲げ

させていただいておりますので、ぜひその取り組

みがよりよいものになるよう我々もしっかりと

落とし込み、勉強を行っていきたいと思いますの

で、ぜひすばらしい計画のほうを策定していただ

きますようにまずはお願いしておきます。よろし

くお願いします。 

  続きまして、農業委員会のほうになりますけれ

ども、先ほど伊藤会長からも壇上からお話しいた

だきましたけれども、簡単に言えば、農業委員と

推進委員ということで、２つに大きく分かれてく

るということになろうかと思います。農業委員の

担いとしても、農地利用の最適化の推進だという

ことがもう大々的に言われておりまして、推進委

員の方は、今度は現場に赴いて最適化に向けた利

用集積なんかを地域の方と寄り添って行うとい

うことで明確化されているものだなというふう

に思っております。 

  私なりにこの新制度に変わってどういうふうに

いい影響をもたらすかなというふうに考えてみ

ましたけれども、農業委員会も、農業委員会等に

関する法律の中で行政当局に意見書の提出をす

ることなんかも認められております。今も農業委

員会からさまざまな意見書等々出ておりますけ

れども、今後は、農業委員会の農業委員からやは

り現場での活動の業務が一部軽減されていると

いうところからも、行政当局に対しての今後意見

書なんかもさまざまな場面で出てくるというこ

とが多くなろうかというふうに思っております。

場面場面で農業施策については担当課長から必

要に応じて説明はいただいているものの、でもや

はり個別施策に関して言えば、果たして現場を知

る農業委員の方々の意思がどれほど伝わってい

るのかなということは、やはりその後の意見交換

等終わった後の委員の方のお話を聞いて感ずる

ところでございました。形がどうあるものが適正

かわかりませんが、やはり今後、そういった意味

で、今まで以上に農業委員と農林課の職員の方、

そういったところの意思の疎通ということが一

つ今後農政を前に進めるためのひとつキーワー

ドになってこようかなというふうに私は考えて

いるところですが、その辺、部長、どうですか。

何かそういったところでのお考えというか、持ち

合わせあればぜひお聞かせください。 

○島軒純一議長 山口産業部長。 

○山口昇一産業部長 議員御質問のとおり、農業委

員会の今回の改革といいますか改正の中で、農地

の集積・集約、これについては今まで任意業務だ

ったものから必須の業務に位置づけられるとい

うふうになりました。ただ、その集積に伴って、
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耕作放棄地の発生防止と解消、それから農業への

新規参入者の促進、これも業務として農業委員会

の必須業務になってきております。我々農林課と

してもこれまでも取り組んできたわけでありま

すが、例えば耕作放棄地の発生防止については、

今年度、緑環境税なんかを活用しながら、ある地

区で中山間にふさわしい作付を試験的にやって

みるというふうなことに取り組んでもらうわけ

でありますが、そうした中で、遊休農地、要する

に耕作放棄地を復元をしながら取り組んでみよ

うというふうな提案などもありますので、もちろ

ん地元に推進委員の方がいらっしゃいますから、

何がやれるのか、何がふさわしいのかというのは

当然推進委員の方が一番よくわかっていらっし

ゃいますので、そうした意見を聞き取りながら、

我々農林課の施策と融合させながら、こうした取

り組みに連携して取り組んでいきたいというふ

うに考えております。 

○島軒純一議長 中村議員。 

○１５番（中村圭介議員） 最後にいたしますけれ

ども、今回、現伊藤会長のもとでの農業委員の方

が、そのうち今回任命される方がたしか８割近く

いらっしゃるかと思います。推進計画の策定もそ

うですけれども、やはり事前に、残りもう一月と

いうふうになりましたけれども、いかにスムーズ

な移行、そしてその後の業務担いについてという

ことで、わずか１カ月でありますが、勉強会も企

画されておられますけれども、ぜひ残り１カ月、

私も少し寂しい思いはありますけれども、残りの

期間を大事に使っていただいて、新制度へのスム

ーズな移行、移行後のスムーズな発進に努めてい

ただきますようお願いを申し上げまして、私の質

問を終わりたいと思います。 

○島軒純一議長 以上で15番中村圭介議員の一般質

問を終了し、暫時休憩いたします。 

 

午後 ０時０１分 休  憩 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

午後 １時０１分 開  議 

 

○島軒純一議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に進みます。 

  一つ、持続可能な都市経営のため今すべきこと

について外１点、22番相田克平議員。 

  〔２２番相田克平議員登壇〕（拍手） 

○２２番（相田克平議員） 一般質問３日目、午後

のトップバッターということで、私の後にも続く

方がおりますが、今議会からタブレット導入とい

うことで、この３日間の皆さんのタブレットの使

用状況などを後列から前の方々のを見させてい

ただきますと、時々アップデートがかかって再起

動が時間がかかってしまっているような方もい

らっしゃったようです。その辺、今後運用してい

くに当たりさまざまな対策、改善も必要だなとい

うふうに思いながら、きょうは質問中にシャット

ダウンされて再起動がかかるようなことがない

ように祈りながら、まず質問を始めたいと思いま

す。 

  私の質問は２点、１つ目は持続可能な都市経営

のために今すべきことについて、そして２点目は

ふるさと納税の今後の対応についてをお伺いし

たいと思います。 

  人口減少と少子高齢化が進む今、「このままで

は住み続けられないまちになってしまうのでは

ないか」という市民の皆さんの不安が少しずつ広

がっているように感じます。そして、その危機感

というものは非常に強く、実際の行政の対応のは

るか先を行っていて、後からついてくるように、

さまざまな施策によって対策を打ってくるその

行政との距離感というものが市民と行政の一体

感の阻害要因になっているのではないかなとい

うふうに私は感じています。 

  「今はこんな問題もあるし、こんなことがとっ

ても不便なんだけど、それらはこうやって解決し
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ていきますよ。もう少し人口は減るかもしれない

し財政も縮小するけれど、今よりもっと暮らしや

すいまちにしていくためにはこんなことを考え

ています。そういうまちにみんなでしていきまし

ょう」「なるほど。今と比べてこういうこととか

は少し不便になるかもしれないけれど、それはこ

んなことが便利になることで解決するかもしれ

ないね。時間がかかるかもしれないけれど、そう

いうまちになれたら確かに安全だ」、そんな市民

とのやりとりが本市には欠落している、そんなふ

うに感じてしまいます。 

  少なくとも、除雪費や道路、橋梁のインフラの

維持費、学校や公共施設に係る費用をこのまま減

り続ける人口でどう捻出していくのか。その答え

を持たない自治体に人口減少への歯どめなどか

けられるはずがないと思います。公共施設等総合

管理計画は、確かにその答えの一端を担うものか

もしれません。しかし、未来のまちの姿を示すも

のではありません。市民の強い危機感に応え、目

指すべきこのまちの未来の姿をより明確に示す

新たな都市計画が必要なのだと思います。 

  今回のテーマの「持続可能性」に関しては、都

市計画の側面で２つの意味で使っています。１つ

は、置賜地区の中心都市を目指す地方都市として、

このまちに暮らす住民そのものの生活の質が持

続的に向上していくこと。そしてもう一つは、そ

のために本市が展開するさまざまな活動が他地

域の持続可能性を奪わないこと。この２点です。 

  一般的に、都市の持続性を高めるには、空間的

な膨張を抑えてエネルギーや公共サービスの面

での効率化を高めることや、住民生活の質を支え

るさまざまなストックを維持向上させることが

有効な手段と言われています。人口減少、少子高

齢化、厳しい財政事情、これらは本市に限ったこ

とではなく、日本中のほとんどの都市が同じ問題

を抱えながら、自治体としての生き残りをかけて

持続可能な都市の形成を実現しなければならな

いのです。 

  本市においても、平成26年３月の都市計画マス

タープランの見直しの背景として、人口微増を前

提としてきたそれまでの計画から、人口減少や少

子高齢化社会への変化を踏まえた内容へ見直す

必要があるという旨が記載されています。さらに、

改善が必要な課題として、人口減少と少子高齢化、

中心市街地の空洞化、公共交通の不便さ、生活道

路の除排雪などを挙げており、内容は実に正当な

ものだと思います。 

  「置賜地域の発展をけん引する中心都市として、

人・物・情報の交流が活発に行われる高次元都市

機能が集積し、市民一人一人が米沢に住むことに

誇りを感じることのできる都市づくりを進める」

ということを基本理念とし、目指すべき将来像と

して「人・物・情報が集う活力にみちた置賜地域

の交流拠点都市」と挙げています。これは３年前

につくられたマスタープランです。このたび表明

された定住自立圏の中心市を目指す本市の姿と

も合致しています。 

  平成26年、３年前に改定されたマスタープラン

は、まさに新たな時代への適応を予感させるもの

でした。しかし、３年たった今、それに基づいて

何かしらの胎動を予感させる状況にあるでしょ

うか。いかがですか。改善が必要とした課題を克

服するための処方箋は示されたのか。皆さんはど

う思いますか。残念ながら、私には感じることが

できません。少なくともこの３年間の取り組みを

見る限り、本市の都市計画は果たして本当に機能

しているのか疑念を持たざるを得ない状況です。

厳しい言い方をしますが、そのように私は感じて

います。 

  一方、国土交通省では、人口減少・高齢化が進

む中、特に地方都市においては、地域の活力を維

持するとともに、医療・福祉・商業などの生活機

能を確保し、高齢者が安心して暮らせるよう、地

域公共交通と連携して、コンパクトなまちづくり

を進めることが重要として、持続性の高い都市の

姿として「コンパクトシティ・プラス・ネットワ
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ーク」を提唱し、米沢市のマスタープランが改定

されたわずか５カ月後の平成26年８月、都市再生

特別措置法の一部改正を施行し、同年11月には地

域公共交通活性化再生法の一部改正を行いまし

た。生活拠点などに福祉・医療の施設や住宅を誘

導し、集約する立地適正化計画制度や、地方公共

団体が中心となり、まちづくりと連携して面的な

公共交通ネットワークを再構築するための新た

な仕組みが設けられたのです。 

  それぞれの都市が全体の構造を見渡しながら、

住宅及び医療・福祉・商業その他の居住に関する

施設の誘導と、それと連携した地域公共交通ネッ

トワークの再編を行うことで、コンパクトシテ

ィ・プラス・ネットワークの実現を図るためのさ

まざまな法制度の整備と、あわせて支援策を充実

させてきています。これらは全て本市の抱える課

題を解決するために非常に有効なものであり、本

市のマスタープランが改定されたわずか５カ月

後にプランの実現を後押しする法整備がなされ

たということになります。 

  実に多彩で有利な支援策が制度化されています。

公共交通の拡充を図る支援策、高齢化社会へ対応

するためまちなかへの病院建設への支援、学校の

統合や公共施設の集約によって生じる公用空き

地の活用支援、まちなか誘導に寄与する施設整備

を行う民間への直接支援など、立地適正化計画の

策定を条件に、国による補助率がかさ上げされる

有利な支援策が制度化されたのです。まさに本市

が抱えるさまざまな課題の解決に有効な制度改

正だったはずであり、マスタープランで掲げた将

来像へ具体的に近づける絶好のチャンスだった

はずなのに、なぜ活用してこなかったのか私は全

く理解できません。 

  本市が将来にわたり持続可能な都市経営を確立

するために今すべきことは、至って明確です。早

急に立地適正化計画を策定し、新たな時代へ向け

た都市計画の具現化を市民とともに力を合わせ

て進めることだと断言します。 

  そこで質問いたします。 

  １、改正都市再生特別措置法に対する本市の基

本的考えと対応はいかがですか。 

  ２、立地適正化計画策定によるまちづくりの可

能性を本市はどのように捉えているのか。 

  以上、２点についてお答えください。 

  次に、２点目です。このところ連日メディアで

話題となっているふるさと納税について伺いま

す。 

  制度創設以来、地産品の積極活用を求める議会

に対し、税の性格上、当初は返礼品の拡充に慎重

姿勢を貫きなかなか重い腰を上げようとしなか

った米沢市。方針を変えて地元農産物や地元産ノ

ートパソコンの導入を決め走り始めた途端、一気

に全国トップクラスの実績を達成するに至り、今

般の財政健全化を進める本市にとって実に貴重

な財源となりました。まずは、これまで本市にふ

るさと納税してくださった全国の皆さんに心よ

り御礼を申し上げたいと思います。本当にありが

とうございます。 

  今後も積極的に制度を活用しながら、魅力あふ

れる返礼品を準備して、米沢への応援を頂戴し、

本市の産業振興や地域発展のために生かしてい

きたい。みんながそのように切に思っていると思

います。しかし、どうも総務省が許してくれない

状況にあるようです。 

  私は、立場柄、ふるさと納税は利用しておりま

せん。そもそも、私は制度そのものに欠陥がある

というふうに認識をしております。その制度の欠

陥を突く賢い納税者の選択が地方の工夫と努力

を支持し、人気のある返礼品、そして自治体にふ

るさと納税が集まるという当たり前の構図が今

や行き過ぎた競争と一蹴され、改善を迫られてい

ます。当初はほとんどの自治体が改善要求を無視

してきたというか、脇に置いてきました。しかし、

日に日に圧力が増したのか、ここに来て続々と総

務省の通知に対応する自治体がふえているよう

です。 



- 189 - 

  本市財政への貢献度もさることながら、地元産

品の振興を第一に考えると、個人的には「ひるま

ず進め」と背中を押したい心境でお聞きします。 

  １、ふるさと納税の現状について。 

  ２、総務省通知に対する今後の対応について。 

  以上、２点をお聞かせください。 

  いずれ対応は必要になる。それでも我々この米

沢は、上杉鷹山の知恵のまちでもあります。しっ

かりと議会の皆さん、市民の皆さんの知恵を集め

て、これまで以上のふるさと納税の実績を築き上

げられるような今後を迎えられるような時間に

したいと思います。皆様の御協力もお願いいたし

ます。 

  それでは、以上で壇上からの質問を終わります。 

○島軒純一議長 杉浦建設部長。 

  〔杉浦隆治建設部長登壇〕 

○杉浦隆治建設部長 私からは、１の持続可能な都

市経営のため今すべきことについてお答えいた

します。 

  まず、（１）の改正都市再生特別措置法に対す

る本市の基本的な考え方についてお答えいたし

ます。 

  議員お述べのとおり、本市を含む地方都市では、

急激な人口減少や高齢化が見込まれる中、健康で

快適な生活環境を実現すると同時に、財政面及び

経済面において持続可能な都市経営を可能とす

ることが大きな課題となってきております。その

ため、医療や福祉、商業施設などの生活サービス

施設がまとまって立地をし、居住する場所から公

共交通によりそれらの施設等にアクセスできる

など、都市全体を「コンパクトシティ・プラス・

ネットワーク」によって構築していくことが重要

となっております。 

  国は、こうした背景を踏まえ、インフラ整備や

土地利用規制などの従来の制度に加え、民間施設

の整備に対する支援や、立地を緩やかに誘導する

仕組みをあわせ持つ、御紹介ありました「立地適

正化計画」制度の創設を基本とした都市再生特別

措置法の改正を平成26年度に行いました。 

  本市におきましては、総合計画の基本構想で「中

心市街地と周辺地域との相互連携を図る公共交

通等のネットワークの形成を促進し、コンパクト

なまちづくりを進めていくこと」を市街地形成の

基本的方向としており、前段で述べた課題の認識

も踏まえつつ、持続可能なまちづくりを行うため

の施策の方向性については、改正法の意図するも

のとおおむね一致するところと認識していると

ころでございます。 

  現在、これらの考え方を基本としながら、持続

可能なまちづくりを推進するための方向性を示

す計画となる「都市計画マスタープラン」、こち

ら現行マスタープランが、平成26年度、御紹介あ

りましたけれども、中間見直しを行いまして、新

たな都市計画マスタープランについては、平成33

年からの更新に向け、複数年かかるというような

ことで準備検討を進めているところでございま

す。これにあわせて、立地適正化計画の策定に関

しましても現在研究を行っているところであり

ます。 

  次に、（２）の立地適正計画策定によるまちづ

くりの可能性をどう捉えているかについてお答

えいたします。 

  立地適正化計画につきましては、医療や社会福

祉、教育文化、子育てなどの生活に必要な都市機

能を有した施設などの誘導及び集約化を前提と

して、「都市機能誘導区域」の設定による拠点エ

リアの誘導、「居住誘導区域」の設定による生活

拠点の誘導、公共交通ネットワークの再編や公共

施設の再配置、公的不動産を活用した民間機能の

誘導など、規制ではなく誘導を基本とした計画で

あり、考え方としては、都市計画区域内を計画区

域とした「都市計画マスタープラン」の高度化版

的な位置づけとなっております。 

  そして、策定した計画を円滑に実現するため、

国の交付金や金融支援制度、税制上の優遇措置な

ど、自治体や民間に対するさまざまな支援措置が
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準備されているところであります。 

  既に計画を策定した先進自治体の例を見てみま

すと、拠点となる都市機能を有した誘導施設を基

本に全体的なストーリーを描く計画や、合併後の

都市機能等の役割分担を明確にするための計画

など、それぞれの自治体の方向性が比較的具体的

に表現された計画が多く見受けられることから、

立地適正化計画は、今後の「まちづくりの方針（タ

ーゲット）」を明確にするための計画であると考

えているところでございます。 

  また、国の交付金による医療や社会福祉、教育

文化、子育てなどの生活に必要な都市機能を有し

た施設を新たに自治体が整備するための計画と

いう印象もありますが、一方、都市機能や居住を

誘導する区域を設定し、同時に地域公共交通を再

編するなど、今後に向けて、どのように地域課題

を解決していくかを示すことにより、市民のライ

フスタイルを提案していく計画であるとも考え

ております。 

  一方で、都市機能や居住を誘導する区域とそう

でない区域を線引きすることになるため、例えば

線引きによって秩序なく広がっていく開発に一

定の歯どめを加えることや、これらの開発に伴う

新たな道路などの建設など予期せぬ投資を抑え

るという効果がある一方で、誘導区域以外の地域

においては、開発などを行う際に届け出が必要と

なるほか、誘導区域の中・外によって公共投資の

優先度や不動産価値に差が生じてくることが否

めないところでございます。 

  また、本市の場合は、昭和の大合併により周辺

10村を併合し現在の行政区域となった経緯もあ

りますので、誘導区域に人や機能を集中させる区

域設定を行う場合には、住民との丁寧な話し合い

を行うことはもとより、しっかりとした合意形成

が必要となるなど、計画策定においては幾つかの

ハードルを越える必要もあるのではないかと考

えているところでございます。 

  立地適正化計画につきましては、安心して快適

に生活できる都市を目指して、新たなまちづくり

の方針と捉えております。つきましては、まちづ

くり総合計画や公共施設総合管理計画のほか、福

祉や産業など都市経営にかかわる各種計画を踏

まえつつ、本市における持続可能なまちづくりの

方向性を明確にするため、次期都市計画マスター

プランの検討とあわせて、立地適正化計画につき

ましても情勢を見きわめながら検討を深めてい

きたいと考えているところであります。 

  私からは以上であります。 

○島軒純一議長 我妻企画調整部長。 

  〔我妻秀彰企画調整部長登壇〕 

○我妻秀彰企画調整部長 私からは、ふるさと納税

の現状と今後についての御質問にお答えいたし

ます。 

  初めに、現状でありますが、本市における平成

28年度の寄附金額は約35億3,000万円となってお

り、平成27年度の実績である約19億6,000万円と

比べて1.8倍という結果となりました。 

  寄附金額のふえた要因といたしましては、雑誌

へのＰＲ記事掲載などにより特にパソコンに対

する注目が集まり、結果として、それ以外の返礼

品にも興味を持っていただけたことが大きかっ

たのではないかと分析をしております。 

  また、返礼品における申し込みの内訳を件数別

に見ますと、パソコンが約３割を占め、続いて米

が約２割、米沢牛が２割弱を占めております。一

方、金額別に見ますと、パソコンが全体の８割を

占めるという結果でありました。 

  次に、総務省通知を受けての対応についてお答

えいたします。 

  本年４月１日付で、ふるさと納税に係る返礼品

の送付等について総務大臣名での通知がありま

した。 

  内容としましては、各地方団体が独自の取り組

みとして行っている返礼品の送付については、最

近において、地方団体間の競争が過熱しているほ

か、一部の地方団体においてふるさと納税の趣旨
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に反するような返礼品が送付されているなどの

指摘がなされていることから、今後ふるさと納税

制度を健全に発展させていくため、事務の遂行に

当たって、制度の趣旨に沿った責任と良識のある

対応を厳に徹底するようにというものでありま

す。 

  具体的には、返礼品の価格等の表示を行わない

ようにすること、商品券などの金銭類似性の高い

ものや電気・電子機器、家具、楽器等の資産性の

高いもの、価格が高額のものなどのふるさと納税

の趣旨に反するような返礼品は、換金の困難性、

転売防止策の程度、地域への経済効果等のいかん

にかかわらず送付しないようにすること、返礼品

として３割を超える返礼割合のものを送付して

いる地方団体においては、速やかに３割以下にす

ることという内容になっております。 

  また、５月24日付で総務省自治税務局市町村税

課長名での通知があり、本市の返礼品のうち、制

度の趣旨に反するような返礼品に該当するもの

が具体的に示され、それぞれの見直し方針を報告

するよう求められたところであります。 

  具体的に指摘があったものとしましては、１つ

目に、返礼品が３割を超えているものがあること、

２つ目に、返礼品の価格の表示がされているもの

として市内の温泉で利用できる優待券など、３つ

目としまして、金銭類似性の高いものとしてギフ

ト券、４つ目が資産性の高いものとしてパソコン

などの電気・電子機器、家具、楽器が対象とされ

ました。さらには、直接電話をいただき、見直し

の方向性について確認を求められたという経過

がございます。 

  このような通知等を受け、本市の今後の方針と

いたしましては、まず返礼割合につきましては、

全ての関係事業者と調整を行った上で、寄附金額

または返礼品の内容を見直し、返礼割合を３割以

下にするものとします。なお、見直し完了時期と

しましては、本年９月末を予定しております。ま

た、個別に指摘を受けましたパソコンや商品券な

どの返礼品につきましては、速やかに対応すべく、

関係事業者と調整を行った上で、来月、７月末を

もって取り扱いをやめる方向で検討してまいり

ます。 

  なお、今回の見直しに係る影響でありますが、

電気・電子機器や優待券などで昨年度の決算額で

ある約35億3,000万円のうち約30億円分、割合に

して約85％を占めているところですが、他自治体

の今後の取り組み状況にも大きく左右されるこ

とから、現時点では予想が難しいところでありま

す。 

  このように、今回の見直しは本市に大きな影響

を及ぼすものでありますが、今後、パソコンなど

にかわる新たな返礼品として、例えば体験型の返

礼品などの開拓を進めてまいりたいと考えてお

ります。 

  私からは以上です。 

○島軒純一議長 相田克平議員。 

○２２番（相田克平議員） ある程度の予想はあり

ましたが、非常にショックだなというふうなまず

感想を述べさせていただきます。 

  順番をかえて、ふるさと納税のほうからちょっ

とお聞きします。 

  今の答弁をお聞きしますと、そのまま対応する

と、最新の実績と比べると約30億円ぐらいの減に

なるというような状況のようですけれども、これ

を極力そうならないように対策をとっていく必

要があると思います。 

  今、体験型のものをふやしていくというような

ことでしたが、まずお聞きしておきたいのが、ふ

るさと納税による収入は米沢市の財政健全化計

画の中に一定額盛り込まれていたはずです。この

財政健全化計画との関係といいますか、見直しを

迫られるようなレベルではないのかなというふ

うに心配しているわけですが、その点については

いかがでしょうか。 

○島軒純一議長 須佐総務部長。 

○須佐達朗総務部長 ふるさと納税につきましては、
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先ほど総額として35億とかありましたが、事業費

として。その事業費ではなく、いわゆる歳出を引

いた部分を、利益と言ったらちょっと語弊がある

んですが、その部分については基金に積み立て、

後年度でその基金を取り崩して一般会計に充て

て歳入とすると。そんなことをしてございます。

おかげさまで、平成27年度、それから28年度は専

決も含めて補正させていただきまして、相当程度

の基金があります。それもありまして、28年度に

は既に基金から５億円以上充てております。そし

て今後、29年度も含めてですが、３億以上の基金

からの繰り入れを一般会計では予定していると

ころでございます。 

  当然ですが、このように縮小されるとその基金

からの繰り入れの影響を心配しなければいけな

いわけですが、昨年度、それから今年度も今のと

ころ順調にふるさと納税いただいておりますの

で、健全化計画全体の中での不安というのは実は

総額的には少ないのかなと思っております。ただ、

将来的には米沢市としては歳入不安ございます

ので、この制度ができれば続いてもらえたらとい

う期待はありますが、健全化計画上は今のところ

は心配するほどでもないのかなというふうに思

っているところでございます。 

○島軒純一議長 相田克平議員。 

○２２番（相田克平議員） ただ一方で、ふるさと

納税の制度の趣旨といいますと、米沢を応援して

くださる気持ちで寄附してくださるわけですか

ら、その使われ道としてどういうものに使ってい

っているということがやはり一方で明らかにし

ていくということも大事なんだと思います。現状、

財政健全化の中で基金としての繰り入れで回し

ているところがあるわけですけれども、やはり今

般のさまざまな通知への対応を見ていると、使用

目的を明確にしたもので一定の実績を上げてい

るというところもあるようですので、そういうと

ころも今後の検討材料としては必要なのかなと

いうふうに思います。 

  市の財政にとっても影響は大きいわけですけれ

ども、一方で、先ほどの35億の８割といいますと、

事業所側、これまで返礼品を出していただいた生

産者の方そして事業所に対する影響も相当程度

大きいのではないのかなというふうに懸念して

います。今議会でも報告され承認しました例えば

観光コンベンション協会の決算資料の中でも、ふ

るさと納税返礼品の取り扱い手数料等々が一定

の金額があって、それが年度の収支バランスに寄

与したというような報告をいただいています。そ

う考えますと、やはり市だけではなくて、これま

でおつき合いいただいた返礼品事業者の方々に

対する影響というのも相当大きなものになるの

ではないのかなと心配しているんですが、その点

についてはどのようにお考えですか。 

○島軒純一議長 我妻企画調整部長。 

○我妻秀彰企画調整部長 おっしゃるとおり、影響

は小さくはないと思っております。パソコンにお

きましても、全体でつくっている台数から見れば

それほど大きな割合ではないにしろ、直接ダイレ

クトで発送して、その後さまざまメンテナンスも

直接行うという分野、その台数の中では一定の割

合を占めているというところでお話も伺ってお

りますし、そのほかの面にも、御指摘いただいた

ような米沢牛もそうですし、さまざまなものにつ

いても影響あるのではないかなと思っておりま

す。 

  今後、もっと広い視野でいろいろなものをさま

ざま開拓を私どもも一緒になってさせていただ

いて、まずは多くの種類をまず挙げてみようとい

う意気込みで今後取り組まなくてはならないと

感じております。 

○島軒純一議長 相田克平議員。 

○２２番（相田克平議員） やはりこれまで以上に、

そういう意味でいうと知恵を出して考えていか

なければいけないのではないのかなと思います。 

  よその自治体では、やはり返礼品から外れるこ

とになって、ふるさと納税で業績を上げていた工
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場が設備投資をして拡大したにもかかわらずだ

めになって、一転、倒産の危機というような、そ

んな実情もあるところもあるようです。まずもっ

て、米沢市においては、市内事業者さんにそのよ

うなことが起きないようにやはり万全の体制を

とる必要があると思います。 

  あわせて、３割という、私はこの根拠が全くわ

からないんですけれども、３割以内に抑える、そ

して額面を載せないような形の工夫をするとい

うことで対応していくものたちの中で、そうはい

っても、賢い納税者たちがたくさんの情報の中か

ら選ぶわけなんですよね。やはり当然お得感がな

いと選ばない。幸いなことに、本市にはやはり米

沢牛というブランドがあります。ＧＩをとった山

形県産酒、これからＧＩ認証銘柄は出てくるわけ

ですけれども、そういうものもあります。やはり

そういうものを最大限活用しながら、全体の額を

さらに引き上げていくという努力が必要だと思

います。 

  現実的には中間手数料なんかもあったんでしょ

うから、３割以内の金額の考え方なんですけれど

も、最終的な、要するに例えば牛を生産してくだ

さる人がいて、公社で枝肉にして、ステーキ肉に

なって、ステーキ肉になったものを梱包して発送

するための手数料のところまでさまざま加えた

もので３割以内ということなんでしょうか。それ

とも、そのお肉の価格が３割ということなんでし

ょうか。この点について細かなところというのは、

確認はとれていますか。 

○島軒純一議長 我妻企画調整部長。 

○我妻秀彰企画調整部長 返礼品を各さまざまな業

者さんとかにお願いするわけなんですが、私ども

がその返礼品をお願いした業者さん等、会社等に

お支払いするのが寄附金の３割以内というとこ

ろに解釈をしております。 

○島軒純一議長 相田克平議員。 

○２２番（相田克平議員） ということであれば、

ふるさと納税の制度そのものは、やはり納税者の

方がその町の応援をするわけですよね。そして

我々としては、自治体としては、いただいた税収

に当たる部分の使い道というのは、やはりその応

援してくれた方の気持ちを酌んだ使い道をして

いくということになれば、例えばですが、米沢牛

をその返礼品としてふるさと納税をされた方に

は、その件数または取扱高に乗じて畜産振興の予

算といいますか、振興策の予算を実績に照らし合

わせて増額していく。または、それぞれの事業者

の事業振興に寄与するようなものに使っていた

だくような支援策をやっていく。そういうことに

よって中間マージン的なところというのを現実

的には圧縮することができるのではないか。つま

り、米沢市がふるさと納税の返礼品として買い上

げるときの金額というのは下がるけれども、一方

で、実績に応じた形でその相手群に対して振興策、

振興予算として、協力事業者さんには収入として

前向きに使えるお金ができるというような考え

方ということは、この制度上、通用するのかどう

なのか。現段階でいいですから、認識をお知らせ

ください。 

○島軒純一議長 我妻企画調整部長。 

○我妻秀彰企画調整部長 なかなか一対一の関係で

そのような仕組みをつくるというのは非常にち

ょっと難しいところもあるのかなとは思ってお

りますが、その一方で、先ほど御指摘あったよう

に、今回きちんとやはり使用目的というものを明

確にしてというようなところのほうは今回の通

知の中にも入っておりますし、私どものほうも今

は総合計画の柱ごとにしておりますが、やはり米

沢市としてそのときそのときで課題になってい

るものを１つ、２つとかターゲットとして大きく

掲げて寄附をお願いするということも必要だと

思いますので、十分検討させていただきたいと思

います。 

○島軒純一議長 相田克平議員。 

○２２番（相田克平議員） やはり米沢市が35億を

上回るようなふるさと納税の実績になったのは、
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やはりふるさと納税する方が賢いからですから

ね。賢いからです。生真面目に通知にのっとって

……。これやらなければいけないですよ。やらな

ければいけないけれども、でもやはり行政も賢く

ならなければいけない。自治体も賢くならなけれ

ばいけない。賢いふるさと納税者に選択されるよ

うなラインナップをやはり考えていく必要があ

ると思います。 

  個人的な気持ちは「ひるまず進め」と、私は本

当に思っています。全国で同じように困っている

ところ、対応を迫られて困っているところがある

と思うんですよね。私、返礼品の率が３割を上回

っていることが指導対象になるというのは、ちょ

っと実は矛盾しているところもあるのではない

のかなというふうに考えています。 

  なぜかというと、それだけ返礼率が例えば５割

あるということは、その分の金額がその地域の返

礼品に係る分野の産業の振興に外からお金が入

ってくることにはほかならないわけです。行政の

自治体の収入がどうかということではなくて、や

はり納税者、ふるさと納税を利用する方は、その

町を応援する。その品物を出している魅力を感じ

て、そこを伸ばしてもらいたいと思った気持ちで

利用されているという前提があるとすれば、やは

り私は、返納率といいますか、そこのところも実

は他の自治体ときちっと連携をとりながら、総務

省ときちっと対話をして理解を求めるようなこ

とがあってもいいのではないのかなと思います。 

  その点について、ぜひ市長、お考え……。先日、

知事が、ちょっと対応が変わってやはり慎重にな

られました。そうはいっても、我々地方都市、自

治体にとっては非常に貴重な財源であったわけ

です。地方創生をうたう現政権にとっても目玉の

政策ですよね。確かに一部の転売などのことはあ

って、資産性の高いものに対しての非難というの

も集まっています。当然集まるところがあれば減

るところもあるわけなので、そういう中で、やは

り国においては非常に難しいバランスとりをさ

れていくところだと思うんです。ただし、一方で、

やはり我々としては声として上げていって、理解

を求めるというような行動はあわせてとってい

く必要があるのではないのかなと思いますが、い

かがでしょうか。 

○島軒純一議長 中川市長。 

○中川 勝市長 先日、全国の市長会がございまし

た。その中でも、総務省から、この件について徹

底するようにと。そして市長会としても、やはり

これからのこともありますので、それは適切に対

応していかなければならないのではないかとい

う国に対してのお答えもしたわけであります。 

  ただ、私も前から申し上げておりますように、

やはり主流を占めるパソコンであっても、米沢で

初めてつくったノートパソコン、世界で初めてつ

くったのはこの米沢であるし、そして今は世界最

軽量のパソコンだと。そういったものが一つの電

子機器というような捉え方で果たしていいのか

というふうに思っておりました。 

  そういったことも含めて、正直申し上げまして、

私はこの件だけでお伺いしたわけでないんです

けれども、２度ばかりお話を総務省の中でさせて

いただいております。事務次官が佐藤さんという

方で、福島出身の方であります。先日も行って、

いや、実はこれどうなんでしょうと、どうしても

総務省の指示に従わなければならないんでしょ

うかという話もさせていただきました。そのとき

は、当然総務省からそういう通知が出ているわけ

でありますから、いや、それはやはりふるさと納

税の趣旨に沿った対応をしてほしいということ

も言われましたけれども、実情なんかも話をさせ

てきていただいたところであります。 

  でありますので、今後どのように、総務省から

の通知の中で、今後、議員述べられますように、

どうやってこれからの米沢市の財源確保という

面もありますし、あるいは午前中の質問でありま

したように、米沢ブランドをどのようにやはり全

国に発信していくかという考えからしてみると、
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これは大きな戦略でもあるわけでありますので、

今まで米沢牛であったりとか、例えば物でいえば

パソコン、そのほかにもあるわけであります。こ

ういったものをつくっている米沢市というのは

どんなところだろう、ぜひ行って見てみたいとい

うような、そういう一つの今度は物から、今度は

やはり先ほど部長が申し上げましたように来て

いただく、体験していただくような商品づくりと

いうものもどうやってこれやっていけるかとい

うことも、通知にない返礼品としてこれからやは

りしっかり取り組んでいかなければならない。い

や、前にもこういった話は関係部内ではしており

ました。どういう商品をこれからもっともっと売

り出していくのかということについてもあった

わけであります。でありますので、国に対しては

本当に２度ばかりそういう話もさせていただき

ましたけれども、今後、こういう言い方をすると

あれなんですけれども、都議会の選挙でも終われ

ばまたどういうふうな方向性、流れが変わってく

るか私はわかりませんけれども、そういったこと

もあわせて、地方は地方として、このふるさと納

税が続く限りやはりしっかりと国のほうにも申

し上げていかなければならないんじゃないかと、

このように考えております。 

○島軒純一議長 相田克平議員。 

○２２番（相田克平議員） 私、中川市長は非常に

社交的といいますか、外向的といいますか、ネッ

トワークを活用されながら、さまざまなところに

連携をとっていただける市長だというふうに認

識しておりますので、ぜひこのことに関してもこ

れまでにないような、同じような全国で対応を迫

られていて困っていらっしゃるところは多いわ

けです。ぜひ積極的に触手を伸ばして情報交換を

していただきながら、やはり言われたままではな

くて、少しでも何らかの対応の余地をつかむよう

な努力をしていただきたいということをお願い

したいと思います。 

  私の本題は本当は立地適正化計画のほうだった

んですけれども、時間が余りなくなりましたが、

予想どおりの答弁でございました。米沢市の都市

計画というのは本当に機能しているんでしょう

か。私はその点についてちょっとお伺いしたい。 

  これまでの確かに用途用地上でいろいろな規制

をかけて乱開発というかそういうものを規制す

るという形では、確かに機能していると思います。

けれども、将来こういうまちをつくっていくんだ

よということ、機能しているのか。例えば都市計

画道路なんて全然通らないじゃないですか。その

点について、機能していないとは言えないでしょ

うけれども、どんなことで機能しているのかお答

えいただければなと思います。いかがですか。 

○島軒純一議長 杉浦建設部長。 

○杉浦隆治建設部長 機能の面、御指摘受けたわけ

ですけれども、やはり都市計画マスタープランと

いいますと、その都市全体の将来ビジョン、マス

タープランは20年計画ですけれども、その地域地

域のデザインを描くというようなところになっ

ています。お話があったとおり用途の規制など、

一定程度規制をかけることによって整然とした

町並みをつくってきたとか、あるいは都市計画道

路、御指摘のとおり米沢市はおくれておりますけ

れども、幹線道路として進んできた面もあります。

そういった効果もございます。 

  都市計画マスタープランは、まちづくり総合計

画を上位計画として、新たなデザインを描いてい

くわけです。先ほど答弁申し上げましたとおり、

新たな都市計画マスタープラン、これ現行が32年

度までになっております。そういったことも踏ま

えながら、今後のまちの方向性、お話があった持

続可能性というのは大変重要なことですので、今

も重要と、コンパクトなまちということは重々承

知しているところです。そういったことを踏まえ

ながら、マスタープランなり、立地適正化計画な

り、検討を深めていきたいというふうに思ってお

ります。 

○島軒純一議長 相田克平議員。 



- 196 - 

○２２番（相田克平議員） 私から言わせれば、ず

っと計画づくりをしているのかなというふうに、

本当に都市計画課は都市計画策定のためなのか

と。都市計画というのは、都市政策なんですよね。

だから、そうなると、私はやはりむしろ建設部所

管というよりは、どちらかというと、企画調整部

のようなところがやるべきテーマなのではない

かなというふうに思います。現実的に立地適正化

計画等にあわせて活用、あと都市再生整備法の改

正にあわせたさまざまな支援制度の活用等で、そ

れこそふるさと納税と同じように国交省から通

知来ているわけですね。例えば病院なんかこれか

らつくるときは、アクセスも考えてちゃんとまち

なかにつくるんだったら応援するよとか、たくさ

ん通知来ているでしょう。来ているわけですよ。

でも、現実的に病院をこれから建てなければいけ

ないのに、そういう通知に基づいて支援制度もあ

るものを活用するような体制にあるかというと、

立地適正化計画が策定されていないから、かさ増

しされない、より有利な制度を使えないような状

況にあるのではないですか。これ次期マスタープ

ランの検討とあわせてなんて言うと、33年の話で

すよ。今の時代の流れが速い中で、ここからオリ

ンピック、先の話をされても、その間何をやって

いるんだと私は申し上げたい。 

  立地適正化計画、本当に早急に検討すべきだと

思いますが、もう一度その点について御返答いた

だきたいと思います。 

○島軒純一議長 杉浦建設部長。 

○杉浦隆治建設部長 立地適正化計画は、先ほど答

弁もしましたけれども、都市計画マスタープラン

を上塗りするというか、かぶせるような計画にも

なっております。その立地適正化計画を持ってい

くにはやはりストーリーというようなところが

大事になってきます。そして、拠点となる目玉と

なる施設とか、そういったものを視野に入れなが

らストーリーをつくって、いかにしてそのまちの

ためのビジョンを計画を深掘りしたものをつく

っていくかというようなことになっております。

そういったことを踏まえまして、やはり情勢を見

ながら、マスタープランがベースとなりますけれ

ども、立地適正化計画も深めていきたいというふ

うに思っております。 

○島軒純一議長 相田克平議員。 

○２２番（相田克平議員） 今の答弁で、やる感じ

全くしないわけですよね。マスタープランの高度

化版だというのはわかります。だけど、私、冒頭

言いましたよね。26年３月見直しをしたマスター

プランで十分その中身はいいんじゃないかと申

し上げているんです。それをマイナス面で解決し

なければいけない課題として載せていたものを、

解決するために立地適正化計画制度が使えるで

しょうという話をさせていただいたわけです。使

えるのになぜやらないのということを言ったわ

けです。 

  時間もないですけれども、米沢市が中活のほう

で非常にお世話になっている弘前大学の北原先

生、月に一度程度本市にお越しいただいて学生た

ちとのワークショップなどをやっていただいて

いますが、実はこの方、都市計画が専門の先生で

すよ。整備局へ行って講演なんかされています。

立地適正化計画をする場合の地方都市の覚悟と

はとか、さまざまな場面で活躍されています。整

備局、そして国交省も、東北の中で立適をやりな

がら、先行して果敢に挑戦されているまちとして

の紹介として、やはり弘前市を挙げているわけで

す。本県の鶴岡市も紹介されていたりします。月

に一度程度来ていただいているわけですから、ぜ

ひこのつながりを活用してみてはどうなんでし

ょうか。 

  私、ここで答弁求めると時間がなくなってしま

うのでもう少し続けさせていただきますけれど

も、私が言いたいのは、今米沢市が立地適正化計

画に手を挙げられない課題があるのか。挙げて、

デメリットがあるのか。私はないと思うんです。

線引きしなければいけないから、線引きの外の人
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たちの資産価値が下がるんじゃないかとかいろ

いろ一般的には言われていますけれども、では逆

に言えば、線引きしなくても資産価値なんてどん

どん下がっていきませんか、人口減っていったら。

生活できないまちになっていったら。これ、弘前

大学の北原先生が、その国交省でされた講演のパ

ワーポイントをいただいてきました。「第二の線

引き」と表現する方々がいるけれども、時代は違

うんだと。線引きが登場したのはまさに成長の時

代。平成17年につくった都市計画の時代。〇〇し

たいという人に対して、〇〇できるのはここだけ

ですよと言ってきたわけです。これまでの都市計

画というのは。だけど、人口減少社会ではどう考

えればいいのか。 

  今、冒頭に言いましたけれども、いや、できれ

ばこのまま住み続けたいのに、住み続けられない

まちになってほしくないなとみんな不安に思っ

ているんです。危機感を持っているんです。そう

いうときだからこそ、多くの市民の方たちとこう

やって暮らすべきではないのかというコンセン

サスを図っていく、ビジョンを共有するというこ

とが大事だと言うんです。今までの都市計画だっ

たらそれができなかったんです。立地適正化計画

に向かっていくことで、確かにハードルは高いで

すよ。ハードルは高いけれども、このままでだめ

でしょうと。 

  言っているように、もう住民のほうがはるかに

危機感強いです。そういう中で、こうすれば安心

だよねと、すぐにはできないけれども、時間をか

けてこういうまちにしていきましょうと、そのた

めにここに都市機能を集積し、家を建てかえるの

だったらこの居住誘導エリアに住めるようにし

てください。そこに住んでいたければ住んでいた

だいてもいいけれども、いずれもしかするとさま

ざまな面で住みにくさというのは、このエリアだ

と享受できないところが出てくるかもしれせん

と。そういうビジョンを共有することが大事だと

思います。 

  ぜひ早急に検討していただきたい。北原先生来

ているわけですから、シンポジウムでも何でも開

いてみて、勉強するということをまずやっていた

だきたいと思いますが、いかがですか。 

○島軒純一議長 杉浦建設部長。 

○杉浦隆治建設部長 お話のとおり、北原先生、私

もお名前のほうは重々存じ上げています。市民の

皆さん、そして我々もそうですけれども、このま

ちの置かれている状況、それから今後についてさ

まざま深掘りしながら知って、ではどういうふう

なことをやっていけばいいんだというようなこ

とを勉強するのは非常に大事なことだと思って

おります。どういった機会、どういったことで捉

えてやっていくかというのは検討するべきだと

は思っておりますけれども、御提案のほうをいた

だいていきたいと思います。 

○島軒純一議長 相田克平議員。 

○２２番（相田克平議員） 最後に私は、これは企

画畑が引っ張るべき問題だとはっきり申し上げ

て終わりたい。早急に立地適正化計画を検討して

いただきたいと申し上げて、質問を終わります。 

○島軒純一議長 以上で22番相田克平議員の一般質

問を終了し、暫時休憩いたします。 

 

午後 ２時０２分 休  憩 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

午後 ２時１１分 開  議 

 

○島軒純一議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に進みます。 

  一つ、学園生活の充実のための環境整備につい

て外２点、８番髙橋英夫議員。 

  〔８番髙橋英夫議員登壇〕（拍手） 

○８番（髙橋英夫議員） こんにちは。 

  山田議員同様、また同じ質問しているというふ

うにみんなから思われそうですが、やはり何回も
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何回もボディーブローのように繰り返して、少し

でも行政の皆さんには前に事を進めていただき

たいという立場から、また同じ質問のようなもの

をしていきたいと思います。 

  まず、私は、きょうは大項目３つの質問をいた

します。１つ目は学園生活の充実のための環境整

備について、２つ目は貧困対策としての支援プロ

グラムの構築について、３つ目は「自然と文化、

歴史を活かす観光の振興」の戦略的展開をという、

三本立てで質問をしたいと思います。 

  昨年からスタートしましたこの米沢市まちづく

り総合計画ですが、2016年から2025年までの10年

間の計画、これに全部織り込んであります。表紙

のスローガンに「「ひとが輝き創造し続ける学園

都市・米沢」を目指して」、こういう言葉が掲げ

られております。最初にこの言葉に出会ったとき

に、実は私はすごく違和感がありました。なぜな

らば、私自身、「学園都市」というふうなイメー

ジをなかなか実感として持てなかったという時

期だったからです。その後時間が経過しまして、

徐々に学生の人たちとの交流、対話がふえてきま

した。そういう中で、ああ、確かに米沢って学園

都市だったんだ、そしてこのスローガンはそのと

きは違和感があったけれども、本来そういうまち

するというふうな方向性を自分自身も向かなけ

ればいけないんだなということに気がつきまし

た。 

  改めてこの冊子を開きまして、米沢市総合計画

審議会会長の尾形健明先生が「答申のことば」で

その辺の思いを書いておられます。 

   これからの10年間を展望したとき、審議会で

は、米沢市の特色を生かすことで人口減少社会

に対応できるまちづくりを進めていくことが

重要であると考えました。米沢市には、山形大

学工学部、山形県立米沢栄養大学及び山形県立

米沢女子短期大学の３つの高等教育機関が立

地しています。米沢市と同規模の都市に３つの

高等教育機関が立地しているのは全国でも少

なく、各大学合わせておよそ4,000人もの教職

員、学生が生活をしているいわゆる学園都市を

形成していることは、米沢市の大きな特色です。

そのために米沢市は、産学官民連携による地域

産業の振興や新産業の創造、学問への高い関心

と深い教養を培うことによる豊かな人間形成

と、米沢市の魅力をさらに高めるための環境が

整っているという強みを持っています。また、

米沢市は歴史と文化、緑豊かな自然等の地域資

源に恵まれていることも大きな特色であり、多

くの観光客が全国から米沢市を訪れています。

また、日本初の人造絹糸の製造や有機ＥＬ照明

の製品化に代表されるように、既成概念を打ち

破り、新しいものをつくり出すものづくりのま

ちでもあります。これまでも、このような米沢

市の強みや地域資源を生かしたまちづくりが

行われてきましたが、今後は学園都市が持つ機

能をさらに生かして、観光、商工業、農業、教

育、子育て等、幅広い分野の施策を推進するま

ちづくりを行い、交流人口の増加等による地域

の活性化が求められる時代であると言えます。 

  こういう尾形先生の強い思いからこの「ひとが

輝き創造し続ける学園都市・米沢」というスロー

ガンが生まれたんだなということを、改めて読み

返して感じました。 

  きょうの質問は、この計画の中には、幾つか学

生にとって生活のしやすいまちをつくるんだと

いうふうな計画の文言がございますが、果たして

それが今どう実現しているだろうか。このことに

ついては、私は率直に幾つかの疑問を持っている

ところです。 

  そこで質問いたします。 

  まず、１つ目は、学生のニーズに対応した利便

性の高い公共交通機関等の整備の現状はどうな

っているでしょうか。２つ目として、学生に対す

る地域情報の発信の現状はどうなっているでし

ょうか。３番として、セカンドホーム事業の現状

と課題はどうなっているか。４番、「学園都市」
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という言葉、イメージに対する市民の意識はどう

なっているか。この４つについてこの項目ではお

伺いしたいと思います。 

  次に、２つ目は、貧困対策としての支援プログ

ラムの構築についての質問をしたいと思います。 

  まず最初に、４月12日の山形新聞に紹介された、

広島市に住んでおられる中本忠子さんという83

歳のおばあさんの話を紹介したいと思います。 

  この方はテレビでも紹介されましたので、テレ

ビの番組でも私、深く深く感銘を受けた方なんで

すが、どういう方かといいますと、1982年に保護

司として担当したシンナー中毒の14歳の少年、こ

の子に「シンナーをやめない理由は」と聞くと、

「腹が減っちょるから」ということで、この子は

両親に御飯を用意してもらえず、万引きをした食

べ物とシンナーで空腹を紛らわせていたという

ことで、その子に卵入りのおじやをつくってあげ

るとあっという間に平らげた。毎日食べに来た。

満腹では吐き気がすると、シンナーをやめたとい

うことで、その子はやがて友達を連れてくるよう

になったんです。そういう友達がまた友達を誘っ

て、1980年からその活動、それからは「盆も正月

もありゃせん」という感じで、毎日毎日やってく

る少年たちに御飯を食べさせる。会場となってい

るのは広島市の自宅アパートです。これまでに

100人以上の面倒を見てきたそうです。「食費は

月10万円を超えたな」、お金を取らなかった。現

在はＮＰＯ法人の運営になっており、寄附等で運

営しているそうです。 

  このおばあさんの姿を私はテレビでも見ました

し記事でも読んだんですが、この方が言っている

ことは、「お腹いっぱいなら悪さはせん。御飯が

食べられないから非行に走るんだ」、そういう信

念のもと、毎日毎日子供たちを受け入れて、そし

てその犯罪に陥っていく子供たちの可能性を少

なくしていく、あるいはなくしていく、こういっ

たことをずっとやってこられた方です。 

  かように、子供の貧困の問題というのは、方向

がよければ優良な勤労市民に育つような支援が

できる。しかし、支援の手が届かなければドロッ

プアウトをして、さらなる貧困の連鎖が広がって

いくというふうなことになると思います。 

  米沢市においても貧困は存在しています。こん

なことを言うとなかなか実感が持てないという

方がおられると思うんですが、子ども食堂のワー

クショップに参加された市内のある小児科の先

生、ある学校の校医をされている方ですが、最近

非常に子供の貧困に関心があるという理由でこ

のワークショップに参加されました。そして、自

己紹介でおっしゃったことは、学校で目にする生

活実態のアンケート、以前から朝御飯を食べない

という子はいた。でも、近年、晩御飯も食べない、

時々しか食べない、そういう子があらわれたとい

うことで、この先生は非常にそのことを心配をし

て、気になさって、そして子ども食堂のワークシ

ョップに参加されました。 

  こんな事例もございます。たまたま最近、私あ

る町内の総会の議案を手にすることがありまし

た。その議案の中の予算書の中に、ある費目の中

に、備考欄に「困窮者対策」という文字があった

んです。町内会で困窮者対策って何だろうと思っ

て町内会長に聞きましたらば、町内で行われる子

供向けのイベント、そういったときに、子供の参

加費はゼロ円だと、けれどもそれに付き添う大人

の参加費が300円となっているものだから、その

300円が惜しいために子供に町内会に参加するな

と言って引きとめてしまうという家庭が現にあ

ると。それをカバーするために、町内会の予算で

その300円を家庭分つけているという、これは本

当の話です。そういう現実を最近知りました。 

  ですから、米沢市においても早くから貧困対策

としての支援プログラムを構築して、その子供が

小学校の低学年のうちから学習支援を受けて学

力がついていく、そして高校進学や大学進学にも

間に合うことができるような、そのことも含めた

支援をするということが、負の連鎖を断ち切るこ
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と、貧困と格差を広げない、それから回避させる

道ではないかなというふうに思います。 

  そこで、このことについて質問いたします。 

  米沢市においては、そういった家庭に対する学

習支援の現状、そして課題はどうなっているでし

ょうか。２番目、進学支援の現状と課題はどうな

っているでしょうか。３番目、保護者及び子供た

ちへの就労支援等の現状と課題はどうなってい

るでしょうか。 

  最後に、これは３月議会でも取り上げましたが、

ぜひ学校給食の段階的無償化をお願いしたいと

いうことを改めてお願いしたいと思います。例え

ば第３子のいる家庭から行う、こういったことで

もいいかと思います。現在、山形県下では８つの

市町が実施しております。ぜひ米沢市もそれに倣

っていただきたいということをお伺いしたいと

思います。 

  大きな項目の３つ目は、「自然と文化、歴史を

活かす観光の振興」の戦略的展開という質問なん

ですが、まずその１つ目、これも私は繰り返し申

し上げていることですが、ことしは伊達政宗の生

誕450年の50年に１回の大きな節目の年です。米

沢市では、ついこの間、「梵天丸」というミュー

ジカルがありました。そういったことがありまし

たけれども、私が特に申し上げたいことは、戦略

として、この生誕450年が全く打ち出されていな

いという問題を指摘したいと思います。例えば米

沢市のホームページを開きますとさまざまな文

字がもちろんあらわれるわけですけれども、ホー

ムページのほぼほぼ全てのところで見ても、「伊

達政宗生誕450年」という文字が出てきません。

本来、伊達も上杉も語れるまちというのは、全国

的に見ても非常にほかに例がないこと、歴史愛好

家にとっては本当にたまらないような魅力のあ

る歴史のまちなんです。特に、伊達政宗は戦国の

武将の中でも人気のあるビッグネームですので、

こういうお宝のある米沢市がこの年を前面に出

さないということは非常にもったいないと思う

んです。 

  そこで、１つ目の質問は、伊達政宗生誕450年の

「時の利」について、どう認識されておられるか

お伺いしたいと思います。 

  ２つ目、天狗山舘の発見を契機に、小野川エリ

アの魅力を発信してはどうかということです。 

  昨年の８月に小野川スキー場の南側にあります

天狗山で大変大規模な山城の遺構が見つかりま

した。そして、３日ほど前に一旦調査が終わった

んですが、縄張り図というものをつくるための測

量等の作業が終わりました。聞くところによりま

すと、舘山城の２倍以上の規模であるそうです。

大変大きな規模の山城だそうです。そうしますと、

その天狗山舘という一つの新しいポイントも含

めて、小野川には温泉があり、ホタルがあり、昆

虫館があり、それからおととい話題になりました

小野川小町花公園ですか、もういろいろな魅力の

あるエリアだと思うんです。こういう小野川のエ

リアの魅力を面的に発信するというふうな努力

が今本当に必要になってきたのでないかなと思

われますので、その点についてお伺いします。 

  ３番として、今のお話と関係がございます。そ

して、３月議会でこのことは齋藤千惠子議員が同

じ質問をしていますのでまさに追跡的な質問に

なってしまうんですが、「観光」「健康」「環境」

の斜平山エリアの活用をもっともっと推進する、

そしてそのことを発信する必要があるのではな

いかという質問です。３月に一度、齋藤議員の質

問に対する答えをいただいていますが、まだ３カ

月なので短いかもしれませんが、その後、お答え

がどのように前進したかぜひお聞かせいただき

たいというふうに思います。 

  ４つ目の小項目の質問として、ガイド養成講座

を開設して「ブラタモリ型」のまち歩きガイドを

ふやしてはどうか。この米沢市まちづくり総合計

画の中にも、観光のところには、滞在型の観光、

そういったものを推進すると書いてあります。そ

れを誘客するには、米沢をゆっくり案内してもら
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って、「ブラタモリ」のように充実感のある説明

が聞ける、そういったスキルを持ったガイドを市

民の中にたくさんつくるということが必要にな

ってくるのではないでしょうか。このことについ

ての見解をお伺いしたいと思います。 

  最後の５つ目の小項目の質問は、４つ目と関連

しますが、滞在型観光促進事業の成功のために、

深掘りツアーというものを大いに取り入れたら

どうかということです。 

  今、ブラタモリ型と申しましたが、直江兼続が

つくった城下町を案内するということに加え、今

度は新しく舘山城跡という大きな魅力のあるス

ポットができました。１つ目の伊達政宗生誕450

年の話と関連しますが、実際に今たくさんの旅行

者、観光客が日々舘山城に足を踏み入れているそ

うです。ついこの間は、山形市の最上義光の会で

すか、「義光会」という会だそうですが、大型バ

スでやってきて、そして舘山城の見学を楽しまれ

たという話でございます。こういう舘山城の探索

であったり、あるいは先ほどの斜平山のトレッキ

ング、そういった時間のかかる、そして楽しめる、

そういったメニューがどんどんと発信されれば、

これは小野川温泉に１泊をして、１泊２日の滞在

型のツアーで米沢を訪問しよう、こういうふうな

交流人口をふやすための施策になると思います。

このことを質問したいと思います。 

  以上、壇上からの質問を終わります。 

○島軒純一議長 我妻企画調整部長。 

  〔我妻秀彰企画調整部長登壇〕 

○我妻秀彰企画調整部長 私からは、学園生活の充

実のための環境整備についての御質問にお答え

いたします。 

  まず、学生のニーズに対応した利便性の高い公

共交通機関等の整備についてでありますが、以前

は、現在廃止となっております米沢・（松原）関

根線のうち、１日数本を米短・栄養大方面に迂回

させ運行しておりましたが、平成23年12月から、

学生の米沢駅からの通学や市街地への移動のた

め、また当時公共交通空白地であった南部地区へ

の対応として市街地循環バス南回り路線を運行

しております。便数は必ずしも十分ではないかも

しれませんが、学生の授業に支障が出ないよう考

慮し整備したものであり、今後も継続運行しなが

ら、授業以外の学生生活充実のため、より利用し

やすい公共交通となるよう努めてまいりたいと

考えております。 

  次に、学生に対する地域情報の発信についてで

ありますが、まずは新生活を始める学生の皆さん

が米沢というまちを知り、情報豊かな学生生活を

送れるよう、各大学主催の新入生ガイダンスなど

にお邪魔して情報提供を行っております。 

  その席上、インターネットでも閲覧可能な「米

沢エリア生活便利手帳」や情報誌「ザワワ」の配

布・ＰＲを行い、市内の飲食店や医療機関等の地

域情報に気軽に触れられるよう努めるとともに、

米沢の歴史、伝統文化や温泉などを体験する「米

沢のよさを知るバスツアー」や、「セカンドホー

ム事業」といった地域に親しめるイベントのＰＲ

を実施しております。 

  また、在学中、サークル活動やボランティア活

動で市民とつながりさまざまな地域活動に参加

することは、多くの地域情報も得られ、より充実

した学生生活を送る方法の一つであることを、実

際にそういった活動を行っている先輩学生の体

験談も交えながら全新入生などにお話しし、米沢

の一歩を踏み出すための取り組みも行っており

ます。 

  次に、セカンドホーム事業の現状と課題につい

てでありますが、この事業は平成20年度に試験的

に実施したことに始まり、これを含め、今年度で

10年目となります。 

  事業の内容としては、学生が市内の御家庭を訪

問し、御飯を御馳走になりながら交流することで、

米沢を第二の故郷と思えるようお手伝いをする

というものであります。これまで1,170名の学生

が481の御家庭で交流を行っており、今年度も今



- 202 - 

月19日から７月９日までの間、63名の学生が21の

御家庭などを訪れ交流する予定となっておりま

す。昨年度からは複数の御家庭が共同でのパーテ

ィー形式で多くの学生を受け入れてくださった

り、今年度はコミュニティセンターの事業とタイ

アップした受け入れが実現したりと、より学生と

地域の交流が深まる流れも生まれているところ

であります。交流後も、全てというわけにはいき

ませんが、一部の学生と受け入れ先で自主的な交

流を続け、さらに親交を深めていただいている例

もあります。 

  また、他県出身の学生の中には、市民とのつな

がりなどから米沢への愛着を深め、市内企業や官

公庁に就職し定住を果たしたという例もあり、現

役学生でも、現在市内企業への就業を目指し就職

活動を行っている方もいらっしゃると聞いてお

ります。 

  今後の課題としましては、新規の受け入れ家庭

をどう確保していくか、各コミュニティセンター

事業とのタイアップをどのようにふやしていく

か、また町内会や地域コミュニティーとどう学生

がつながっていくきっかけづくりをしていくか

ということも重要であると考えております。 

  また、学園都市に対する市民の意識というとこ

ろにもつながってまいりますが、地域での受け入

れ事例がふえ、多くの市民に学生が持つ若い力や

柔軟な発想などを感じていただくことで、３つの

高等教育機関が立地する「学園都市」の意義を御

理解いただけるものと考えております。 

  今後もこのような活動を通じて、まちづくり総

合計画のテーマとして掲げる「ひとが輝き創造し

続ける学園都市・米沢」を広くアピールしてまい

りたいと考えております。 

  私からは以上です。 

○島軒純一議長 堤健康福祉部長。 

  〔堤 啓一健康福祉部長登壇〕 

○堤 啓一健康福祉部長 私からは、２の貧困対策

としての支援プログラムの構築についてのうち、

（１）と（３）の学習支援、それから就労支援の

現状等についてお答えいたします。 

  最初に、学習支援の現状と課題についてお答え

いたします。 

  本市で実施しております子どもの学習支援事業

につきましては、貧困の連鎖の防止を目的に、平

成24年10月から当初は生活保護世帯のみを対象

に開始し、学習支援のみならず日常的な生活習慣、

進学に関する相談、高校進学者の中退防止に関す

る相談など、子供と保護者の双方に必要な支援を

行っております。 

  実施に当たっては、児童教育や児童福祉に見識

のあるＮＰＯ法人に委託し、その方法としては、

家庭環境にさまざまな問題を抱えた世帯が多い

ことから、特定の場所に通ったり集まったりする

形態ではなく、個別家庭訪問により実施しており

ます。 

  平成28年度の子どもの学習支援事業の実績につ

きましては、中学１年１名、中学２年が１名、中

学３年が４名、高校１年が１名の計７世帯７名を

対象として、計182回延べ359時間の支援を実施し

ております。なお、中学３年生につきましては、

全員が高校に進学することができました。 

  次に、民間等で実施している学習支援の状況に

つきましては、まず米沢市母子寡婦福祉連合会が

すこやかセンターを会場として、山形大学等の学

生で構成された「まなびす」というサークルとと

もに、平成28年４月から毎週土曜日の週１回、ひ

とり親家庭等の子供たちに学習支援を行ってお

ります。また、市内で飲食店等をしている「フェ

リーチェの会」も昨年の12月から月１回、学習支

援やスポーツ交流などを実施しております。 

  今後とも、官民を問わず実施されている各種支

援事業や制度に関しての情報収集を引き続き行

い、関係機関の協力のもと、生活困窮者世帯への

一層の周知を図りながら支援の継続を図ってい

きたいと考えております。 

  次に、保護者及び子供への就労支援の現状と課
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題についてお答えいたします。 

  自立相談支援事業は、生活困窮者世帯への支援

を定めた生活困窮者自立支援法に基づき、平成27

年度から米沢市社会福祉協議会内に「生活自立支

援センター」を設置し、生活に困窮している方々

の相談をお受けするまさに支援の入り口と位置

づけをし、各種支援を実施しているところであり

ます。 

  本事業につきましては、現に経済的に困窮し、

最低限度の生活を維持することができなくなる

おそれのある方々を対象に、一人一人の状況に合

わせた支援プランを作成し、専門の支援員が寄り

添い、ほかの専門機関等と連携して解決に向けた

包括的かつ継続的な支援を実施していくもので

すが、プラン策定の中で、就労に関する支援を希

望し必要と判断された場合には、ハローワーク等

の関係機関へ同行するなど、相談者の立場に立ち

寄り添う姿勢で就労支援が行われております。 

  また、社会とのかかわりに不安がある、他の人

とのコミュニケーションがうまくとれないなど、

直ちに就労支援が困難な者につきましては、一般

就労に向けた基礎能力を養いながら就労に向け

た支援を行う「就労準備支援事業」につなぎまし

て、平成28年度は６名が利用し、うち３名が就労

に結びついたところであります。 

  一方、生活保護世帯における就労支援につきま

しては、ケースワーカーによる支援とともに、平

成21年度から専任の就労支援員を１名配置し、就

労意欲の喚起、履歴書の書き方や面接の受け方の

助言・指導、ハローワークへの同行訪問などによ

る支援を実施しており、平成28年度は支援対象者

54名のうち23名が就労を開始し、うち６名が生活

保護から脱却しております。 

  また、被保護者の中でも直ちに就労支援が困難

な者につきましては、被保護者就労準備支援事業

での支援につなぎ、平成28年度は15名のうち５名

が就労を開始し、うち１名が生活保護から脱却し

ております。 

  このように、生活保護世帯及び困窮者世帯への

就労支援につきましては、各関係機関の協力のも

と、継続的かつ包括的な支援を今後とも実施して

まいりたいと考えております。 

  私からは以上でございます。 

○島軒純一議長 大河原教育長。 

  〔大河原真樹教育長登壇〕 

○大河原真樹教育長 私からは、貧困対策４点のう

ちの２点についてお答えをいたします。 

  初めに、小・中学校の進学支援の現状と課題に

ついて申し上げます。 

  自己の将来に夢や希望を抱き実現を目指すこと、

さらに職業生活に必要な基礎的な知識や技能習

得に向けての理解や関心、そして望ましい勤労

観・職業観の育成は、全ての子供たちに必要なも

のであります。 

  現在、本市においても、小学校では街探検や職

場見学を、中学校では全ての中学校で４日間の職

場体験「米沢チャレンジウィーク」を行い、さら

に高等学校でのインターンシップにつなげてい

けるように、系統的に体験活動を実施しておりま

す。 

  また、特に中学校では、主に学級活動や総合的

な学習の時間に進路学習を行っております。例え

ば１・２年生では、職業調べをしたり、さまざま

な収入を得る方法について調べたりしています。

その中で、将来どのような働き方をしてどのよう

に収入を得ていきたいと考えているか、また自分

の考えに合った職業や仕事はどのようなものが

あるか、さらにはそういった職業につくためには

どのような努力や資格が必要かなど学習してお

ります。 

  また、２・３年生では、卒業後の具体的な進路

選択に係り、生徒及び保護者に対して進路学習会

や個別の三者面談を実施しております。その際、

貸与型や給付型など奨学金の種類や手続につい

ての情報を提供したり、家庭の状況により個別の

相談に応じたりしております。 
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  今後とも、学校教育においては、学校の特色や

地域の実情を踏まえつつ、子供たちの発達段階に

合ったキャリア教育を推進・充実させることを通

して進学支援に取り組んでいきたいと考えてお

ります。 

  次に、学校給食の段階的無償化についてお答え

いたします。 

  教育委員会としましては、学校給食における貧

困対策事業として、第３子以降に限らず、第１子

から要保護及び準要保護児童生徒に対し実質的

な給食の無償化を行っているところです。 

  なお、学校給食においては、昭和29年に施行さ

れた学校給食法において費用負担の区分が定め

られており、施設設備費及び人件費は市町村が負

担し、その他の経費は保護者が負担することとな

っておりますので、本市では食材費のみを学校給

食費として保護者に負担していただいていると

ころであります。 

  そのため、本市では現段階において、貧困世帯

以外への学校給食の段階的無償化については、考

えていないところでございます。 

  私からは以上です。 

○島軒純一議長 山口産業部長。 

  〔山口昇一産業部長登壇〕 

○山口昇一産業部長 私からは、３番目になります

が、伊達政宗生誕450年の「時の利」についてお

答えをさせていただきます。 

  御承知のように本市は、「上杉の城下町米沢」

をキャッチコピーに全国に発信をしてまいりま

した。その結果、「上杉の城下町」というイメー

ジが一定程度定着をしてきているものと思われ

ます。一方、伊達政宗に関しては、生誕の地であ

るものの、伊達家に関する文化財や史跡等がほと

んど市内に存在をしないことから、積極的なＰＲ

を行ってこなかったのが実情かと捉えておりま

す。しかしながら、昨年、舘山城跡が国指定史跡

になったことを受け、議員御指摘のように、歴史

愛好家などからの注目度は増してきているもの

と感じております。 

  お述べのように、ことしは伊達政宗生誕450年と

いう節目の年であります。この周年記念に絡めま

して、舘山城跡、小野川地区の田んぼアート、鷹

山公シンポジウム、このテーマが伊達政宗であり

ました。なせばなる秋まつりなど、官民それぞれ

の立場で伊達政宗や伊達家に関係する史跡の紹

介やイベント等が企画、実施をされておりますの

で、本市の観光情報サイトである米沢観光ナビに

「伊達政宗生誕450年」のバナーを設置をするな

どして、わかりやすい形で紹介、発信して、450

周年の認知度を高めるとともに、本市への観光誘

客促進につながるようＰＲに努めてまいりたい

と考えております。 

  次に、天狗山舘の発見を契機に小野川エリアの

魅力を発信してはどうかという御質問でありま

した。 

  小野川地区には、観光素材になる地域資源とし

て、小野小町ゆかりの温泉街を中心に、ホタルの

鑑賞地でもあり、ことし12回目を迎えた田んぼア

ートや、冬には伝統野菜の小野川豆もやしやアサ

ツキが出荷され、雪を活用したかまくら村がオー

プンするなど、通年を通して観光客を誘客できる

素材が豊富にあり、本市においても、温泉と多様

な地域資源を組み合わせての観光誘客のＰＲを

行ってきております。 

  平成27年度には、国の地方創生先行型交付金を

活用し、市内におけるまち歩き観光を促進するた

め、各種団体においてそれぞれに本市のまち歩き

コースをつくり、そのコースをインターネット等

から予約をし、現地で観光ガイドが案内するとい

う仕組みを構築をいたしました。小野川エリアに

おいては、小野川温泉の若手の集まりである小野

川温泉観光知実行委員会が、「小野川温泉まちめ

ぐり」として無料・有料の２コースを設定をして

おります。そのコースの中には薬師堂や尼湯、塩

田の碑や復元された西浦公園のほか、季節的に田

んぼアートやもやし湯なども組み込まれており、
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地域の観光資源が有効に活用されております。 

  今後とも小野川温泉観光協議会や地元町内会等

と連携し、受け入れ環境の整備とともに、観光ナ

ビや各種媒体による情報発信に努めてまいりた

いと考えております。 

  なお、天狗山舘につきましては、地元の有志の

方を中心に現在調査が進められているようであ

りますが、まだ詳細が不明であることや、当該地

が民有地であることなどからも、今後の動向を見

ていきたいというふうに考えております。 

  次に、「観光」「健康」「環境」の斜平山エリ

アの活用を推進してはどうかの御質問でありま

した。 

  斜平山は、地域の自然を反映した植生が比較的

良好な状態で残存している地域であり、貴重な里

山であると認識をしております。そして、以前か

ら民衆登山やトレッキングなどで親しまれてお

り、近年では、健康への問題意識の高まりを背景

に、新しい旅行の形態として「ヘルスツーリズム」

が注目を集めており、昨年は県外から市民ツアー

として斜平山トレッキングに参加していただい

た実績もありますので、今後は、小野川温泉での

滞在と組み合わせた健康回復、健康維持増進のた

めのエリアとして知名度を上げていくことが期

待できるものと考えております。 

  観光面では、斜平山の尾根沿いで眺めがよく、

東京スカイツリーと同じ標高634メートルのとこ

ろには「斜平スカイツリー」の標柱を設置をし、

新たな観光ポイントになっております。また、平

成27年には、山形県において、御家族や友人など

と一緒にぜひ一度は足を運んでいただきたいお

勧めの場所「やまがた景観物語」おすすめビュー

ポイントとして、「御成山公園から見る米沢市街

地と吾妻連峰」が選定をされておりますので、さ

らに効果的に発信してまいりたいと考えており

ます。 

  また、民間団体の斜平山保全活用連絡協議会に

は、斜平山を活用したハイキングやトレッキング

を魅力あるガイドつきで楽しめる５つのコース

を造成していただき、本市でのまち歩きを促進す

るための取り組みを行っていただいております。 

  以上のことからも、自然環境に恵まれた四季を

通して見て味わうことができ、手軽にトレッキン

グ等が楽しめることからも、小野川温泉を含めた

斜平山一帯は本市における観光資源として重要

なものと考えておりますので、米沢観光ナビやお

きたま観光ポータルにおいて閲覧者の目に留ま

るような工夫を行い、一層の効果的なＰＲに努め

るとともに、民間活力も活用しながら利活用の促

進を図っていきたいと考えております。 

  次に、ガイド養成講座を開設し「ブラタモリ型」

のまち歩きガイドをふやしてはどうかの御質問

であります。 

  ガイドの組織としては、米沢観光コンベンショ

ン協会内に「おしょうしなガイドの会」がござい

ます。松が岬公園を中心に活動されており、観光

客の方に満足いただけるよう日々研さんされて

いると伺っております。 

  また、本市におけるガイド養成につながるもの

として、米沢鷹山大学において、米沢の歴史・観

光・産業、食に関するものなどの講座が開催をさ

れております。さらに、昨年には中部コミュニテ

ィセンターにおいて、外国人旅行者への対応とし

て、挨拶や観光案内ができるための「初級英会話

入門講座」が開催をされております。 

  しかしながら、御質問にありますような舘山城

跡などの新たな観光資源の案内や、さらにレベル

の高い専門性の高い案内人を養成する講座とし

ては、現状の講座内容では不十分かと思われます。

観光の質を高めるためにも、専門的知識を有する

学芸員等を講師に迎えながら、今まで以上にテー

マを掘り下げたり対象史跡等を絞るなど、また最

終的には案内実践も含めた検定試験のようなも

のまでも想定をしながら、案内人を養成していく

必要があると考えております。今後、教育委員会

や関係する各団体とも相談をしながら、具体的に
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検討をしてまいりたいと考えております。 

  最後になりますが、滞在型観光促進事業の成功

のために深掘りツアーを企画してはという御質

問でありました。 

  観光客を受け入れる地域において、定番の観光

地めぐりだけではなく、地元ならではの資源を生

かしたツアーが注目を集めており、大手旅行会社

にはない細やかでユニークな取り組みが広がっ

ております。このことから、本市でもまち歩き観

光を促進するため、米沢まちあるきコースを造成

し、滞在時間をふやす仕組みを構築いたしました。

ことし米沢観光コンベンション協会が旅行業を

登録いたしますので、今あるまち歩きコースとと

もに、さらに地域の要素、エピソードと持ち味を

リサーチし、例えば伊達氏と上杉氏との城下町と

しても、町割りの違いや、まちの生い立ちや歴史、

寺町はもとより、鍛冶町などの職人町や粡町など

の商人町などの旧町名と町割りとの関係性など、

先ほど申し上げました専門性の高い案内人との

セットでまち歩きを企画するなど、多様な素材を

生かしながら着地型旅行商品を造成し、本市への

誘客促進につなげていきたいと考えております。 

  私からは以上です。 

○島軒純一議長 髙橋英夫議員。 

○８番（髙橋英夫議員） 御回答ありがとうござい

ました。 

  まず、学園都市の問題なんですが、小項目１つ

目の公共交通機関等の整備の問題、今の回答で南

回りが残っているという話でしたが、実際には相

当やはり本数も少なくて、学生の実感というのは、

相当不便だという実感が大きいのではないでし

ょうか。 

  私も先ほど申し上げましたように、学生さんと

つき合っていますが、やはり夜なんかの集まりだ

と帰りは大変だというようなことになりますし、

まして降雪の時期ですね。雪が降っていると、短

大のほうから町場に来るというのは非常に大変

ですよね。例えば山大の吹奏楽部に入っている米

短生なんかは冬になるとなかなか部活に行けな

いというふうな悩みがございます。 

  ザワワという情報誌、学園都市推進協議会がつ

くっておられます。昨年の１月冬号、50号を記念

して９人の学生が座談会しておりましたので、そ

れを読んだら、米沢をどう思っているかという話

があるんですが、やはり一番交通の問題で悩んで

いるようです。本来まちづくり総合計画にも、学

生が生活しやすいまちにするんだというふうな

大きな方向性を書いています。そして個別に公共

交通機関のことを書いています。しかし、現状は

まだまだそのニーズに対応できていないという

ふうなことではないでしょうか。 

  そこでお伺いしますが、こういった問題、総合

政策課が担当しているわけですが、それだけでは

なくて、学園都市推進協議会にはたくさんの組織

が加盟されていますので、そういう人たちとこの

交通問題について、例えばプロジェクトチームと

いうか、何とかできないかということで、一歩で

も二歩でも前に進めるような取り組みというの

は行政のほうから発信できないでしょうか。いか

がでしょうか。 

○島軒純一議長 我妻企画調整部長。 

○我妻秀彰企画調整部長 実際に南回り路線を運行

する前についてはさまざまお話をお聞きしたり

学生さんの状況を詳しく聞いたというところで、

その後については、公共交通に特化してお話をお

聞きするという機会はこれまでつくってまいり

ませんでした。御指摘のとおり、特に町場からあ

る程度遅い時間に帰るという足がなかなか困っ

ているというのは、お話聞いております。なかな

か台数をすぐ簡単にふやすというわけにはいか

ないんですが、もっと工夫できる余地も検討でき

るというようなところで、いろいろとお話をお聞

きしながら、まずは米短、栄養大の学生さんの足

をどのようにしていったらいいかというところ

を検討させていただきたいと思います。 

○島軒純一議長 髙橋英夫議員。 
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○８番（髙橋英夫議員） 繰り返し申し上げている

そのまちづくり総合計画の中の言葉に、「ひとが

輝き創造し続ける学園都市・米沢」と銘打ってい

るんですから、本当に学生が本当の意味で生活を

しやすいというふうなことに心を砕くというこ

とをぜひやってほしいなというふうに思います。 

  そして、具体的に少し話をすると、例えば短大

生の場合、１年生のうちは地域活動はまあまあし

やすいそうです。しかし、２年生になると、もう

すぐ就活が始まるものだからなかなかできない

と。そうすると、１年生の早い時期に地域活動に

目覚めた子はまあまあ早い時期から参加できる

んだけれども、やがて冬が来て２年生の就活にな

ると、ほとんど米沢で活動はできないという状態

になってしまいますよね。そうすると、やはり一

つは、早くに情報発信をしっかりやって地域活動

に参加してもらうことを促す。そして、公共交通

網なり足の問題をしっかり解決して、冬であって

も学生の人たちが交流できる、市民と交流できる

というような、そういった方策をぜひとも見つけ

出していただきたいというふうに思います。 

  次に、貧困の取り組みの問題なんですが、先ほ

ど教育長やら健康福祉部長から回答いただきま

した。現在の現状はよくわかりました。ただ、私

が今回強調したかったのは、なかなか貧困という

のは見えにくいということもございますし、行政

サイドだけではなかなか手が届かないというこ

とがたくさんあるのではないかなと思う中で、今

回、貧困対策としての支援プログラムを構築して

いただきたいというふうに質問に掲げましたの

は、今後はぜひ官民協働の形で民間のＮＰＯとか

さまざまな団体で今取り組まれているところ、そ

ういったところと情報や体験の交流なんかもし

ながら、例えば福祉の窓口に相談に見えられたと

きに、実はこういうふうな団体もあるよ、こうい

うふうな選択肢もあるよということで幅広くケ

アができるような総合的な支援プログラムとい

うものを今後目指してはいかがかなと思います。 

  そして、仮に民間の側でそういった貧困対策の

シンポジウム、こういったものなんかを開催され

た場合には、ぜひとも行政の方には積極的にかか

わっていただきまして、そういう支援プログラム

構築、それから情報の交流、こういったことに役

立てていただけるように積極的に取り組んでい

ただきたいというふうにお願いしたいと思いま

す。 

  それから、３つ目のほうの自然と文化、歴史を

生かす観光の振興の戦略的展開ということで、今

山口部長のほうから前進的なお答えを幾つかい

ただきました。本当に申し上げたように、深掘り

型でしっかり楽しめて、もう１泊２日でないと本

当に歩けないと、楽しめないというような企画を

どんどん盛り込んでいただきたいなというふう

に思います。 

  あと、ホームページについてなんですけれども、

なかなかページによっては更新がされていない

というページがございます。そして、今回申し上

げたいのは、最初に申し上げたように、上杉と伊

達の城下町ということで、もっともっと伊達政宗

の生まれた場所という大きなセールスポイント

を、ホームページのさっきバナーの話がありまし

たが、それも含めていち早く更新をしていただき

たいし、時の利と申し上げたのは、ことしがその

年ですので、早目に採用していただいて、本当に

外から来た人たちがぱっと目につくというよう

なことをぜひ着手していただきたいということ

を要望したいと思います。 

  さて、きょう中村議員が盛んに地方創生参事の

武発さんにいろいろと質問していましたけれど

も、私もぜひ質問させていただきたいと思ってい

るんです。 

  それは、外から来た人にとってはもちろん上杉

城下町ですが、伊達政宗という非常に人気の高い

人がここで生まれて二十四、五歳まで育ったとい

う大きな歴史的事実を持っているまちなので、私

はブランド戦略にもつながると思うんです。非常
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に大きな訴求力を持っているものだと思います。

それをどんなふうに今現状も含めて感じておら

れるか。あるいは、今後ブランド戦略の中でどん

なふうに展開できそうだというようなイメージ

を持たれているか、何でもいいのでお話しくださ

いませ。 

○島軒純一議長 武発地方創生参事。 

〇武発一郎地方創生参事 私は歴史は結構好きなほ

うなんですが、恥ずかしながら、来るまでは伊達

政宗公の生誕地だというのは知りませんでした。

ただ、来ていろいろなそういう告知ですとか、あ

るいは田んぼアートを私も田植えしたんですけ

れども、それで実際にそういう伊達政宗公の生誕

の地というのもわかりましたし、舘山寺に行った

ときにもそこのおかみの方がいろいろ丁寧に説

明してくださって、そういう意味では、発信は結

構されているんだなとこちらに来てわかりまし

たけれども、そういう認識は芽生えたといいます

か、あります。 

  米沢は本当に上杉家、江戸時代でいえばそうで

すし、戦国でいえば伊達政宗公、あるいはもっと

前に行けば源義経が来たのか来ないのかわかり

ませんけれども、そういう長い歴史の舞台、前田

慶次も含め、いろいろなそこも素材がそろってい

ますので、それをどういうふうに組み合わせて発

信していくのかというのは大きなテーマだなと

思いますし、魅力的な素材がそろっていると思っ

ています。 

  ちょっと今までのことでやはり感じたことを申

し上げますと、やはりすばらしい商品があるんで

すけれども、そこを結ぶ公共交通が、かなり本数

が少なかったり、あるいはルートがちょっとわか

りにくかったりというのがありますので、いろい

ろな制限とか規制とかがあるのかもしれません

けれども、やはり外から来た人間が気軽にいろい

ろな魅力のある名所や旧跡を回れるような交通

網が整備されるともっと魅力のあるまちになる

のではないかというふうに思っています。 

○島軒純一議長 髙橋英夫議員。 

○８番（髙橋英夫議員） ぜひ今後の米沢ブランド

の戦略の中にこういった歴史的な資源といいま

すか、すばらしい方がいっぱいいるわけですので、

ぜひこういったものを組み込んでいくようなこ

とも頭に置いていただきたいなというふうに思

います。 

  次に、市長にちょっと質問したいと思います。

素朴な疑問ですが、同じ話なんですけれども、本

当に米沢ってもっともっと伊達政宗のことを外

に言ってもいいんでないかなと思う中で、私は

前々回ですか質問のときに、ちょっと雑談をした

ときに中川市長は「いや、だって見っとこねえか

らな」という話をされました。現在の認識はいか

がですか。 

○島軒純一議長 中川市長。 

○中川 勝市長 この間仙台市で、伊達政宗公生誕

450年ということで、関係自治体、伊達氏と関係

するところの自治体の長と一緒にトークセッシ

ョンがありました。そして、私もそういったこと

で、生誕の地ということでお話をさせていただい

たところでした。 

  その中で、米沢の位置づけというのは、伊達政

宗公との位置づけというのは何かと考えた場合

に、先ほどお話がありましたように、岩出山に行

ったのが25歳のときです。しかし、伊達政宗公が

若き英雄、奥羽の覇者として活躍したのはこの米

沢時代でありました。でありますから、確かにほ

とんど何も残っておりません。伊達氏時代に来た

お寺さんとかそういったものはまだ残っている

部分はあります。そして、国指定に舘山城跡もな

りました。そういったことを考えてみると、城下

町米沢として、今は上杉の城下町と言っています

けれども、それをやはり全体、城下町を盛り上げ

ていくといいますか、そういった面で私は、伊達

氏の場合は精神的な文化だと、そしてそういった

ものをどのように物語として書いていくかと。そ

ういったことで、伊達政宗公が米沢で生まれたん
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だというようなことをやはりしっかりとＰＲし

ていく必要もあるのでないかなと。城下町米沢を

補完する一つの形として、やはりそれは誇りに思

ってもいいことだからそこはやはりＰＲしてい

くべきでないかな、このように今は考えておりま

す。 

○島軒純一議長 髙橋英夫議員。 

○８番（髙橋英夫議員） ありがとうございます。 

  最近、ある市民の方から非常に面白い情報が寄

せられました。それは市立図書館にも永久保存の

資料として保管されている本のことなんですね。

何という本かといいますと、「大日本地名辞書」

という明治40年につくられた、これは吉田東伍と

いう方が書いた本で、日本全国をくまなく歩いた

この方が地名の由来をずっと書いているんです。 

  下巻の羽前國というところです。これは大変分

厚い本です。その4,366ページというところに、

舘山のことについて書いてあります。この本によ

りますと、実は今、教育委員会の見解というのは、

舘山城の跡があるところ、それから一ノ坂から上

のところですね。あそこのところが舘山平城とい

って、その町場という位置づけで、２つのセット

で舘山城だというふうに言っているわけですけ

れども、この本によりますとそうではないんです

ね。成島からずっと南原までその一帯が伊達のお

城だったと。しかもその土塁がずっと、この当時、

明治のこの当時残っていたんだというふうに書

いてあるんです。 

  しかも非常に注目すべきなのは、その当時は田

沢のほうにも侍がいっぱい住んでいたわけです

けれども、舘山城まで水路を引いて、せき上げて

舘山城内で水を使ったというふうな記録がある

んです。ということは、現在の舘山発電所のあの

用水路ですね。あれが伊達時代につくられた用水

である可能性があるんです。というふうな文献が

米沢図書館にあります。また、これインターネッ

トでも国会図書館にアクセスしますと読むこと

ができます。 

  ですから、例えばこういったものを検証してい

くといいますか、裏づけをとっていくならば、も

しこの話のように、伊達のこの城というものがあ

の一ノ坂から上の範囲というのではなくて、もう

成島から南原までずっと続く壮大なスケールの

ものだったというようなことが裏づけされれば、

伊達に関する見るべき部分が少ないわけではな

くて、大変な面積といいますか、米沢の中に遺構

が残っているというふうなことになります。 

  ですから、これまで上杉神社を中心に町場の城

下町のまち歩きということは、直江兼続以降の話

としては非常にストーリーがあったわけです。で

も、この話の裏づけがとれれば、あの堀立川から

西側の壮大なエリアが伊達政宗あるいは輝宗が

お城を築いてつくった壮大なスポットといいま

すか、だったということになります。だから、そ

うすれば、本当に今市長も少しお話しされました

けれども、非常にこれはやりようではおもしろい

展開になるのではないかというふうに思うんで

す。 

  それで、実はこの間、トップリーダーである市

長は、長寿日本一の話とか、それから定住自立圏

とかということで新しいワードを次々と出され

て、そのたびに私たちもそれが意識化されて、新

しく政策化されています。これ、ぜひ市長は、今

度の450年もそうですが、本当にこれまでは上杉

の城下町というふうな位置づけが非常に強かっ

たけれども、いやいや、伊達も上杉も非常に深く

かかわったすばらしい歴史のまちなんだという

ようなアピールをしていこうじゃないかという

ことを市長が本当に音頭をとってくれれば、多分

そのさっき言ったホームページの雰囲気も、庁内

の雰囲気も、市民の雰囲気も一気に変わっていっ

て、たくさんのファンがやってくるというような

ことが実現すると思うんです。いかがでしょうか。 

○島軒純一議長 中川市長。 

○中川 勝市長 そのように今は思っております。

それで、広報の７月１日号に伊達について私の思
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いを書かせていただいておりますので、市民の方

にも御理解をいただきたいなというように思っ

ております。 

○島軒純一議長 髙橋英夫議員。 

○８番（髙橋英夫議員） 先ほど中村議員も言って

いましたけれども、本当に米沢にはおいしいもの

もいっぱいある、自然もある、歴史もある。ある

んだけれども、それの発信の仕方がなかなか今ま

でわからなかったというようなことだったと思

うんです。ぜひこのウエブデザインも含めて、本

当に武発参事の力もかりて大いに米沢をともに

盛り上げていきましょう。 

  以上です。 

○島軒純一議長 以上で８番髙橋英夫議員の一般質

問を終了し、暫時休憩いたします。 

 

午後 ３時１１分 休  憩 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

午後 ３時２１分 開  議 

 

○島軒純一議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  この際、お諮りいたします。本日の会議が定刻

の午後４時まで終了しない場合、会議時間を日程

終了まで延長することにしたいと思いますが、御

異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○島軒純一議長 御異議なしと認めます。よって、

本日の会議を日程終了まで延長することに決ま

りました。 

  次に進みます。 

  一つ、まち・ひと・しごと創生総合戦略につい

て外３点、19番太田克典議員。 

  〔１９番太田克典議員登壇〕（拍手） 

○１９番（太田克典議員） 市民平和クラブの太田

克典です。 

  まずもって、お忙しいところを傍聴においでく

ださいました皆様に心から御礼申し上げます。 

  初当選以来、８回目の一般質問となりますけれ

ども、とり年のことし、初めてトリを務めること

になりました。くじを引いていただいたのは佐藤

弘司議員だそうでありますけれども、何と申し上

げていいかちょっと……、気合いを入れ直してや

っていきたいと思います。当局の皆さんもお疲れ

でしょうけれども、最後でもありますので、ぜひ

とも前向きな答弁をお願いしたいと思います。 

  今回は４項目を取り上げました。 

  まず１点目は、まち・ひと・しごと創生総合戦

略についてであります。 

  このまち・ひと・しごと創生総合戦略について

は、少子高齢化の進展に的確に対応し、人口減少

に歯どめをかけ、東京圏への人口の一極集中を是

正し、それぞれの地域で住みよい環境を確保して

将来にわたって活力ある日本社会を維持するこ

とを目的に、平成26年に制定されたまち・ひと・

しごと創生法に基づくもので、本市においては平

成28年３月に策定されたところであります。 

  内容については、策定された米沢市まち・ひと・

しごと創生総合戦略には、「本市が抱える課題を

解決し、人口減少問題の克服に向けた実効性のあ

る施策をまとめたもの」と記載されております。

また、その施策ごとに、ＫＰＩと呼ばれる、効果

を客観的に検証するための重要業績評価指標が

設定されているのが特徴になっています。 

  平成28年の策定以来１年が過ぎましたけれども、

この重要事業評価指標の検証をどのように行っ

ているのか、そしてこれまでの取り組みを今後に

どう生かしていくかお伺いします。 

  ２点目は、新地方公会計制度についてでありま

す。 

  米沢市の会計は一般会計と10の特別会計があり、

それぞれについて予算編成がなされ、翌年度９月

に決算報告書が作成されて公表され、議会でも９

月定例会で審査を行っております。これまでの決

算報告は「現金主義・単式簿記」による会計制度
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に基づくものであって、長い間、この制度にのっ

とって決算報告がなされてきました。 

  一方、総務省では、これまで見えにくかったコ

ストやストックを把握することで中長期的な財

政運営の活用の充実が期待できるとして、平成19

年10月に「発生主義・複式簿記」に基づく新しい

会計基準を示しております。また、平成26年４月

30日には、固定資産台帳の整備と複式簿記の導入

を前提とした財務書類の作成に関する統一的な

基準を示し、平成27年１月23日には、その基準に

基づく財務書類等を作成するよう通知を出して

おります。作成期限は原則として平成27年度から

平成29年度までの３年間で、対象となるのは全て

の地方公共団体です。 

  この統一的な基準に基づく財務書類等の作成が

新地方公会計制度と呼ばれるものの中身と理解

しておりますけれども、米沢市においてはいまだ

作成されておりません。しかし、総務省が通知で

示した期限が到来していることから、早晩作成さ

れ、公表されるものと思います。 

  そこで、改めてお伺いします。この新しい地方

公会計制度で何がどう変わるのか、そしてこの公

会計を予算編成にどう生かしていくかお答えく

ださい。 

  ３点目は、市と町内会の関係について伺います。 

  先日、ある町内会の役員をしておられる方と話

をする機会がありました。さまざまな事柄につい

て意見をお聞きしましたが、中でも印象に残った

ものの一つは、以下のことです。 

  私の住んでいる町内会では世帯数が減り、役員

のなり手もままならない。このままでは町内会を

維持していくのも心配されることから、市役所に

相談しに行った。「隣の町内会と一緒にならざる

を得ないかもしれない。そうなると私の町内会だ

けでは話ができない。市からも話をしてもらえな

いだろうか」とお願いしたけれども、市からは、

「町内会のことは町内会で解決してもらいたい」

と言われたということです。 

  確かに町内会の区割りや役員の選出方法などは

市が決めることではないかもしれません。しかし、

だからといって、放っておいてもいいものだろう

か。町内会は市がさまざまな施策を実行していく

上で密接にかかわる団体であって、ほかの任意団

体とは違うだろうと疑問に思ったのが、今回質問

項目として取り上げた理由です。 

  お伺いします。市では町内会の果たす役割をど

のように捉えているのでしょうか、また人口減少

時代にあって今後市と町内会のかかわりをどう

考えていくのでしょうかお答えください。 

  ４点目は、米沢ブランド戦略についてです。 

  米沢ブランド戦略事業については、平成29年度

市政運営方針でも言及されており、重点事業とし

て当初予算の重点事業等説明書にも記載されて

おります。予算額は3,792万4,000円です。事業と

して掲げられているのは、地域商社支援業務、販

路開拓支援事業、技を起点としたモデル事業、そ

して米沢型インバウンド推進事業の４項目です。

また、国の地方創生推進交付金の交付対象事業一

覧には、「地域商社を核とした官民協働によるオ

ール米沢での米沢ブランド戦略事業」という記載

もあります。 

  この米沢ブランド戦略の推進は、本市にとって

非常に重要な事業の一つとして掲げられている

のはわかります。しかし、先般、家族に「米沢ブ

ランド戦略事業ってあるんだけんど、米沢ブラン

ドって何だと思う」と話をしたところ、返ってき

たのは「米沢牛か。米織か」「コイもかな」「舘

山リンゴはどうなんだべ」という言葉でした。 

  私の家族も含めて一般の市民にとって、そもそ

もブランドが意味するものは何なのか。「米沢ブ

ランド」、「米沢の」ブランドとは何を指すのか

がなかなかイメージできないというのが正直な

ところではないでしょうか。 

  このような状況を踏まえた上で、今後の展開を

どのように考えているかについてお伺いしたい

と思います。 
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  以上、壇上からの質問といたします。 

○島軒純一議長 我妻企画調整部長。 

  〔我妻秀彰企画調整部長登壇〕 

○我妻秀彰企画調整部長 私からは、１の総合戦略

に係る御質問と３の町内会に係る御質問にお答

えいたします。 

  初めに１でありますが、まち・ひと・しごと創

生、いわゆる地方創生については、全国的に進む

地方の人口減少の流れを受け、国が進めている政

策であり、本市においても総合戦略を昨年３月に

策定したところであります。 

  この総合戦略の推進に当たっては、基本目標に

係る数値目標や施策に係る重要業績評価指標、い

わゆるＫＰＩなどの状況について毎年度検証す

ることが求められており、本市においては、総合

戦略策定後１年が経過したため、昨年度の内容に

ついて検証する必要があることから、現在作業を

進めているところであります。なお、この総合戦

略の検証については、策定時と同様に産官学金労

などの外部有識者の参画を得て進めることが必

要なことから、まず庁内における検証作業を行っ

た後、外部有識者の方々からなる行政経営市民会

議にお示しし、御意見をいただく予定であります。 

  総合戦略の期間は平成31年度までとなっている

ため、数値目標やＫＰＩについても、戦略の中に

掲載した数字は同じく31年度までを目標として

おり、今回検証する際には、実質１年の経過であ

り目標値まで到達はしていないことが予想され

ますが、平成28年度時点での数値を把握し、実際

に行ってきた施策の経過を確認しながら進めた

いと考えております。 

  次に、今後の生かし方についての御質問であり

ますが、検証した結果から、改善点があれば見直

しをしながら施策の展開に生かしていく必要が

あると考えております。 

  総合戦略においては、大きく４つの目標、産業

雇用対策、社会動態対策、自然動態対策、地域づ

くり対策に分け、その基本目標により各施策を進

めていくこととしていますが、それぞれに取り巻

く環境は変化しますので、進捗状況は違ってくる

と思われます。状況によっては、さらに重点的に

進める必要があるとか、また施策自体の見直しも

必要となるケースも出てくるものと考えており

ます。 

  また、現在、来年度30年度から32年度までを期

間とするまちづくり総合計画の第２期実施計画

の策定に向け作業を行っております。財政健全化

計画を進める中で、いかに地方創生に寄与する政

策であるかを十分に見きわめることも必要であ

ると考えております。 

  地方創生は、まち・ひと・しごと創生であり、

「しごと」が「ひと」を呼び込み、「ひと」が「し

ごと」を呼び込むことで「まち」に活力を戻して

いくものであります。本市においても地方創生を

推進していくことにより、まちの活性化を図って

いきたいと考えております。 

  次に、市と町内会の関係についての御質問のう

ち、町内会の果たす役割をどのように捉えている

かについてお答えいたします。 

  町内会は、歴史的・地理的な背景から、一定地

域の地縁により住民が自主的に組織し、住民みず

からが運営している公益、親睦を目的とした任意

団体であります。具体的には、地域における最小

単位の住民自治組織として、地域における公衆衛

生の確保、環境美化、防犯、青少年育成などの生

活基盤の維持向上や、災害時の共助、そして地域

のお祭りなどの開催を通じたコミュニティー意

識の醸成など、地域における住民自治の中核をな

す大変重要な役割を担っていただいているもの

と捉えております。 

  次に、人口減少時代にあって市と町内会のかか

わりをどう考えているかでありますが、人口減少

や少子高齢化の影響により、市から依頼している

役員などの選任はもちろん、本来の目的である地

域コミュニティーの維持自体が将来的に困難に

なる地域が発生することも考えられます。 



- 213 - 

  しかしながら、不動産などを所有するため市長

の認可を受けた認可地縁団体については、その数

を把握し、規約・決算書等の報告をいただいてお

りますが、それ以外のいわゆる任意団体である町

内会については、その活動内容などを把握してお

りませんし、地域によって体制や規模、運営の方

法が異なるものと認識をしております。 

  これまでも町内会への加入や町内会運営につい

て地区委員や市民の方から相談などがあった場

合は、アドバイスなど個別に対応している事例も

ございますが、町内会があくまでも地域住民によ

る任意の団体であるため、これまで市が直接、間

接的にかかわることはありませんでしたし、今後

も、地域の自主性、自立性を損なう可能性もある

ことから、慎重に対応したいと考えております。 

  なお、本市では市民と行政のパイプ役として地

区委員を委嘱しており、地区委員を通じて、町内

会を含めた地域の課題などを市民と行政が共有

し、ともに課題解決に向けた取り組みを行うこと

としております。 

  また、地区委員制度では、町内会未加入者への

広報配布など行政情報を提供することなども可

能となっておりますので、現在の地区委員制度に

より地域課題の把握と解決を行っていきたいと

考えております。 

  私からは以上です。 

○島軒純一議長 須佐総務部長。 

  〔須佐達朗総務部長登壇〕 

○須佐達朗総務部長 私からは、２項目めの新地方

公会計制度について御答弁申し上げます。 

  まず、１点目ですが、新しい地方公会計制度で

何がどう変わるのかについてお答えしたいと思

います。 

  現行の予算・決算制度は、現金の流れに中心を

置くという現金主義の単式簿記で行われており

ます。単式簿記は、身近なところでもよく目にす

る会計処理であります。非常にわかりやすく適正

な出納管理を行うことができるメリットがあり

ます。 

  しかし、一方では、資産あるいは負債というス

トックに関する情報が不足する、さらには減価償

却費などの現金支出を伴わない費用、これを把握

することができないなどの欠点があります。これ

らを補完することができる発生主義の複式簿記

による新たな財務書類の整備が全国的に進めら

れておりまして、本市でも平成20年度の決算から、

「総務省方式改訂モデル」と呼んでおりますが、

その方式で作成しているところであります。 

  この複式簿記によります財務諸表の導入に当た

りましては、「基準モデル」と呼ばれるものと「総

務省改訂モデル」と呼ばれる２つのモデルが総務

省から示されておりますが、さらにその他の作成

方法を採用している自治体もあるようでありま

す。現在は自治体間で比較が難しい状況にあると

考えております。 

  そのため、国では統一的な基準を示し、原則と

して、御指摘のように、平成27年度から29年度ま

での３カ年間で全ての地方公共団体でこの統一

的な基準による財務書類を作成するよう要請し

たところであります。 

  この統一的な基準による地方公会計の整備が進

むことによりまして、財務状況の団体間比較が容

易になるということに加えまして、個々の公共施

設の老朽化を指標化し、公共施設のマネジメント

を推進するということが可能になると、財務書類

をさまざまな資料として活用することができる

ようになると認識しているところでございます。 

  次に、予算編成にどう生かしていくのかという

ことでございますが、総務省が先進事例等を検討

するために開催してきました「地方公会計の活用

のあり方に関する研究会」というのがございます。

昨年の10月に報告書が取りまとめられておりま

す。さまざまな先進事例が紹介されているようで

ございます。 

  本市におきましても、この中で紹介されており

ます先進事例、例えばですが、施設別に利用状況
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やコストの分析を行い、施設の更新・統廃合の検

討を行う、さまざま他団体の事例等をここにある

ものを参考にしながら研究して、さまざま検討も

していきたいと今考えているところでございま

す。 

  私からは以上でございます。 

○島軒純一議長 武発地方創生参事。 

  〔武発一郎地方創生参事登壇〕 

〇武発一郎地方創生参事 私からは、米沢ブランド

戦略を今後どのように具体的に展開していくか

についてお答えします。 

  まず、ブランド全体では、オール米沢ブランド

の構築に向けて、米沢の産品やサービスが約束す

ることは何か、例えば米沢ブランドが選挙に出た

としてどういう公約を挙げるかというイメージ

かと思いますが、例えば米沢牛ですとか、リンゴ

ですとか、あるいは上杉の城址とかいろいろな資

産が米沢にはありますけれども、その背景にある

もの、米沢が顧客に対して約束することは何かと

いうのを市民の声を広く聞きながらコンセプト

を構築する年だと考えています。 

  まず、それらの米沢ブランドの戦略を協議する

米沢ブランド戦略協議会というものを立ち上げ、

そのもとでブランディングのプロジェクトチー

ムを組織し、市民の方の意見を座談会やアンケー

トを通して聞きながら、先ほどの米沢ブランドが

約束することは何かというところを、ことしいっ

ぱいかけて探っていきます。 

  実際のロゴマークですとかステートメントがど

ういう形になるか、本当に米沢が１つの傘の中に

かかるのか、あるいは、話している中でやはり観

光サービスと産品は別物ではないかという意見

も出てくるかもしれませんけれども、実際にどの

ような内容のものをつくるかというのをことし

じゅうに固めて、来年の実施政策に向けて内容、

予算というのを固めたいと思っています。 

  先ほどの地方創生の交付金の使途となっていま

す個別の領域のブランディングでは、１つは、地

域商社の設立に向けて具体的な準備を開始しま

す。これは主に農の分野です。それから商工では、

引き続き有機ＥＬ、米沢織の領域での商品化のた

めの支援を行います。観光では、インバウンドの

推進、それから来年開設が予定されております道

の駅をゲートウエーとする観光誘客の具体的な

施策を実施してまいります。 

  私からは以上です。 

○島軒純一議長 太田克典議員。 

○１９番（太田克典議員） まずは、御答弁ありが

とうございました。 

  順次お伺いをしていきたいと思います。 

  まず、まち・ひと・しごと創生総合戦略につい

てですが、これは総合戦略策定になって、特徴と

いうことで、私も壇上から先ほど申し上げました

が、その指標を設けていると。達成度合い、目標

の成果、そういったものがその指標と比較して、

あるいは指標そのものがどうなっていくかとい

うことで目に見えてわかる。それが画期的なこと

かなというふうにも思っています。 

  ただ、一方で、その指標そのものを例えば各部

署で把握しているのかどうか、そういったところ

もあるのではないかというふうにちょっと疑問

に思ったところもあります。というのは、この３

月10日に予算委員会がありまして、そこで質問し

たわけですけれども、予算計上になっている部分

で若者定着奨学金返還支援事業出捐金、これに対

してまち・ひと・しごと創生総合戦略のＫＰＩ指

標が設けられておりますけれども、どうも予算委

員会のときには、「指標が掲げられていると思い

ますけれども、どうですか」と。「確認して答え

る」というような担当の回答でした。こういった

ことで、各部署部署でこのＫＰＩ指標そのものを

しっかりと捉えているのかどうか、そこがいささ

か疑問に思ったところがありまして、そのあたり

いかがですか。 

○島軒純一議長 我妻企画調整部長。 

○我妻秀彰企画調整部長 やはりもう少し徹底しな
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くてはならないと思っております。この指標が、

御存じのとおり、５年間の指標でございます。５

年後にここまで持っていこうというようなこと

ですので、やはり毎年度毎年度の事業を行う上で

の５年間の積み重ねの成果でございますので、そ

こら辺の意識が若干薄いのかなと。それを５分の

１を達成すればいいということではもちろんな

いわけでして、５年後の数字をきちんと捉えた上

で今年度はここまで持っていこうという意識を

持たなければなりませんので、その点については、

各部署で当然設定したときには意識をして事業

に取り組んでいるわけですが、改めてこのような

しっかりと頭の中に入れて事業に取り組めるよ

うな体制をとっていきたいと思います。 

○島軒純一議長 太田克典議員。 

○１９番（太田克典議員） その策定に当たっては、

米沢市まち・ひと・しごと創生総合戦略本部、設

置規定を設けてこれが設置になっております。こ

の本部もありますし、それから幹事会でしたか、

それからプロジェクトチームというものもこの

規定によれば設置になっていると。この１年間、

その開催状況はどのようになっていますか。 

○島軒純一議長 我妻企画調整部長。 

○我妻秀彰企画調整部長 現実的には、27年度に１

年間をかけてこの戦略、そして人口ビジョンもで

すが、策定した経過がございます。20年度につい

てはプロジェクトチームも幹事会も相当練りま

して、そして本部の中で最終的な確認、そして決

定をしていくというようなことでありますが、昨

年間は事業を進めるという段階でしたので、昨年

度は開催しておりません。今年度から最初の検証

に入りますので、幹事会そして本部の中できちん

と検証をしながら今後の展開に生かしていくと

いうような流れになります。 

○島軒純一議長 太田克典議員。 

○１９番（太田克典議員） １年間開催されていな

い。そのことも各職場でこのＫＰＩ指標をしっか

りと認識できないその理由の一つではないかな

というふうにも思うわけですけれども、１年間ど

うなっているということはその都度その都度検

証して、１年たって初めて１年間を振り返ってと

いうことではなくて、年度途中ででもそういった

会議を設置しているわけですから、進捗状況をそ

の都度確認すべきだというふうに私は思います。

いかがですか。 

○島軒純一議長 我妻企画調整部長。 

○我妻秀彰企画調整部長 おっしゃる点、十分理解

できるところであります。今年度から検証も含め

てやりますので、その中で再度、冒頭に御指摘あ

ったような点も含めて、５年後のＫＰＩも含めて

きちんと確認をしながら、そして１年間の検証を

あわせてやっていきたいと思っております。 

○島軒純一議長 太田克典議員。 

○１９番（太田克典議員） ぜひともしっかりとや

っていただきたいと思うわけですが、先ほど国の

ほうから毎年検証を求められているんだと、今現

在作業中であるというお話でした。国のほうに提

出する期限、これはいつという設定になっている

んですか。 

○島軒純一議長 我妻企画調整部長。 

○我妻秀彰企画調整部長 今年度内に前年度分のも

のを提出すればいいというような状況になって

おります。 

○島軒純一議長 太田克典議員。 

○１９番（太田克典議員） 国への報告は年度内で

あればいいということで、来年の３月でもよいと

いうふうなことかもしれませんが、１年間やって

きてどういうふうな状況だったのか、評価として

実効性があったのか、ＫＰＩ指標の到達度どうな

のか、それをきちっと検証して、それを生かす。

先ほどまちづくり総合計画の第２期実施計画、こ

れも今年度中の策定期間だなと思いますけれど

も、そういったところに生かしていく。あるいは

来年度の予算にこの１年間の取り組みの効果、そ

ういったものを検証して、それを来年度予算に生

かしていく。そういったことが必要だと思います
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けれども、それは時期的に来年３月では遅いです

よね。そのあたりどう考えますか。 

○島軒純一議長 我妻企画調整部長。 

○我妻秀彰企画調整部長 特に今年度につきまして

は、先ほど申し上げました、今お話がありました

ように実施計画というものがあります。実際の事

業を組み立てるというものは実施計画で行いま

すので、それまでには、実施計画の中身を検討す

る前にはきちんと検証を行って、そしてその状況

で事業を積み上げていくという形にしたいと思

います。 

○島軒純一議長 太田克典議員。 

○１９番（太田克典議員） そうしますと、国には

３月が最終期限だということで、その前に当然検

証結果が出れば国のほうには報告していく。それ

よりも前に来年度の予算編成、10月くらいからで

すか、始まるのは。それに間に合うように、ある

いはその編成期間中でも間に合うように、来年度

の予算に反映できるようにこの１年間の取り組

みをきちっと検証していく。あるいは第２期の実

施計画、これも今年度策定期間になっております

ので、そういったものに反映していくんだと、そ

ういうようなことで答弁だったというふうに理

解してよろしいわけですね。 

  その庁内検討会もやって検証した上で行政経営

市民会議に、こういったところに諮るんだという

ことですけれども、なかなか日程的に厳しいもの

も、先ほどの予算編成に間に合わせる、実施計画

に間に合わせる、そういったことになってくると

日程的に厳しくなってくるのかなというふうに

心配をするわけですが、そのあたりは遺漏のない

ようにしていただきたいと思いますけれども、よ

ろしいですか。 

○島軒純一議長 我妻企画調整部長。 

○我妻秀彰企画調整部長 実施計画とともに各課の

ほうにきちんと説明をしながら、一定のフォーマ

ットをつくって、各課のほうでまずは自己評価的

なもので数字等を合わせてしていただかなけれ

ばなりませんので、スケジュール感を持ってきち

んと進めてまいりたいと思います。 

○島軒純一議長 太田克典議員。 

○１９番（太田克典議員） 冒頭申し上げましたけ

れども、このまち・ひと・しごと創生総合戦略、

これはＫＰＩ指標も設定しているということで、

これは画期的なことだというふうに私は思って

います。目に見える形で効果を検証できるという

ことですけれども、達成度の数値化、これは確か

に大変重要ではありますけれども、その指標その

ものが妥当かどうかという例もある。 

  若干ちょっと申し上げますと、例えば認定農業

者、新規就農者の関係ですね。これもＫＰＩ指標

載っておりますけれども、例えば認定農業者の数、

当初は基準値として275経営体、これを31年度ま

でに350にするんだというふうなことで指標が載

っております。これを担当のほうにお聞きします

と、今現在348だと。目標ほぼほぼクリアしかか

っているのかなというふうに思いますけれども、

一方で、米沢市の農業について、2015年の農林業

センサス、これが報告になっています。昨年の12

月ですけれども、実施時期が26年度の27年２月で

すが、これを見ますと、農家の総数というのは減

っている。農業者総数が減っている。認定農業者

はふえつつあるんだけれども、農家そのものが減

っているのではないかと。これが統計上あらわれ

てきている。 

  このことを考えると、認定農業者数そのものを

ＫＰＩとして用いる、これが果たして妥当なのか

どうかということがあるわけですけれども、これ

はどう考えたらいいんですか。 

○島軒純一議長 山口産業部長。 

○山口昇一産業部長 そもそも認定農業者イコール

農業者、農業生産者数ではないのであります。い

わゆる販売農家と言われているさまざまな農家

さんがいらっしゃるわけですが、いわゆる認定農

業者になるための要件というのがあって、それは、

しっかりした経営基盤ができる、いわゆる担い手
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としてお任せのできる農業者を認定農業者とし

て認定をしていく。国は、今ある農地のおおむね

80％程度をこの担い手たる認定農業者に委ねた

いというふうな目標を掲げて進めているわけで

あります。 

  御指摘のように、農家戸数そのものは、私の持

っている統計では平成17年から27年までの10年

間で460戸、率にして32.1％減少しています。そ

ういう中にあって農業者数をふやそうというこ

とではなくて、今は、国も全国的に進めているの

は大規模経営によって農業継承をしていこうと

いうのが流れになっておりますので、農業者数を

ふやすというふうな意味合いのＫＰＩではござ

いません。 

○島軒純一議長 太田克典議員。 

○１９番（太田克典議員） 何でそのＫＰＩを持っ

てきているかというと、職業として選択できる魅

力ある農業を実現するためだと、こう書いてある

わけです。魅力ある農業の実現、これを認定農業

者数ではかりましょうと言っているわけですよ

ね。ですけれども、本来魅力ある農業がこのＫＰ

Ｉに基づいて実現なっているとすれば、ほぼほぼ

目標達成して魅力はもう十分だと、そういうこと

になるはずではないですか。違いますかね。この

あたりのこと……、農地が集約して農家数は減っ

ている、けれども農地数は変わらない。そうする

と、１戸当たりの農家の仕事の率というものは物

すごく大変になってきているというふうなこと

が言われています。企業であればブラック企業な

んていう話もありますけれども、農家にとっても

もしかしたらそういうふうな状況に陥っている、

そういう米沢の農家の現状がもしかしたらある

のではないかというふうに思いますけれども、そ

ういったところを総合戦略を改めて見直してや

っていくということも必要なのではないかなと

いうふうなことを申し上げておきたいと思いま

す。 

  次に、地方公会計制度ですけれども、こちらも

今現在、固定資産台帳をもとにして新たな財務諸

表を策定中だとお聞きしていますけれども、これ

28年度決算について間もなく９月議会のほうに

は通常の決算報告がなされると思いますが、この

新会計、公会計制度によるもの、これはいつごろ

出されますか。 

○島軒純一議長 須佐総務部長。 

○須佐達朗総務部長 29年度で申し上げれば、先ほ

どあったように、決算については９月。その際に、

今現在活用しております総務省の改訂モデル、こ

れについては同時期に出すわけですが、内容的に

は28年度決算ではなくて、27年度決算にまずとい

うことでお出しする予定ではおります。 

  それから、御指摘の新しい統一的な基準、これ

に基づく決算については、現在処理をしているわ

けですが、28年度の残高を確定した上で29年度中

に、つまり３月ぐらいまでにはこの統一的な基準

に基づく会計でお出しできればというふうに今

思っているところでございます。 

○島軒純一議長 太田克典議員。 

○１９番（太田克典議員） 29年度末、総務省で示

している期限ぎりぎりなわけですけれども、何で

そんなに遅くなるんですか。 

○島軒純一議長 須佐総務部長。 

○須佐達朗総務部長 27年度中に固定資産台帳の整

備に向けて全庁的に取り組んでおります。それで

28年の９月には固定資産台帳の整備は一応完了

しました。ですが、その中身については、27年度、

つまり28年の３月31日までの内容でございます。

28年４月以降の固定資産の異動等についてそこ

に加味する必要がございます。それから、固定資

産のほかにさまざまなデータがございますので、

そういったことをあわせて処理する時間として、

どうしても３月ぐらいまではかかると思ってい

るところでございます。 

○島軒純一議長 太田克典議員。 

○１９番（太田克典議員） 先ほど壇上からも申し

上げましたが、総務省の通知発出が27年の１月23
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日で、その前に基準としても示されている。27年

の１月現在ででは文書だけではなくてマニュア

ルが公表されていますし、システムも公表されて

いますし、特別交付税の措置もなされている。人

材育成までも支援しますよというふうな国のこ

とが示されている。そこからすぐ準備にかかって

いれば早いうちにできたんではないかなとも思

いますけれども、それはおくれたということなん

でしょうか。 

○島軒純一議長 須佐総務部長。 

○須佐達朗総務部長 いや、おくれたというわけで

はございません。やはり国でも相当の期間を定め

て要請されてきていると。その要請をたがえるわ

けには当然いかないわけですが、本市でもいろい

ろな事情がございました。例えば健全化計画の策

定にちょっと忙殺されたというのもあったり、さ

まざまな内部の状況もございます。ですが、国の

示された期限内には何とか処理したいと思って

いるところでございます。 

○島軒純一議長 太田議員。 

○１９番（太田克典議員） これも先ほどの総合戦

略のＫＰＩの検証と同じように、この会計でもっ

て決算を見て、それを翌年度の予算編成に生かし

ていく、そういったことも必要なのではないかな

と思います。ですので、その決算書類の調製とい

うんですか、そういったものも翌年度、既に決算

出る時期には当該年度の予算はもう走っている

ので、もし翌年度までにも間に合わないとなると

前年度の決算の状況がもう２年間何も反映され

ない、予算のほうに。そういった状況にもなるわ

けです。それではちょっとやはり決算として決算

だけの話になってしまって、それを次の予算のほ

うに施策のほうにどう生かしていくのかという

ところが欠落してしまう、そういうふうに思うわ

けです。 

  その県内の状況を見ておりましたら、上山市、

これはもう早いうちから基準モデルで財務諸表

を出しているんです。ホームページでも公開して

いる。平成21年度から既に基準方式でやっている

のかな。最新版が平成27年度の上山市の財務諸表、

これが出たのが28年の12月なんですよ。29年の３

月でなくて、年内につくっているわけですよね。

そうすると、29年度当初予算の編成にぎりぎり間

に合うかというふうなことで、上山市はきちっと

つくっている。そしてホームページで公開してい

る。誰でも見られるようになっています。片方で、

そういう自治体もある。なので、米沢市の場合は

なぜ遅いのかという話になるわけです。 

  その財務諸表、新公会計制度による財務諸表関

係、私はそのキーワードとして２つあるのでない

かなと思います。１つは、連結ということです。

壇上から申し上げましたが、各会計それぞれで私

たちは審査するわけですけれども、一般会計は一

般会計、それからほかの特別会計は特別会計です

よね。ですけれども、一般会計から例えば繰出金

が行っている。そういったところもこの書類でも

って連結して金額としてあらわすことができる。

市の全体の会計がどうなんだということをこの

財務書類を見ればある程度つかむことができる。

これが１つキーワードでないかなと、連結だとい

うことですね。そのように考えているわけですが、

いかがですか。 

○島軒純一議長 須佐総務部長。 

○須佐達朗総務部長 おっしゃるとおりだと思いま

す。それで、連結でわかりやすいと、その公会計

の制度の結果をできるだけ早く準備すべきだと

いうのが太田議員の御指摘だと思います。28年度

の決算については時期的にはなかなか難しいと

いうことで申し上げましたが、翌年度以降の決算、

これについては、その時期が遅くていいというわ

けにいきませんので、できるだけ早くならないか

ということは検討したいとは思います。しかしな

がら、３月の決算、初年度に限ってまずは３月と

いうことで、そこのところは御了承お願いしたい

と思います。 

○島軒純一議長 太田議員。 
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○１９番（太田克典議員） なかなか御了承という

わけにもいかないと思いますけれども、もう一つ

キーワード、先ほど連結というお話を申し上げま

したが、もう一つは、将来負担の明確化がなると

いうふうなことです。これまでこの議会の一般質

問でも、例えば市庁舎の建てかえ、あるいは病院

の建てかえ、そういったものの財源についていろ

いろ質問等がありました。それに対しての回答も

ありました。これ財源はほとんど起債ということ

になろうかと思います。借金ですよね。そういっ

た将来にわたっての負担、これがある程度明確に

なるのでないかなと、これがキーワードの２つ目

でないかなというふうに思います。 

  上山市のほうを見ますと、社会資本形成に係る

現世代負担比率という数値がありまして、これは

この比率が高いほど将来世代の負担が少ないと

いうふうな数字、これがあらわれてきています。

こういったことで、連結と将来負担が明確化にな

るというふうなことで、私はこのキーワード２つ

あるのではないかなと思いますけれども、いかが

でしょうか。 

○島軒純一議長 須佐総務部長。 

○須佐達朗総務部長 確かにそのとおりでございま

す。今回の統一的な基準に基づいて交付されるこ

とになれば、自分の団体の状況はもちろんですが、

他団体との比較も容易になると。本市のウイーク

ポイントは何かというのもある程度わかってく

ると。人口の割に施設が多いのではないか、減価

償却が高いのではないかとさまざまな比較も可

能になってくると。そんな中で、将来について考

えるいい材料になるのは御指摘のとおりでござ

います。ですので、本市としても、固定資産台帳

が整備一応終わりましたが、その後の変動も含め

てさまざまそこに要素を加えて確実につくって

いきたいと思っておりますので、よろしくお願い

したいと思います。 

○島軒純一議長 太田議員。 

○１９番（太田克典議員） ある人は、決算は情報

の宝庫だというふうにも言っている方がいらっ

しゃいます。決算ってとかくわかりづらい、一般

市民の方にとっても。ですけれども、そういった

もの、いろいろな情報が決算には備わっている。

しかも、今回統一的な基準でもって総務省が示し

ているそういった財務諸表関係、これが整備にな

れば、さらに一般市民の方は本市の財政状況、将

来にわたってどういう状況にあるんだというよ

うなところがある程度明らかになる、そういった

書類が出てくるのでないかなというふうに思い

ますし、またその政策のマネジメント、決算を受

けてその次の翌年度、翌々年度、そういったもの

の予算にどう生かしていくかというふうなこと

も出てくるのでないかなというふうなことを指

摘させていただきたいと思います。 

  続いて、３項目ですけれども、市と町内会の関

係について先ほどありました。回答でお話あった

のは、地元の任意団体だと。自主性、自立性を尊

重するんだということで慎重に対応したいとい

うふうなお話でしたけれども、これはやはり人口

減少、高齢化というものを肌で感じるようなそう

いう事例だと思うんですね。最も身近に生活して

いる中で感じる。あるいは、空き家も目にしなが

らそういったことも感じるかもしれませんけれ

ども、町内会というのは、やはり生活の基本単位、

共同生活、社会生活のそういったものだと思いま

すけれども、そこがなかなか維持できないような

状況になりつつある。これは、今後人口減少が進

んでくればますますこういったことが出てくる

のでないかなと思いますが、そこで市のほうの考

えなんですが、自主、自立性を尊重してというふ

うなお話ではありますが、実際具体的に市の施策

を展開していくときに町内会単位でお願いする

と、細かなところ、そういったところがかなりあ

るのでないかと思うわけです。先ほどごみの問題

も出ました。環境の問題も出ました。ですので、

壇上から申し上げましたが、ほかの一般的な任意

団体とまた違う、市と密接なかかわりがあって、
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市ができない細かな行政の部分、そういったとこ

ろを担っていってもらっている。そういう重要な

役割を一つ持っている。人為的、財政的に市の行

政を補完しているというふうなことが言えるの

でないかなと思いますが、そういう認識はおあり

ですか。 

○島軒純一議長 我妻企画調整部長。 

○我妻秀彰企画調整部長 先ほどお答え申し上げま

したが、非常に重要な役割であるというようなと

ころで、それは強く思っております。しかしなが

らというわけになりますが、組織そのものに市が

直接的に関与していくかということについては、

また別問題というようなところで考えておりま

す。 

○島軒純一議長 太田議員。 

○１９番（太田克典議員） 将来は関与せざるを得

ないようなそういう極端な人口減少にもしかし

たらなるかもしれませんが、要は、私がお話をお

聞きしたその方も、相談に乗ってほしいんだとい

うことなわけです。それは町内会のことは町内会

でやってくれというのではなくて、相談に乗って

ほしいんだと。 

  ちなみにですけれども、町内会そのものの担当

窓口というのはありますか。 

○島軒純一議長 我妻企画調整部長。 

○我妻秀彰企画調整部長 米沢市としては町内会自

体を把握しておりませんので、申しわけございま

せん、そういう担当課はございません。 

○島軒純一議長 太田議員。 

○１９番（太田克典議員） ぜひ窓口を設けていた

だくと、そういうふうに思うわけです。先ほどの

事例でも、その方、地元の町内会のその方だけで

はなかなか解決できない。そこに市のほうで何ら

かのアドバイスなりなんなりをしてもらいたい。

そういう思いなわけです。そういうふうな思い、

相談事を持っていく。それを受けとめる市の窓口

がない。それでいいのかなと。これからどんどん

人口が減っていく中で、果たしてそういうのでい

いのかなという思いがあります。ぜひこれ課題と

して検討していただきたいと思いますが、いかが

ですか。 

○島軒純一議長 我妻企画調整部長。 

○我妻秀彰企画調整部長 将来的に何らか、行政と

しても、本当に町内会がなくなってしまえば行政

運営上非常に大変だと、困るというところは実感

しております。したがいまして、何らかの対応と

いうか、検討が必要というところは強く思ってい

るところでございますが、まずどのような切り口

で果たして町内会とのかかわりを持っていいの

かというところからまずは検討させていただき

たいと思っております。 

○島軒純一議長 太田議員。 

○１９番（太田克典議員） ぜひ検討していただき

たいと思います。 

  なお、地区委員のことにも触れられましたので、

若干地区委員のこともお話ししたいと思います

が、地区委員の方と町内会長を兼ねていらっしゃ

る方ってかなりいらっしゃるわけですよね。それ

が実態だということが一つ。 

  それから、地区委員規則というのを米沢市で設

けているわけですが、そこにはおおむね50世帯を

標準とするんだというふうに書かれています。お

おむね50世帯を標準として１人の地区委員が担

当してもらっているんだと。今相談受けているの

は、もう50世帯どころでないので、そういったと

きにどうやっていくのかというのをぜひ検討し

ていっていただきたい。その窓口も含めて、ぜひ

検討していっていただきたいと思います。 

  それから、最後、４点目になりますけれども、

ブランド関係ですが、私の家族の話をしましたけ

れども、私の家族がちょっとそういったことに疎

いのかどうかわかりませんが、ブランドというと、

やはりどうしても装飾品とか衣料品で高価なも

のというふうなイメージがあって、「米沢ブラン

ド」って、「ん」ってやはりなるのが一般的な市

民というか平均的な市民のイメージするところ
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でないかなと思うんです。そこをどうやってイメ

ージを醸成していくか、そこが課題だというふう

に思いますが、先ほど来、これまでの一般質問に

対しても、アンケートとか座談会とかをやるんだ

と、それから顧客である市民の声を広く聞くんだ

というふうなことをおっしゃっていました。その

いろいろな団体、個別の物産、産品等を扱ういろ

いろな団体とか、あるいは観光地とか、一生懸命

事業をやっている方はその方はその方として、普

通の一般市民ですよね。そういった方がどういう

意識を持つのかと、この「米沢ブランド」という

ことについて。そこが大事でないかなというふう

に私は思うんです。そのあたりはいかがお考えで

すか。 

○島軒純一議長 武発地方創生参事。 

〇武発一郎地方創生参事 まさに今議員がおっしゃ

ったとおりで、それを構築していくときに、市民

の方が参加意識を持って、これが自分たちが述べ

た意見をもとにこのオール米沢のブランド、オー

ル米沢の約束することがこうやって結実したと

いうふうに思われなければ、つくっても意味はな

いと思っています。 

○島軒純一議長 太田議員。 

○１９番（太田克典議員） ほかのところの事例と

して、たまたま６月１日付の山形新聞に小国町の

取り組みが載っておりました。「白い森まるごと

ブランド構想推進事業」、これの記事ですけれど

も、小国町では統一したブランドイメージをつく

るために作成したロゴマーク、これも新聞のほう

に載っております。その意味するところは、町民

が一体となると、そういうふうな思いを込めたロ

ゴマークだというふうなことが書かれておりま

す。これを進めるに当たって、そのロゴマークを

作成した会社の社長さんは「ブランド化には継続

が必要で、行政や民間、町民が一丸となって進め

なければならない」というふうなことを述べられ

ています。町民が一体となる。民間と町民と別々

に述べているわけで、そこがやはり一般町民、一

般市民、住民、そういった方にどうやってイメー

ジを持ってもらえるか、この米沢ブランドという

ものについてですよね。そういったところが非常

に大事だと思います。それにはやはり時間がかか

るのでないかなというふうに思いますけれども、

ここはぜひしっかりと取り組んでいただいて、そ

れこそ町内会で米沢ブランドの話が出たりとか、

家族間で米沢ブランドは今度こういうふうにな

ったんだよとか、そういった話題に上るようなそ

ういったことになれば理想だと思いますけれど

も、そういったことを目指してしっかりと市民の

イメージづくりというか、統一に向けてというか、

そういった取り組みをやっていただきたいと思

いますが、いかがでしょう。 

○島軒純一議長 武発地方創生参事。 

〇武発一郎地方創生参事 今おっしゃったような普

通の日ごろの会話にも上るような、それだけの流

布を目指して、作成段階でも皆様を巻き込んで、

それこそ議員の皆様も巻き込んでやっていきた

いと思います。 

○島軒純一議長 太田議員。 

○１９番（太田克典議員） 議員の皆さんを巻き込

んでという話でしたけれども、一緒になって取り

組んでいきたいと思いますが、最後に、この記事

を書かれた方の記載なんでしょうか、「町民自身

が地元の魅力を再認識し、自分たちで売り出して

いこうという主体性を持つことが必要だ」という

ふうに述べています。まさにこれを読むと、小国

町が町民一体となってブランド戦略に取り組ん

でいるんだというふうな思いが伝わってくるわ

けで、ぜひとも米沢にあってもそういった事業を

推進していければなと、その先頭に立ってやって

いって頑張っていただきたいなというふうに申

し上げて、私の質問を終わりたいと思います。 

  以上です。 

○島軒純一議長 以上で19番太田克典議員の一般質

問を終了いたします。 
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  散    会 

 

○島軒純一議長 以上をもちまして本日の日程は終

了いたしました。 

  本日はこれにて散会をいたします。 

  御苦労さまでした。 

 

  午後 ４時２０分 散  会 

 


